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議 事 日 程（第１号）   

 

平成18年６月５日（月曜日）午前10時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 表彰状の伝達 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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午前10時00分 開会 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。ただいまから平成18年（第３回）山鹿市議会６月定例会を

開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において横手啓介議員、

藤原 弘議員を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 会期の決定   

○議長（高野誠二君）   

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から６月23日までの19日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。よって、会期は19日間と決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 表彰状の伝達 

○議長（高野誠二君）   

 日程第３、表彰状の伝達を行います。 

 去る５月24日、東京日比谷公会堂におきまして第82回全国市議会議長会定期総会

が開催されました。その際、議員在職15年以上の特別表彰で山口晋正議員、高口功

二郎議員、寺崎勇児議員が全国市議会議長会会長表彰を受賞されました。よって、

本日はその表彰状の伝達を行います。受賞者の方々は演壇の方にお願いいたします。 
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［表彰状伝達］ 

○議長（高野誠二君）   
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［表彰状、記念品贈呈、拍手］ 

○議長（高野誠二君）   
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［表彰状、記念品贈呈、拍手］ 
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○議長（高野誠二君）   
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（代読） 

［表彰状、記念品贈呈、拍手］ 

 

○議長（高野誠二君）   

受賞者の方々には、誠におめでとうございました。 

これをもちまして表彰状の伝達を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 議案第100号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第１号） 

○議長（高野誠二君）   

 日程第４、議案第100号を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 おはようございます。議案第100号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第

１号）についてご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正でござい

ます。第１条 歳入歳出予算の総額に800万円を追加し、総額を260億8500万円とす

るものです。 

補正予算の内容につきましてご説明を申し上げます。８ページをお願いいたしま

す。３歳出、（款）総務費、（目）一般管理費、市民告別式800万円は、去る５月
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10日にご逝去されました本市の名誉市民であります松野頼三先生のご遺徳を市民と

ともにしのぶものです。６月17日午後１時から、菊鹿グリーンパルスでとり行う予

定でございます。この議案につきましては、本日先議をいただきご議決を賜ります

よう、よろしくお取り計らいをお願いします。 

○議長（高野誠二君）   

 お諮りします。ただいま議題となっております案件について先議をいたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。よって、議案第100号を先議することに決しました。 

 この際、議案審査のため暫時休憩いたします。 

午前10時06分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前10時21分 開議 

○議長（高野誠二君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。 

これより、ただいま議題となっております案件について質疑を行います。発言の

通告があっておりますので発言を許します。原  徹議員。 

［６番 原  徹君 登壇］ 

○６番（原  徹君）   

 ６番議員の原です。質疑をいたします。 

 市民告別式の800万円の提案がございましたけれども、中身がよくわかりません。

例えば旅費50万円組んでありますが、どういうものなのか。それから、委託料620

万円、どんなものを委託するのか。そういった中身がわかりませんので、もうちょ

っと詳細にご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 お答えいたします。予算の内容について、もう少し詳しく説明せよとのお尋ねで

ございます。800万円の内容につきましては、旅費につきましては、これはご遺族

の方の告別式参加への旅費でございます。それから、委託料の内容についてという

ことでございましたが、告別式の一切の業務、祭壇それから会場設営等について市

内の６業者おられますので、その皆さん方で力を合わせてやっていただくというこ
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とで620万円を予定しております。その他、報償費の20万円につきましては、ご遺

族への弔慰金です。それから、需用費50万円につきましては案内状の印刷あるいは

事務用品等です。役務費60万円につきましては、新聞広告、郵送料等です。 

○議長（高野誠二君）   

原議員、了解ですか。 

○６番（原  徹君）   

 はい。 

○議長（高野誠二君）   

ほかに質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております案件については、会議規則第

37条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

よって、委員会付託は省略することに決しました。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

［「議長」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 原  徹議員。 

［６番 原  徹君 登壇］ 

○議長（高野誠二君）   

 

○６番（原  徹君）   

 ６番議員の原です。全面的にこの提案に反対ではありませんが、この800万円と

いう予算に、もうちょっと削れないかという意見を述べたいと思います。 

 早速議案書をもらいまして、この欄を見たんですが、私は何名かの市民の方に聞

いてみました。その中で、こんな声がありました。菊鹿出身でこちらの山鹿に来て

おられる方ですが、私は知らなかったんですけども17日に頼三氏の葬儀があるとい

うことは知っておられました。「私は、その松野さんのファンでした。だから、行

こうと思います。」ということで、「あれには800万円予算が組んでありますもん
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ね。」と、このように言うたら「何でそぎゃん大きな金を組んであるとですか。私

は何もなかと思ったけん行こうと思いました。じゃあ、もう行かんごつしよう。」

と、こういう声がありました。 

 つまり、これまで財政が非常に厳しいということでお年寄りを初めさまざまな福

祉予算を減額してきました。いざ、こういう問題になりますとポンと800万円出す

ということに対して市民は納得しないんじゃないかと。告別式そのものに反対では

ありません。しかし、この800万円という金額は今の厳しい財政といわれる中で、

あまりにも大きい金額ではないかと思います。 

 したがって、この減額を求めて反対といたします。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

○議長（高野誠二君）   

これより採決を行います。 

議案第100号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（高野誠二君）   

 起立多数であります。よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 議案第101号～議案第102号   

     報告第４号～報告第６号   

○議長（高野誠二君）   

 日程第５、議案第101号から報告第６号までの全案件を一括議題といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 

 議案第102号 固定資産評価員の選任について 

 報告第４号 専決処分の報告について 

 報告第５号 平成17年度山鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 報告第６号 山鹿市土地開発公社の経営状況の報告について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

提案理由の説明を求めます。西田総務部長。 



- 12 -   

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）についてご説明申

し上げます。 

１ページをお願いします。今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正です。第１条 

歳入歳出予算の総額に2756万1000円を追加し、総額を261億1256万1000円とするも

のです。 

内容について、事項別明細書の歳出によりご説明申し上げます。11ページをお願

いします。３歳出、（款）総務費、（目）情報化推進費の補正額735万円は、菊鹿

町内田地区における通信情報の格差是正、ＡＤＳＬの設備構築を行うものです。 

（款）衛生費、（目）環境対策費補正額490万4000円は、小規模水道施設の改修

に要するものです。堀ノ内水道組合ほか４施設です。 

12ページお願いします。（款）農林水産業費、（目）農業振興費の補正額370万

7000円は、平成19年度から導入予定の品目横断的経営安定対策に対応すべく集落営

農組織の育成を図るものです。対象地区は26地区です。 

続きまして、（款）教育費、（目）教育委員会費の補正額50万円は、小中学校に

おける不登校対策に係る実践モデル事業です。本事業につきましては、熊本県教育

委員会からの指定事業でありまして、平成20年度までの継続事業です。 

続きまして13ページにあります（目）社会教育施設費の補正額1110万円は、鹿北

東野地区におけるコミュニティセンター整備にかかるものです。本事業は、財団法

人自治総合センターの助成を受けて実施するものです。 

以上、概略ご説明申し上げましたが、総括といたしまして歳入歳出補正予算事項

別明細書総括表を８ページから９ページにかけて掲載いたしております。ご参照の

うえ、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

杉燒助役。 

［助役 杉燒義文君 登壇］ 

○助役（杉燒義文君）   

おはようございます。議案第102号 固定資産評価員の選任についてご説明を申

し上げます。 

次の者を山鹿市固定資産評価員に選任したいから、地方税法第404条第２項の規

定によって、議会の同意を求める。 

住所 山鹿市中807番地６、氏名 本多隆文、生年月日 昭和29年２月12日。 

現総務部税務課長でございます。 
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税法の定めによりまして、固定資産評価員は固定資産の評価に関する知識及び経

験を有する者のうちから市町村長が当該市町村の議会の同意を得て選任するとござ

います。人事異動に伴いまして選任しようとするものです。 

よろしく同意賜りますようお願いを申し上げ、説明といたします。 

○議長（高野誠二君）   

   藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

おはようございます。報告第４号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、公用車での事故による損害賠償に係

る額の決定及び和解について専決処分をいたしましたので、ご報告いたします。 

２ページをお願いいたします。事故発生日時は、平成18年３月14日午前９時30分

頃でございます。相手方は、山鹿市小坂2406番地 寺澤冨美男氏。事故の概要につ

きましては、国道３号線金堀バス停付近において、対向車線からＵターンしようと

した相手方の車両が走行中の公用車と衝突したものです。これに対する損害賠償の

額は１万8582円でございます。 

また、和解事項といたしまして、山鹿市は賠償金を支払い、今後いかなる事情が

発生しても双方とも異議の申し立てをしないとするものです。 

以上、ご報告いたします。 

○議長（高野誠二君）   

西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

報告第５号 平成17年度山鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、地

方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、ご報告いたします。これは、先の

３月定例会におきまして議決をいただいております繰越明許費２件に係る報告です。 

２ページの平成17年度山鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書により、ご説明いた

します。（款）土木費、（項）都市計画費、歴史的地区環境整備街路事業及び

（款）災害復旧費、公共土木施設災害復旧事業に係る繰越明許費の金額に対しまし

て、記載のとおり、それぞれ翌年度17年度から18年度へ繰り越しを行ったものです。

財源は、未収入特定財源の国庫支出金、地方債及び一般財源です。 

なお、当該事業につきましては、歴史的地区環境整備街路事業が本年４月に完成

しております。また、公共土木施設災害復旧事業は６月末完成の予定です。 

続きまして、報告第６号 山鹿市土地開発公社の経営状況の報告についてご説明
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申し上げます。本公社は、地方自治法第221条第３項の法人に該当しますので同法

第243条の３第２項の規定に基づき、その経営状況を報告するものです。 

２ページをお願いします。まず、平成17年度の事業報告でありますが、１の概要

につきましては記載のとおりで、２の事業についてですが一般管理事務です。収入

につきましては、受取利息2972円、雑収益が１万1952円です。支出に関しましては、

一般管理事務に要する経費５万6340円です。３、その他は平成18年度への現金預金

の繰り越しで1499万4815円です。なお、３ページから６ページにかけまして決算報

告書、損益計算書、貸借対照表、財産目録を掲載しておりますので、ご参照いただ

きますようお願いいたします。 

次に、７ページをお願いいたします。平成18年度の事業計画です。18年度におき

ましても、一般管理事務を行うことといたしております。なお、８ページに平成18

年度の予算実施計画と資金計画を掲載しております。ご参照いただきますようお願

い申し上げます。以上、終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 散 会   

○議長（高野誠二君）   

 以上で、本日の会議は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前10時36分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１３日(火曜日) 



- 17 -   

平成18年（第３回）山鹿市議会６月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第２号）   

 

平成18年６月13日（火曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

発言通告 

１．太田黒鐵郎 

 一般質問 

 （１）農業特区の創設について 

 （２）国民健康保険税滞納による今後の対策について 

２．森川昭彦 

 一般質問 

 （１）適正な人事配置について 

 （２）教育現場の現状について 

３．古田信助 

 一般質問 

 （１）竹林の整備について 

   自然豊かな山鹿市の里山が竹の侵食により，その森林としての役割を保てなくな

ってきている。森林への竹の侵食被害は急速に全国に広がっており，10年後には全

国の半数以上が竹山になると予想され，早急な竹林の整備・伐採が必要になってい

ます。その対策は。 

４．北原昭三 

 一般質問 

 （１）温泉療法及び観光促進について 

 （２）中途失聴・難聴対策「耳マーク」設置について 

 （３）広告事業を推進する財源確保対策について 

５．横手啓介 

 一般質問 

 （１）中心市街地活性化と大型店進出について 

４．原  徹 

 質  疑 

 （１）議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 
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   ①Ｐ12（目）農業振興費 

 一般質問 

 （１）３月議会の市長答弁から，新庁舎建設について 

 （２）地元の農業を守るために，品目横断的「経営安定策」について 

 （３）子育て支援の立場から，障害をもつ幼児の療育制度の拡充について 

 （４）市営住宅の家賃滞納状況と入居制度について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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午前10時00分 開議 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 質疑・一般質問   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。太田黒鐵郎議員。 

［24番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○24番（太田黒鐵郎君）   

 おはようございます。24番、太田黒鐵郎です。 

 次の２点につきまして一般質問を行います。１点目は、農業特区の創設について

です。現在、全国的に農業特区をつくって個性的な政策に取り組まれている市町村

が多くなってまいりました。例えば、どぶろく特区とか、県内でも球磨地域では森

林の郷農林業げんき特区、これは既成の特例措置として農家、民宿における簡易な

消防用設備等の容認、２番目に市民農園の開設者の範囲の拡大、３番目に有害鳥獣

捕獲における狩猟免許を有しない従事者の容認というようなことです。次に、阿蘇

地域におきましては、阿蘇カルデラツーリズム推進特区、特例措置としましては農

家民宿等における酒製造の免許の要件の緩和、２番目に農地貸付方式による株式会

社等の農業経営への参入容認、それから有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない

従事者の容認、ほかにも三加和８つの里グリーンツーリズムとか、菊池いきいき農

業特区、これは特例措置としまして農地取得の農地下限面積の緩和です。 

そこで、私は山鹿市、特に菊鹿、鹿北など、中山間地域では農地の下限面積の緩

和ということで特区の特例措置を設定していただきたいと思います。現在の下限面

積は５反となっておりますが、これは昭和27年に制定され、当時は３反でしたが昭

和45年に改正され５反になっております。その当時は、中学校を卒業すると就職列

車で都会に出ていた時代でございました。兄弟で農地を分散すれば少ない面積では

農業経営が成り立たないということで下限面積を５反に制定されたものと考えます

が、もうそれから40年あまりになるわけでございまして、社会情勢も大きく変わり

まして現在では後継者不足や高齢化により遊休農地は年々ふえるばかりです。団塊

の世代の人など、新規就農を希望しておられる方は大変多いわけですけれども、下

限面積の５反というのが非常に障害になっておるわけです。いち早く特区を活用し
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て下限面積の緩和に取り組んでいただきたいと思いますが、そのことにつきまして

どのように考えておられますか、お尋ねします。 

次に、２点目ですが、国民健康保険税の滞納対策についてです。私は、国民健康

保険運営協議会の委員です。合併後１年経過しましたが、国保税の滞納はふえる一

方です。誰ひとり真剣に取り組もうとする人はいないような感じがします。私は、

今後このことについて徹底的に議論していきたいと思いますので、国保運営協議会

の委員としては理不尽なことと考え、ただいま市長に対し辞表を提出したところで

す。 

それでは本題に入りますが、国民健康保険税の滞納額は平成17年度決算において

５億4669万1946円となっております。元々国民健康保険制度は昭和36年４月、すべ

ての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険体制が確立されて、すべ

ての市町村が国保の事業を行うことが義務づけられてきたわけです。基本的には、

これは相互扶助の精神であり、納税については所得の多い人が高い税金を払います

けれども、給付については皆一律ということで運営されております。そういうこと

で、国民の健康の維持向上に大きく寄与しているものと考えます。 

しかし、先に申し上げましたように山鹿市で５億4600万円が滞納、払わない人が

いるということで初めてこの数字を聞かれた人は驚かれるのではなかろうかと思い

ます。まず、この５億4600万円の滞納に対する収納の方法、または今後の対策につ

いてお伺いします。１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 これより執行部の答弁を求めます。松山農業委員会事務局長。 

［農業委員会事務局長 松山 寛 登壇］ 

○農業委員会事務局長（松山 寛君）   

おはようございます。太田黒議員、一般質問の中の１点目、農業特区の創設につ

いて、その中で農業特区を活用した農地の所有下限面積の緩和ということについて

お答えします。議員ご承知のとおり現行の農地法においての農地の所有下限面積は

50アール、５反となっております。この面積については、農地法第３条において50

アールと定められているところです。下限面積については、昭和27年の農地法制定

当時においては30アールとなっておりましたが、昭和45年の農地法の改正に伴い、

現行の50アールとなりました。このことについては、先ほど太田黒議員が申された

とおりです。下限面積を50アールと設定した基本的な考え方としては、農地の分散

化防止や生計の一部として農業収益をとらえるのであれば、生産性の面からも一定

規模以上が必要であろうとの考えのもと50アールという面積が設定されたものと思

っております。 
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農地の所有下限面積の引き下げにおいては、一定要件が整えば現行の農地法によ

るところの下限面積の引き下げと、先ほど申されました農業特区、これは旧菊池市

が認定されておりますけれども、特区による方法がございます。菊池市の場合は、

認定を旧菊池市で受けておられますので旧菊池市のみではありますが、下限面積が

50アールから20アールへとなっているところです。この下限面積の緩和については、

遊休農地の解消とか団塊世代の新規就農者の参入促進には一定の効果が出るものと

は考えているところです。１回目の答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

 おはようございます。太田黒議員の２点目の質問、国民健康保険税についてお答

えします。議員もおっしゃいましたけれども、まず国民健康保険制度の成り立ちと

いうか目的といったところを申し上げます。まず、国民健康保険制度は昭和36年

４月に、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険体制が確立

され、市町村は国保事業を行うことが義務づけられました。これによりまして、国

民は病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように、すべての人がいず

れかの医療保険に加入することとなっております。国民健康保険制度の目的としま

して、国民健康保険法第１条及び第２条において被保険者の疾病、負傷、出産また

は死亡に関して必要な保険給付を行う国民健康保険事業の健全な運営を確保し、も

って社会保障及び国民保健の向上に寄与することとなっております。また、国保制

度は、農林水産業者及び自営業者を中心とする制度として創設されましたが、他の

医療保険に属さない人すべてを被保険者としているために、人口の高齢化や産業構

造の変化等の影響を受けやすく、制度発足当時と比べまして高齢者の割合が増加す

るとともに、農林水産業者及び自営業者の割合が減少し、無職者、主に年金受給者

の割合が増加しております。このようなことからも、国保制度が抱える脆弱な財政

基盤という構造問題は一層深刻さを増しております。 

 次に、国保税の滞納状況について申し上げます。これにつきましても、議員おっ

しゃいましたように平成17年度決算においての滞納額は５億4669万1946円となって

おります。また、平成17年度現年度分の収納率は92.31％で、平成16年度と比較し

まして0.21％の低下となっております。旧市町ごとの収納率は、旧山鹿市90.44％、

鹿北町96.40％、菊鹿町95.28％、鹿本町93.04％、鹿央町94.45％となっております。

滞納の要因としましては、低所得者・高齢者の生活困窮、それから農作物の価格低

迷、景気低迷による会社の経営不振によりますリストラ等があげられます。 
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滞納対策としましては、12月、５月の特別徴収月間における戸別訪問及び毎月末

の夜間窓口の開設、電話による催促、高額医療費支給時における相談、納税相談員

による訪問相談などを実施しております。国保年金課でも、保険税の滞納対策とし

まして山鹿市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱によりまして、資格証明書等交

付審査会を開催しまして短期被保険者証及び資格証明書の交付を検認または更新時

に実施しているところです。 

平成17年度で申しますと、平成15年度分以前の滞納がある世帯主及び平成16年度

分調定額に対して収納額が２分の１未満である世帯主については、３カ月の短期保

険証、また、平成16年度分調定額に対して収納額が２分の１以上である世帯主につ

いては６カ月の短期保険証を発行しております。また、平成15年度分以前の滞納が

ある世帯主で１年以上滞納している世帯主については、資格証明書の交付を行って

おります。 

平成17年度の審査会後の内訳を申し上げますと、平成17年の平均総世帯数が１万

3282世帯のうち３カ月短期保険証814件、６カ月の短期保険証223件、資格証明書の

交付が308件、合計の1345件となっております。また、資格証明書を交付された人

が診療を受ける場合、窓口で医療費の全額を支払い、後で市に自己負担分を除く額

の払い戻しを請求します。また、払い戻し分は原則として滞納した保険税の返済に

充てられることになります。 

いずれにしましても、今後も税務課、国保年金課、連携いたしまして滞納額の減

少に努めてまいりたいと思います。以上、答弁とします。 

○議長（高野誠二君）   

 太田黒議員、了解ですか。 

○24番（太田黒鐵郎君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 太田黒議員。 

［24番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○24番（太田黒鐵郎君）   

 まず農業特区の方ですけれども、山鹿市の農業の現状から申し上げますと、山鹿

市の農家戸数は平成２年に5577戸で平成17年には4608戸、15年間で969戸減少され

ております。次に農業従事者ですが、平成２年には7592人、平成17年には5005人、

15年間で2587人減少。それから耕作面積ですが、耕作面積は平成２年に6566ヘク

タール、平成17年は5107ヘクタール、15年間で1459ヘクタールの減少です。耕作放

棄地ですけれども、平成２年には134ヘクタールが平成17年359ヘクタール、15年間
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で225ヘクタールふえております。 

それから、現在の農業従事者の高齢化率です。これは旧山鹿市47.9％、それから

鹿北54.1％、菊鹿60.6％、鹿本51.4％、鹿央45.6％、山鹿市全体で51.3％です。こ

こで鹿央町が非常に低うございますけれども、今、助役でございます杉燒町長時代

から非常に鹿央町は後継者の育成とか、そういうことに本当に真剣になって取り組

まれたところが表れているというようなことで高く評価するところです。 

新規学卒就農者ですけれども、これは15年間で山鹿が10人、鹿北が７人、菊鹿が

４人、鹿本が７人、鹿央が５人、全体で15年間で33人です。それからＵターン就農

者ですが、これが15年間で山鹿が12人、鹿北が７人、菊鹿が８人、鹿本はゼロ、鹿

央が15人、全体で42人です。新規参入者は、15年間で山鹿、鹿北、鹿本、それぞれ

１人ずつで３名、以上のような農業の状況です。 

高齢化率が山鹿市で51.3％ということですけれども、このことを考えてみますと

５年後から10年以内には、農地が半分は余るのではなかろうかというようなことを

考えるところです。そういう中で、今まで国からのいろいろな農業の政策があって

おりまして、それは私たちも若いころから米価の値上げというようなことで鉢巻き

がけで借り出されたような時代もございました。その後いろいろありまして、やっ

ぱり今度は米が余るというようなことで減反政策というのが、米価権利というよう

なことでありました、米の値段は下がる一方というようなことでした。国の政策と

いうものは、今まで私個人として考えますならば何一ついいことはなかったと感じ

るわけです。 

それで、このごろまた品目横断的経営安定対策、非常に難しい長い名前ですけれ

ども、これもまた難しい問題でして、これは平坦地、大型農家というようなところ

向きの事業でして、我々の中山間地にはあまりマッチしないような気がするわけで

す。いずれにしろ、役人がつくった政策です。底辺の我々の気持ちはあまり取り入

れられていないというような気がしてならないわけです。 

それで、国のことはさておきまして山鹿市でも、平坦地と中山間地というような

地域がございます。地域の実情に応じた個性ある農業政策を展開しなければならな

いと思います。例えて申しますならば、平成15年に熊本県農業コンクールの経営部

門で最優秀賞を受賞した信國さんというのが、鹿北町の男岳という福岡県との県境

の山間地ですが、おられます。この人の経営は、山間地という地形を生かし、少量

多品目の経営で14品目の作物を組み合わせながら、毎月収入があるように計画的な

経営で高給サラリーマン以上の所得をあげて、ゆとりある家族経営を実現しておる

というような人もおるわけです。このような中山間地では、下限面積の緩和も一つ

の方策ではなかろうかというようなことを考えるわけです。就農者がふえ、遊休農



- 26 -   

地の解消にもつながるものであると考えますが、所管の経済部長はここで第１回目

の答弁があるかと思っとったところが農業委員会の方からの答弁で部長の答弁はな

かった。部長はどういうふうな、このことについて考えを持っておられるのか。ま

た、市長の農業政策はいつも聞きますが、あまり長すぎて何か頭に入りませんので、

簡潔明瞭にお聞かせ願いたいと思います。 

それから、次に国保の問題ですが、これも部長ははっきり申し上げまして部下の

つくった作文を読み上げただけの話で、中身が非常に具体性がない、わからない。

専門的なことばかりです。まず、３カ月の短期保険証、６カ月の短期保険証の発行、

資格証明書は少し説明がありましたけれども、この内容を具体的に説明をいただき

たいことと、もう一つ大事なことは不納欠損処分の方法はどのようにしているのか

というようなことが非常に大きな問題ですが、こういう説明はなかったというよう

なことです。わからなければ担当を呼ばにゃいかんというようなぐらいのことはち

ゃんとして、やっぱりわからんから聞きよるとだから、もう少し具体的にわかりや

すく説明をお願いします。また、このことについて市長さんは大局的な考えとして

どのように考えておられるのか、お尋ねします。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。松山農業委員会事務局長。 

［農業委員会事務局長 松山 寛 登壇］ 

○農業委員会事務局長（松山 寛君）   

部長の答弁ということでございましたけれども、所管が農業委員会ですので私の

方で２回目についてお答えしたいと思います。 

まず、面積の緩和はどうかということですけれども、農業を趣味として安全で安

心な農産物をおいしく食べることは、人生にとってはすばらしいことだと思います。

ただ、農業で生計を立てることは、これまた大変厳しいものがあると思っておりま

す。農地所有下限面積を例えばですけれども20アール、２反にしましても、これを

維持管理していくことはなかなか難しいことでして、農作物の作付形態にもよると

思いますけれども、それなりの農業機械の準備と農業就農者としての覚悟は必要か

と思っております。一時的なものではなく、恒常的な営農であれば下限面積の引き

下げは１回目で答弁しましたとおり、遊休農地の解消や地域の活性化等、効果は出

るものと考えているところです。 

しかし反面、心配な面もございます。連担団地の優良農地の中で、農地所有者や

耕作者が細分化しますと、これから先の農業振興策で求めております連担的土地利

用に支障を来す恐れもありますので、下限面積の緩和については中山間地や遊休農

地が予想される地域指定とするのか、また、面積をどれだけに設定するのか等々、
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時間をかけて協議することが肝要かと思っているところです。 

現在においては、この農業特区の下限面積は全国的な展開となり、申請において

も簡素化しておりますが、導入の時期については先ほど申し上げましたような理由

で時間をいただきたいと考えているところです。今後、効果の出る計画を検討して

まいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げまして２回目の

答弁とさせていただきます。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

 国民健康保険の国保年金課におきます短期保険証関係ですが、先ほど申し上げま

したように、これは年度的なところで17年度現在のやり方ということで申し上げま

したけれども、繰り返しになるかと思いますが、15年度分の以前の滞納がある世帯、

それから16年度分調定額に対しての収納額が２分の１未満である世帯に対しては

３カ月の短期保険証、そういったことで年度による滞納によって３カ月になったり

６カ月になったりします。また、平成16年度分調定額に対しまして収納額が２分の

１以上である世帯につきましては６カ月の短期保険証の発行をする。また15年度分

以前の滞納がある世帯につきましては、１年以上の滞納があるところにつきまして

は資格証明書の発行を行っている。そういった３カ月、６カ月、１年の保険証を交

付するわけですが、そのとき当然、被保険者との接触ということもございますので、

そこで納税相談等を行いまして納めていただくように接触を図っているところです。 

 それから、不納欠損の事由としましては、地方税法第15条の７第４項及び第５項

によりまして滞納処分の執行を停止し、その執行の停止が３カ年停止したときは消

滅するとなっております。また、地方税法第18条では法定納期限の翌日から起算し

まして５年間行使しないことによって、時効により消滅することになっております。

そういった地方税法によりましての不納欠損を実施しているところです。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

おはようございます。ただいまの太田黒議員の２回目の質問にお答えします。ま

ず、農業関係のご質問にお答えしたいと思いますけども、３月議会におきましては

議員さんの質問にしっかりと丁寧に答えたつもりでございましたけども、少し長す

ぎたということですので簡潔に申し上げたいと思います。 
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先ほどの議員のお話もございましたように、地域の状況、平坦地から中山間地、

いろんな状況がございます。やはり地域の実情に合った農業のあり方、それが第

１点ではないかなと思います。２点目は、今時代は地球的規模で動いております。

そういった時代の流れを的確にとらえることが大事かなと。３点目は、この農産物

を消費していただく消費者のニーズがどこにあるか、そういったものをとらえるこ

とが大事かなと。そういったものをしっかりととらえた農業の展開をやっていくべ

きだろうと思っております。 

次に、国保税の滞納の問題です。これにつきましては、行政の公平性を保つ上か

らも税の徴収を確実に行い、国保事業の円滑な運営を行うことが私どもに課せられ

た責務であると考えています。その点からも、多額の滞納は大変残念なことである

と思っております。徴収対策委員会もございます。しっかりとした指示をしながら、

これまで以上の強力な取り組みをやっていき、納税意識の高揚を図っていかねばな

らないと強く思っておるところです。 

先ほど、唐突に国保運営委員会の辞表願いをいただいたわけですけど、この国保

につきましてもしっかりとした思い、また高い見識をお持ちの太田黒議員に、ぜひ

とも内部に残ってこの滞納問題はじめ国保運営の円滑な運営のために、ぜひご奮闘

いただきたい、そう願いながら答弁とさせていただきます。 

○議長（高野誠二君）   

 太田黒議員、了解ですか。 

○24番（太田黒鐵郎君）   

議長。 

○議長（高野誠二君）   

太田黒議員。 

［24番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○24番（太田黒鐵郎君）   

まず農業問題ですけれども、市長が非常にこのごろ答弁の上手になってうまいと

ころ言うものだから。しかし、そのとおりです。言うたことはちゃんとしてもらわ

にゃいかんというようなことですから、ぜひ期待するところですが。とにかく中山

間地の方ですけれども、平坦地は平坦地なりの考え方でいいと思いますが、中山間

地においては下限面積を１反ぐらいにしてはどうかと私は思います。そういうこと

で全然農業をしたことがない、農地も１坪も持たないというような人が山とか農地

とか求められると非常にリッチな気持ちになるというか、そういう感じがするわけ

です。それで１反求めると百姓の免許が取れると、簡単に言うならば。そういうよ

うなことを、今から大いにやっていかなくてはならない。そうすると、そういう
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方々がかえって普通の農家の人よりも一生懸命に取り組みはしないかと。先ほど農

業委員会、私も農業委員ですから農業委員会から柔らかく答弁するものだから、あ

まり強く言われんけれども、そういうことに取り組まにゃならんということです、

農業委員会としてはいろいろ農業委員会の考え方があろうと思うけれども、やはり

特に農業委員会あたりで検討しながら今後決めていかにゃならんことと思います。

とにかく、そういうことでそれぞれ菜園なり農業をやってみたいというような人に

やらせて、そして、この収穫の喜びというのが非常に大事なことですけれども、今

キュウリの収穫時期ですが、キュウリ１本にしてもスーパーから買うキュウリより

も、やっぱり自分で作付けして収穫したキュウリの方が、大体味は同じと思うけれ

ども非常においしいというような感じがするわけです。そういうことでこの下限面

積にぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

それから、私個人的なことで申しわけないと思いますけれども、これは今日本の

農業が何か狂ってはいないかというような気がします。どういうことかと言います

と、食糧自給率は40％というように輸入に頼って遊休農地はどんどんふえて高齢化

しておいて、また農業は減ってしまうというようなことです。こういうことでは、

国力が非常に低下するのではなかろうかというようなことを１人考えるところです。 

市長の答弁にも立派な答弁いただきましたが、市長もそういうことで市の農政な

り、また国、県というようなこともありますけれども、市長は、非常に小さな集落

まで入っていろいろな方々と話し合いをしながら今やっておられます。焼酎を飲み

合うて最後まで話をすることも大事なことではございますけれども、市長も身体は

必ずしも大きい方ではありませんが声は非常に大きいというようなことで、この大

きい声を国、県に向けて大きく声を出していただきまして６万市民のために頑張っ

ていただきますようにお願いしまして、３回しか登壇できませんのでまだまだいろ

いろ申し上げたいことはありますけれども、この件につきましてはこれで質問を終

わります。 

それから、国保税の問題ですが、市長の答弁にもありましたように非常にこれは

大きな問題です。５億以上の滞納ということは本当に大きな問題と思いますけれど

も、どんなに今日議論しましても今日解決できる問題ではございません。いわゆる

冒頭に申し上げましたように、相互扶助の精神というようなことで制定されたもの

ですが、現在では連帯意識というものが希薄いたしまして、公平性が著しく失われ

て正直者が損をするというようなことでは困ります。今後においては、国保運営の

方は文教厚生委員会の方の所管です。収納、いわゆる税務課の方は総務企画委員会

の所管ですので、各委員長において合同委員会を開催されて、この対応につきまし

て十分議論して、事務局ばかりに負わせるわけにはいきませんので我々も一生懸命
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やらにゃいかんと思います。今日の答弁もまだはっきりわかりません、今日辞表を

提出したことも、これをやっていても私の能力ではわからんから辞表提出したこと

ですので、もうちょっと頑張れという市長のお話ですけれども、もうその辺では頑

張るところはありませんが、やはり文教厚生委員として今からその議論の中にかて

ていただいて、そして折あるごとにこの問題において検討させていただきたいと思

います。 

これをもちまして私の一般質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。松山農業委員会事務局長。 

［農業委員会事務局長 松山 寛 登壇］ 

○農業委員会事務局長（松山 寛君）   

 ３回目の答弁をさせていただきます。農地下限面積の緩和については、議員ご案

内のように農業委員会が窓口となっておりますので、今後一緒になってよりよいも

のをつくり上げ、また実効性のある計画を立ててまいりたいと考えておりますので、

今後ともご協力のほどよろしくお願い申し上げまして３回目の答弁とします。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で太田黒議員の一般質問は終了しました。 

次の通告順により森川昭彦議員の発言を許します。森川議員。 

［12番 森川昭彦君 登壇］ 

○12番（森川昭彦君）   

 議席番号12番、森川昭彦です。提出をしました発言通告にしたがいまして一般質

問をします。 

 先般、山鹿の総合計画をいただきました。しっかりと読ませていただきました。

内容も、そして外観もすばらしいものでした。今、多くの自治体で総合計画である

とか、そのような長期的なビジョンづくりというものがあっておりますが、多くの

自治体がちょっと職員が内容を言って、あとは専門家、そしてコンサルに委託をす

る。そして、総合計画をつくるというようなことが結構多いそうです。合併反対の

町、矢祭町で大変話題になった町ですが、そこで総合計画を職員がつくったという

ようなことで大きな評価を受けて、テレビのニュースでも放映をしておりました。

山鹿市の総合計画につきましても、職員の方が力を合わせておつくりになったとい

うふうにお聞きをします。その間の関係者のご労苦に心よりの敬意を表しまして一

般質問をします。 

 第１点目は、適正な人事配置についてです。人事につきましては、市長の専権事

項ですから一般の人事について触れるつもりはございません。ただ、2007年問題、
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国家的な課題となっております、いわゆる団塊の世代の退職時期を迎えるに当たっ

て提言を申し上げます。1947年から51年の５年間に出生した人は、全人口の９％に

当たる1085万人だそうです。60歳の定年が現在のままで推移をしますと、2007年か

ら５年間で民間では多くの幹部の社員が、そして各役所においても、その重責を担

っております幹部職員が大勢退職されていきます。山鹿市においても同様であろう

かと思います。退職金を一遍に払わにゃいかんから大変だと心配をする向きもござ

いますが、退職金につきましては会社の、そして自治体の当然の責務ですから、そ

う心配はしません。 

しかしながら、後継者の育成は急務であり万全の対策を必要とするものです。そ

れぞれの部課長とも十分に協議を重ねられまして後顧の憂いのないような後継者育

成に努めていただきたい、そのように思います。また、６万市となった山鹿ではそ

の仕事の内容も多岐多様にわたるものと思われます。各課においてもプロフェッシ

ョナル的な職員育成にも心を配っていただきたい、そのように思います。このあと

大変混迷をいたしております教育問題についてもお尋ねをしますが、教育委員等の

選任につきましても、それぞれの教育の中で学校教育、社会教育、家庭教育という

分野の中から、それぞれに広い分野からの選任を希望するものです。 

質問の２点目、教育現場の現状についてお尋ねをします。今、日本の国が少しず

つおかしくなってきております。親が子を殺したとか、子どもによる親殺しとか、

そして子ども同士の傷つけ合い、殺伐な事件・事故が日常茶飯事となっております。

このような世相の中で、一数学者であります藤原正彦さんという方がお書きになり

ました「国家の品格」という本が爆発的に売れております。長期間にわたるベスト

セラーで、すべての日本人に誇りと自信を与える画期的日本論、絶賛をされており

ます。読書家であられます教育長ですから既にお読みのこと思いますが、その内容

は情緒の文化を誇れ、卑怯な心を憎む、そして惻隠の情、長幼の序の大切さ、失わ

れつつある武士道精神の復興、家族愛、祖国愛、郷土愛、人類愛、そして命の尊厳

等について語られております。そして、この本が400万部、500万部売れることは、

多くの人々が現在の社会、現在の教育に対しまして危機感を持っている表れではな

いかと思います。戦後60年間のひずみをどのように正していくか、教育に課せられ

た使命には大きなものがあると考えます。 

教育には、学校教育、社会教育、家庭教育の３本柱がございます。学校教育や社

会教育には指導者がそれぞれおられますので、その質の向上も指導者の訓練等で解

決ができるものと思いますが、家庭教育となりますと、それぞれの家庭での教育力

の向上ということは大変難関なものがございます。教育の現状について、ぜひとも

教育長のご見解をお聞かせいただきたいというふうに思います。あわせまして、地
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方分権の推進の中で現場の裁量権、そして地方の裁量権が拡大をされているかにつ

いてもお尋ねをします。 

教育問題の２点目、就学支援についてお尋ねをします。格差社会といわれており

ます中で、就学支援を受ける子どもたちが大変増加をしているとお聞きをしており

ます。全国の平均は12.5％であるそうですが、大都市におきましては４人に１人の

子どもが何らかの形で支援を受けておる。東京の足立区におきましては40％の子ど

もが支援を受けている、そのような状況だそうです。山鹿市においては、どのよう

な状況なのかお尋ねをします。その支援の内容、支援の方法についてもお聞かせを

いただきたいと思います。 

不登校児童生徒についてお尋ねをします。先般、３月に卒業式のご案内をいただ

きまして出席をしました。卒業式に出席をしていない子どもが相当数見受けられま

した。私たちの子どものときは、風邪をひいて38度39度熱があっても中学校の卒業

式は一生に一度のことだからということで、まずは欠席者という方はいなかったよ

うな気がしますが、最近この欠席を見ますと、やはり不登校というのが問題なのか

なという気持ちがします。ぜひとも山鹿市の状況と、またその改善策についてもお

聞かせをいただきたいというふうに思います。 

最後に、温泉健康マラソンを中止されたことについてお尋ねをします。これは、

教育委員会だけの決定ではないと思います。合併協議会等でもそれぞれ議論をされ

たのであろうかというふうに思いますが、23年間続きました温泉健康マラソンでご

ざいまして、結構県外からの参加者も大勢おられた、そのように思っております。

特にカルチャースポーツセンターを中心として行われましたスポーツ大会ですし、

温泉祭との連携でその集客も大変期待をしておりました。有名人の選手がゲストで

もおいでになっておりました。私は元郵便局におりましたが、郵便局の関係者が県

外からも随分と参加をして、どうして中止になったのかなというお尋ねもございま

した。今、行政改革の中で、今からもいろいろなイベント等も見直していかれるこ

とと思いますが、やはりしっかりと定着しておるスポーツ大会であるとかイベント

であるとか、まずはまちの活性化に役立つようなイベントから、しっかりと考えな

がら残していく、そしてまた整理をしていくというようなことでお願いをしたいと

いうふうに思います。以上で質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの森川昭彦議員の一般質問、第１点目の適正な人事配置についてお答え
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します。議員ご指摘のとおり2007年であります来年の３月から５年間は、全国的に

日本の高度成長を支えてこられた、いわゆる団塊の世代の多数の方々が退職を迎え

られる時期となっております。本市におきましても同様でございまして、４月現在

の職員数が868名ですが、このうち平成19年から５年間で退職する職員が160名、こ

れは全職員の18.4％に当たります。また、４月現在、課長級以上の幹部職員は94名

おりますが、そのうち61名が５年間で退職する予定です。このため、今後行政改革

等により組織の簡素化を図り規模を縮小していきますとともに、不足する後継者の

育成を行ってまいります。具体的には、本年度から課長補佐への昇任を計画的に実

施し、４月現在36名の課長補佐について順次増員し、次期の幹部候補として育成し

ていく予定です。職員には、より多くの経験を積み、市職員として幹部職員として

本市の行く末を左右するかもしれないという強い自覚と責任を持ち、業務に励んで

いただきたいと考えております。 

さらに、2007年問題の本質は、いわゆる団塊の世代の方々の知識と経験の引き継

ぎをどのように行うかとも言われております。このため、単に役職への登用だけで

はなく、各部門においては職務に精通した熟練した職員を中心に、あまり時間はあ

りませんが退職される方々の知識・経験を引き継ぎながら、専門職、プロフェッシ

ョナルとしての育成に努めてまいりたいと考えております。 

また、最後にお尋ねの教育委員の選任につきましても、幅広い分野からの山鹿市

教育を創造していくことが大切だろうと考えております。そういった意味からも、

幅広い視点の中で選任を行っていきたいと考えております。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

おはようございます。森川議員の一般質問の２点目、教育現場の現状についてお

答えします。まず、紹介がありました「国家の品格」の中で、藤原氏は次のような

提言をされておられます。野に咲くスミレが美しい、モーツァルトの曲が美しいと

いうことも論理では説明できない。しかし、それは現実に美しいと。このように論

理で説明できない部分をしっかり考えるというのが日本の国柄であり、またそこに

我が国民の高い道徳の源泉があるのだと。私も、現在の教育の危機は、この部分を

就学前に家庭において教え込むことが極端に弱くなってきたことに大きな要因があ

るというふうに考えております。 

それゆえ、議員ご指摘のとおり現在の教育、現在の社会の危機感を克服するため

の課題は多々ありますが、最大の課題は家庭教育の再生だと思います。本来、家庭
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とは経済生活の単位であると同時に家族愛を基本とした休養、安らぎの場、明日へ

のエネルギーの蓄積の場、そして何よりも人間として生きることの基本を身につけ、

社会生活の基礎を培う教育の場であったはずです。 

しかし残念ながら、そのような家庭が本来持っていた機能が多くの家庭において

失われつつあるという状況が濃くなってきております。特に、三つまでに心を、六

つまでにはしつけをといわれておりましたが、就学前に身につけておくべきことと

されていたさまざまな生活態度や基本的行動様式が不十分なために、学校教育にお

いてはその補完のために膨大なエネルギーを費やしているのが現状です。 

このような現状に鑑み、教育基本法改正の中にも家庭教育、幼児期の教育を新設

する動きが出てきているものと認識しております。とは申しますものの、山鹿市の

家庭の大多数はまだまだ善悪の判断など基本的な機能を十分果たしており、健全さ

を保っていると思います。それゆえ、私は家庭、学校、地域社会が一体となって山

鹿市の子どもたちすべてに、卑怯を憎む心、家族愛など、どんなに社会が変化しよ

うとも時代を超えて変わらない価値あるものをしっかりと教えてやらねばと思って

おります。特に、家庭において「ならぬことはならぬ」という価値観をしっかり植

えつけていくべきだと思います。それを学校、社会と根気強くつないでいくことに

より、戦後60年のゆがみやひずみが少しずつ是正されていくものと考えております。 

また、熊本県家庭教育10カ条や山鹿市日本一の家庭づくりについての啓発など、

家庭の教育力を支える社会的な機運を高める取り組みに加え、本年度から文部科学

省が子どもの生活リズム向上プロジェクトの中で展開しております早寝早起き朝ご

飯運動、これを山鹿市では早寝あいさつ朝ご飯と置き換え、子どもたちの生活リズ

ムの回復とさわやかなあいさつが飛び交うまちづくり運動を展開していっていると

ころです。なお、展開にあたっては学校教育、社会教育の関係者はもちろん、議員

各位のご協力もいただきながら、山鹿市青少年育成市民会議及び山鹿市青少年育成

センターが中心となり根気強く取り組んでいく所存です。 

結びにあたり、「国家の品格」の中で藤原氏が日本人が生み出した普遍的価値の

中の美しい情緒、武士道精神など、日本独特の形の復活について提言されておられ

ることに私も共感することが多々あることを申し添え、見解とします。 

次に、裁量権の拡大の件についてお答えします。このことについては、義務教育

の構造改革の一環として学校の自主性・自律性の確立、教育委員会制度の弾力化な

どが提案され、推進されております。例えば、市町村においては財政的な裏付けの

もとでの30人学級編成ができます。また、校長には県外への修学旅行など、かつて

は教育委員会の承認事項であったものが届出事項になったり、選択教科や総合的な

学習の内容、行事など、よりよい効果をあげるための工夫等についての権限が与え
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られております。今後、この裁量権の拡大の流れは、さらに強くなっていくものと

いうふうに考えております。 

続きまして、山鹿市における就学支援の状況についてお答えします。まず、この

制度の目的ですが、経済的理由によって就学困難な児童・生徒に対し学用品等を給

与することにより、小中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的と

しております。目的に基づき、この制度を利用しようとする保護者は認定要件の中

から該当する事由、例えば学校納付金の支払いに困っているとか、あるいは生活保

護の停止または廃止を受けたとか、そういうことを記載しまして地元民生委員と児

童生徒が在籍している学校長の所見を付し、教育委員会に申請することになります。

申請を受けた教育委員会は諸々の調査を行い、補助を必要と認める者については認

定するということとなります。 

次に支援内容及び方法ですが、支援の対象となるのは学用品、修学旅行費、医療

費、給食費等で、学期ごとに学校長管理の通帳に振り込んでおります。次に認定状

況ですが、平成18年５月現在で小中学校の児童生徒数が4992名ですが、認定者は

495名の9.9％となっております。その内訳は、小学校3189名中292名で9.1％、中学

校が1803名中203名の11.2％となっております。 

次に、児童・生徒の不登校の現状と、その改善策についてお答えします。平成16

年度において、正当な理由がなくして欠席日数の合計が年間30日を超えた不登校児

童・生徒の数は、山鹿市内で平成16年度末、小学校１名、中学校83名の計84名でし

た。平成17年度末においては、小学校はゼロでしたが、中学生のみ57名で、前年度

と比較しますと32％の減少となっております。ただ、当市の不登校児童・生徒の数

は減少してきたとは申しましても、県内ではまだ中位の位置にありますので、さら

なる取り組みが必要であると考えております。不登校対策としましては、旧山鹿市

では緊急雇用対策事業により、平成14年度からオアシスクラブの名称で不登校対策

指導員を配置し、各小中学校と連携を図りながら不登校生の減少に取り組んできた

経緯がございます。また、新市になってからはオアシスクラブの１名の指導講師と

各中学校に配置した４名の指導講師との連携により、不登校生に関わってきたとこ

ろです。 

オアシスクラブの事業内容ですが、不登校児童・生徒や保護者との相談活動や家

庭訪問を行い、家庭に引きこもった子どもに登校できるように働きかけるとともに、

適応指導教室を開き、学習やスポーツ活動、キャンプなど、体験活動等も実施して

おります。これまでの継続的な取り組みにより成果も徐々に上がってまいりました

ので、平成18年度からはオアシスクラブの指導講師を３名にふやし、各中学校に配

置している４名の指導講師と連携を図りながら、本年度から調理実習や農業体験活
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動などを取り入れ、支援体制の強化・充実を図るようにしております。また、平成

17年度から熊本大学との連携によるものづくり教育等の事業も行っております。さ

らに、平成18年度からの新規事業として、不登校問題の予防及び解消を図るための

自立支援モデル事業を推進するため、本議会に補正予算として審議をお願いしてい

るところです。そのほかに相談活動などの充実を図り、児童・生徒や保護者の相談

に当たるスクールカウンセラー、心の教室相談員、子どもと親の相談員等を配置す

るなど、子どもたちが不安なく学校に登校できるような施策を展開しているところ

です。この問題につきましては、出てからの対応じゃなく出る前の対応ということ

で各学校にお願いしているところです。 

次に、温泉健康マラソン大会の中止の件についてお答えします。昭和58年に山鹿

温泉祭の協賛スポーツ大会として第１回目の大会を開催してから23年間にわたり継

続してまいりましたこの大会でございましたが、以下の事情により中止することに

しました。１点目は、参加者の減少です。有名選手の招待などで最盛期には2600人

の参加者を数えた本大会も、同様な大会が全国各地で行われるようになってきたこ

とや、高齢化社会の進展とともにマラソンからウォーキングへと趣向変更の流れが

あり、最後の23回大会では1010人に減少しました。そのうち県外からの参加者はわ

ずか211名という状況でした。 

２点目は、合併により肥大した社会体育事業のスポーツイベントの見直しの中で

の判断です。本市合併時三つのマラソン大会が実施されておりました。その中で、

地域性や参加者の定着など事業効果が高いと判断された、菊鹿のあんずの丘マラソ

ン大会と鹿本の清浦総理顕彰鹿本マラソン大会を継続していくよう判断し、決定し

たところです。なお、中止に当たっては、事前にこれまで協力をいただいてきたや

まが走ろう会のご理解を得たうえでやまが温泉健康マラソン大会実行委員会に諮り、

了承をいただき、会員の方々に中止の連絡をさせていただきました。スポーツイベ

ントに関しましては、今後とも市民のご意見、ご要望を参考にしながら地域性、事

業効果などを考慮し推進してまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願

いします。 

以上、答弁終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 ここでしばらく休憩します。 

午前11時08分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時20分 開議 

○議長（高野誠二君）   
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

森川議員、了解ですか。 

○12番（森川昭彦君）   

 終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で森川議員の一般質問は終了しました。 

 次の通告順により古田信助議員の発言を許します。古田議員。 

［29番 古田信助君 登壇］ 

○29番（古田信助君）   

29番、古田です。発言通告どおり竹問題１点に絞って質問します。私たちのふる

さとは、地域の先輩たちの努力により美しい里山や豊かな河川が守り伝えられてき

ました。しかし、農山村地域では農業の担い手の高齢化や担い手の減少に伴い、山

林の管理放棄や農地の遊休化が懸念されている現状です。そのような現状の中で、

特に自然豊かな山鹿市の里山が竹の侵食により、その森林としての役割を保てなく

なってきております。森林への竹の侵食被害は急速に全国に広がっており、10年後

には全国の半数以上が竹山になると予想され、早急な竹林の整備、伐採が必要にな

ってきております。 

山鹿市の竹林面積は、平成17年４月の調査時点においては、旧山鹿市で159.4ヘ

クタール、鹿北町で384.7ヘクタール、菊鹿町で230.8ヘクタール、鹿央町で164.5

ヘクタールで、合併により総竹林面積は939.4ヘクタールになっております。これ

は10年前の推定を超え、大きく倍増し、その深刻な状況を示しております。特に、

地域では山すそに広がる植林された杉、木が、竹の侵食により枯れ始めております。

また、竹林近くの畑、栗園や茶園等には、竹茎の侵入で地力の低下が非常に目立っ

てきております。竹の地下茎は約30センチほどの深さしかありませんが、１年に地

力によって違いがございますが10メートル以上を成長してまいります。また、地下

茎が30センチほどの深さですので、大雨の際、竹林そのものが地滑りを起こす危険

性にもつながっていると専門家の調査結果が出ております。このような竹が森林に

侵入して木の生育が阻害され、農業、林業に大きな被害を及ぼす竹の侵食の現状を

見て、この解決策をどのように考えておられるのか、まずお尋ねをします。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

竹の侵食対策についてお答えします。現在、竹林の管理につきましてはタケノコ
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価格の低下、後継者不足あるいは担い手の高齢化により、管理放置された森林が増

加し、森林や農地に対する侵入問題が、当市はもちろん全国的に深刻化している状

況にあります。このような中、改善策としましてはタケノコ価格の比較的高い２月、

３月までに出荷できる体制をつくる。俗に言う早堀タケノコのより一層の推進を考

えております。２点目は、放置竹林を加工材としての需要拡大。このことについて、

現在では竹加工製品、燃料として活用されていますが、まだまだ量的には少ない状

況です。また、ほかに竹炭や竹チップ化し、パルプに代わる原料としての活用とい

った取り組みが一部には行われております。このような地域住民の自主的な取り組

みや、事業者の特産品の開発やブランド化に対する取り組みを推進していきたいと

考えております。 

国は、竹林防止対策として、新規に平成18年度から里山エリア再生交付金事業を

創設されました。内容は、竹林化しつつある人工林の減少を図ることを目的として

おり、山鹿市としましても幹線道路沿いを中心に、今年度から５年計画で15ヘク

タールの事業を予定しております。今後は、荒廃化しつつある竹林の影響を最小限

に食い止めるために、これらの国・県の事業などを活用しながら、市としての対策

を検討してまいりたいと思います。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 古田議員、了解ですか。 

○29番（古田信助君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 古田議員。 

［29番 古田信助君 登壇］ 

○29番（古田信助君）   

ありがとうございました。また、自主的な取り組みや事業者の特産品の開発等に

も推進していくというようなことです。先日、第１次総合計画前期計画が配付され

ました。基本構想、五つの基本目標がございますが、２番目として活力ある産業づ

くり、５番目に人と自然が共生する環境づくりが上げられております。また、施策

体系別計画でも、活力ある産業づくりの中で健全な森林づくりと林業の活性化がう

たわれております。また、人と自然が共生する環境づくりの中で自然環境の保全が

掲げられております。その中で、具体的計画目標と内容の中では、１番目に、恵ま

れた水環境の保全、２番目に美しい自然環境の保全、３番目に豊かな農山村風景の

保全等が記載されております。 

まさに、この計画に適合したマッチした事業、ビジネスを計画されておられる市
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民の一人がおられます。この方の新規事業の目的は、自然豊かな山鹿市の森林保全

を目的として竹の侵食を食い止め、竹を枯渇しない資源として新規事業を創設する。

当初、実証プラントとして位置づけて炭化プラント、これは特許製品であると聞い

ておりますが炭化プラントを設置し、山鹿市全体での竹被害状況の把握を行い、全

市的な計画を実行する。また、環境教育の役割も見据え、地域を大事に思う人づく

りにも寄与する。間伐、整備がなされた竹林の公園化を図り、自然、特に森林の大

事さを学ぶいやしの場を提供する。さらには、複数設置により処理能力の向上がな

された際、住宅地や公園等からの剪定材、倒木、廃材、生ごみの炭化を行うことが

可能であり、産業廃棄物処理に必要な財政支出が抑制されることなどが目的です。

運営は、この方の自立運営が基本ですが、地域の土木建設業者及び関係協力機関、

企業、団体等とコンソーシアムを組織し、炭化プラントでの事業評価を元に全国的

な拡大を視野に運営を行うという事業です。 

技術面では、指導を九州工業大学工学博士の先生が行われると聞いております。

この方の炭化プラント運営事業企画書を拝見させていただきまして、私はコストの

問題で国内の竹産業の拠点が中国に移り、日本の竹が全然使われなくなってまいり

ました。また、高齢化・担い手の減少で放置され、急速に荒廃しつつある現状を見

て、竹林の再生、竹の侵食も食い止めることができると考えまして、市として何と

か手助けはできないものかと思い質問をいたしました。今までは、金にならないた

めに林内でほとんどが焼却または放置されておりましたが、この事業が成功すれば

キロ６円、軽トラック１台3000円近くで購入ができると聞いております。このすば

らしい企画を市として推進するために、伐採した竹を運び出す作業道が必要です。

軽トラックが入れば高齢者でも楽に運搬ができると思いますので、作業道の補助金

の新設をお願いするものです。また、自己負担まではできないと言われる方もおら

れると思いますので、その点、十分実態を調査し、この補助金の制度の開設を検討

いただきますようお願いをするものです。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

２回目の質問にお答えします。現在、杉、ヒノキなどの間伐や木材を搬出するた

め作業道開設事業を実施しております。平成17年度実績におきましては作業道、幅

３メートルですが3592メートル、集材路、幅２メートル、１万5264メートルを実施

しております。本年度におきましては、作業道1000メートル、集材路２万3000メー

トルを計画し、森林組合を中心に取りまとめをしているところです。竹林管理に対
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する作業省力化や竹材搬出のための作業道開設事業などに対する支援につきまして

は、現在までは行っていないところです。 

しかしながら、議員が言われますように、農家の高齢化などにより管理放置され

ている竹林がふえ、人口林に入り込んでいる竹の搬出ができず、ここ数年急速に荒

廃化しつつあり、さまざまな問題が懸念されているところです。今後、農家の意向

調査や竹林の実態調査などを進めながら検討してまいりたいと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 古田議員、了解ですか。 

○29番（古田信助君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 古田議員。 

［29番 古田信助君 登壇］ 

○29番（古田信助君）   

この問題はまだまだ奥が深いようですので、経済観光委員会、私の委員会ですが、

そちらで継続審査を提案して協議をしていきたいと考えております。 

市長は、いつも市民との協働によるまちづくりを強調されます。市民と協力して

働くという意味ですが、一市民の新規事業、竹ビジネスが里山の再生、地域の産業

の活性化につながるものとご理解をいただきまして、竹林再生作業道補助金の開設

をお願いしまして私の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの議員のご質問にお答えします。竹林の被害、繁殖の状況等々につきま

してしっかりとお話聞きまして、また、日ごろから竹林のそういった状況につきま

してはお話を聞いておるところです。そしてまた、これを活用すると、そういった

方向の検討が必要であるというようなご指摘も、これまで幾度となく伺ってきたと

ころです。そういった思いの中で、ただいまのご提案には非常に関心を強くしたと

ころです。また、それに関連します竹林の道路等の整備につきましても、先ほど担

当が言いましたように、しっかりと検討させていただきたいと思います。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で古田議員の一般質問は終了しました。 
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次の通告順により北原昭三議員の発言を許します。北原議員。 

［１番 北原昭三君 登壇］ 

○１番（北原昭三君）   

皆様、こんにちは。１番議員の北原です。よろしくお願いします。 

早速ですが、発言通告にしたがいまして今回一般質問を３点させていただきます。

まず１点目、温泉療法及び観光促進の中で、温泉療法についてお尋ねをします。我

が国は、ほとんどの都道府県に温泉が存在するなど、豊かな温泉資源に恵まれてい

ます。温泉地は、古くから疾病の治療や予防、疲労回復及び心身のいやし等に広く

活用されるとともに、近年においては余暇における娯楽、レジャーとして広く利用

され、国民の保養基地として不可欠な役割を果たしております。 

平成14年３月の環境省自然環境局のデータでは、日本の温泉地は3023カ所を数え、

その延べ宿泊利用者は約１億8300万人に上るなど、国民経済においても大きな位置

を占めております。しかしながら、近年の長引く不況や自然災害及び国民のレジ

ャー観の変化により、国民の保養基地としての活力を失い、かなりの部分にその弊

害が見られるなど、地域振興の側面から大きな課題を抱えるに至っております。こ

うした温泉地の現状を直視しつつ、温泉資源が有する存在的価値を見直し、市民の

保養基地としての役割をさらに大きく発揮させる必要があると思います。すなわち、

市民の健康増進、疾病予防と医療費抑制の必要性が同時に要求されている今日、温

泉療法が医療費抑制に効果があるとした国民健康保険中央会の調査報告書は大きな

示唆に富むものであり、温泉資源を市民の健康増進、疾病予防にもっと幅広く、か

つ有効的に活用すべきと思います。ドイツの一部や北欧諸国では、既に温泉地に温

泉の専門員を常駐し、その指導のもと温泉療法がおこなわれているとのことです。

また、長野県の北御牧村ではシルバー温泉プール浴教室という温泉を生かした健康

づくりが始まっております。実に、70歳以上の方の１人当たりの医療費は、４年間

で20％近くも減少したとありました。現代医学の恩恵を被っている現在でも、湯治

として温泉を利用する人は年間延べ1500万人と言われております。 

まず１点目、本市では高齢社会が進む中で、市民の疾病予防と健康増進策として

の温泉の活用について、いかがお考えでしょうか。２点目に温泉施設、特に宿泊施

設のバリアフリー化に対する支援についてお尋ねをします。３点目に、健康増進策

の一環としまして、これは参考のためにお伺いをします。森林の持ついやしを活用

し、健康増進やリハビリテーションまたは膨らみ続ける国民医療費削減に役立てる

森林セラピーが近年注目を集めていると、過日の新聞に記事が掲載されておりまし

た。セラピー基地というものはどのようなものなのか教えていただき、また本市と

してのお考えをお聞きしたいと思います。 
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大きな２点目、中途失聴・難聴者対策「耳マーク」設置についてです。心のバリ

アフリーの観点からお尋ねします。もう過ぎましたが、６月６日は補聴器の日であ

りました。この補聴器が欠かせない方、また補聴器でもよく聞こえない方たちが中

途失聴・難聴者の方です。中途失聴・難聴者とは、病気や事故、次第に衰えてくる

加齢などによって人生の途中で耳が聞こえなくなった人、または聞こえにくくなっ

た人をいいます。そのため、生まれつき耳が聞こえないろう者と違って言葉を普通

に話すことができるため障害の特徴が理解されず、これまで福祉の谷間に置かれて

きておりました。この中途失聴・難聴者の最大の障害は、ろうあ者のように手話を

使える人がほとんどおらず、コミュニケーションが成立しないということです。コ

ミュニケーションの手段は、手話ができない人が多いので主に筆談を利用しており

ます。すなわち、発信はできても情報の受信ができない情報障害者であり、本人は

会話の中身がわからなくても何のことかわからず、ただほほ笑みを浮かべてしまう

ところからほほ笑み障害ともいわれております。 

世界保健機構の基準である聴力レベル40デシベル以上、この40デシベルというの

は相手との距離が１メートル以内で話が聞き取りにくい程度をいいます。この40デ

シベル以上の人の人口の約５％、20人に１人と推定されており、これによれば日本

での中途失聴・難聴者の数は約600万人、高齢者にとって深刻な問題で、一般的に

70歳以上になると２人に１人は耳が遠くなると言われております。全国の老人クラ

ブ会員800万人の中から800人を抽出して行った調査でも、家族との会話や電話、病

院での呼び出し、テレビ・ラジオの音について、約半数の人が常時不便を感じると

回答されております。また、今後の高齢化社会の進展にしたがって、老人性難聴者

のますますの増加も予想されております。 

そこで、このような中途失聴・難聴者の方にとってコミュニケーションを取る大

事な方法であるのが、先ほど申しました筆談です。会話の中で日時や金額など、重

要な部分をメモでやり取りすることでコミュニケーションを図るものです。これが

耳マークです。市長、御存じでしょうか。これは、ここにも書いてありますように、

耳の聞こえが悪い方は筆談しますので申し出てくださいという聴覚障害者のシンボ

ルマークです。身体障害者の方などは、手足の不自由な方は車椅子マークというの

がありまして、これはもう一般的に広く知られているところですが、これがいわゆ

る中途失聴・難聴者のためのマークです。 

今回、市民の方よりの強い要望もあり、提案させていただきます。そこで、３点

お尋ねします。まず１点目、本市におきまして障害者手帳をお持ちの聴覚障害者は

何名いらっしゃいますか。２点目、このような方が市の窓口に来られたときにはど

のような対応をされているでしょうか。３点目、今後本庁並びに各総合支所に耳
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マークを設置することに対し、どのようにお考えでしょうか。ご答弁をお願いしま

す。 

続きまして、大きな３点目、広告事業を推進する財源の確保対策についてです。

財政難に直面する地方自治体が現在保有しているさまざまな資産を広告媒体として

活用することにより広告収入を得たり経費削減を図るという、いわゆる地方自治体

の広告ビジネスを御存じの方も多いかと思います。住民向けに送付する通知書やそ

の封筒、あるいはホームページをはじめ本市が持つあらゆる資産に民間企業などの

広告を掲載して収入増や経費の削減を図ってはどうかという提案です。 

他市の実例ですが、愛知県豊田市が紹介されておりました。内容は、市民課など

の窓口に置く封筒に広告を入れる代わりに、従来市で作成した封筒を無償で提供し

てもらうというものです。このような取り組みは、全国170の自治体でも導入され、

東海３県の自治体でも、既に一宮市、豊田市が導入済みです。また、政令指定都市

では、横浜市が大変先進的な取り組みを行っております。政令指定都市の取り組み

は参考になるかどうかわかりませんので簡単にご紹介します。市の広報誌や各種封

筒、ホームページのバナー広告にとどまらず、職員の給与明細書や図書貸出カード

の裏面広告、また広告つきの玄関マット、公用車やごみ収集車の広告つきホイール

カバーなどです。豊田市の例では年間約100万円の経費削減、わずかな財源でも知

恵と汗を出して稼ごうということでした。横浜市の場合は、広告収入と経費節減を

合わせまして約9300万円の効果があったと聞いております。このような姿勢は大変

重要ではなかろうかと思います。本市も、今後広告事業推進の取り組みをよろしく

お願いしたいと思います。今回、他市の事例を紹介させていただきましたが、今後

の本市の広告事業にも大いに参考になるのではないかと考えております。 

そこでお尋ねします。本市のさまざまな資産を活用して積極的な広告事業の推進

による財源の確保対策について、どのように考えておられるか、ご所見をお聞かせ

いただきたいと思います。以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

北原議員の１回目の質問の中で温泉療法関係についてお答えします。山鹿市にお

きましても６カ所の温泉地がありまして、それぞれの地域特徴を生かした施設ごと

の多彩な機能を備えております。このような身近な温泉を活用して楽しみながら健

康づくりを推進することに積極的に取り組まなければならないと思っております。 

例えばということで市の直営で運営しております幸の国健康温泉館ゆ～かむです
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が、温泉だけではなく温泉水のプール、トレーニングルーム、スタジオなどを備え

た温泉を活用した総合健康づくりの施設として実施しております。水中運動教室や

エアロビクス教室、ストレッチ教室などの各種教室を開催して、市民の健康づくり

に寄与しているところです。市民の方が気軽に温泉プール等を利用していただくよ

う、専門スタッフをそろえて健康づくり事業を実施しております。今後、健康づく

りばかりでなく、基本健診結果等を活用した生活習慣病の予防の観点から、疾病予

防対策としても健康温泉館ゆ～かむの活用をＰＲしていきたいと思っております。

また、山鹿市の豊富な温泉資源を活用し、高齢者、障害者の健康づくり、介護予防

のための地域づくりを展開するために、温泉施設を活用した介護予防事業等を検討

してまいりたいと思っております。 

次に、民間公共施設を含めてバリアフリー化に対する市の支援策はどのようなも

のがあるかということにお答えします。熊本県ユニバーサルデザイン建築物整備促

進事業というものがございまして、これは高齢者や障害者を含む、だれもが円滑に

利用できる建築物の整備を促進するため、高齢者等に配慮した建築物の整備を行う

民間事業者等に対しまして支援、補助金を交付する事業です。主な内容は、補助対

象となる建築物は、不特定かつ多数の人が利用する建築物で、診療所、集会所、店

舗、ホテル、旅館、飲食店、理髪店等です。次に補助対象部分は、建物の出入り口、

廊下、階段、トイレ、昇降機、案内表示、客室等です。次に補助金ですが、建物ご

とに600万円以内で補助対象工事費を県、市、建築主が、それぞれ３分の１となっ

ております。したがいまして、工事費の３分の２が支援されます。その他、ソフト

事業としてユニバーサルデザインアドバイザー派遣事業等がございます。 

次に、健康増進に効果があるといわれます森林セラピー基地の件についてお答え

します。森林セラピーとは、森林の地形や自然を利用した医療、リハビリテーショ

ン、カウンセリングなどを指します。森林浴を通じた健康の維持、健康増進活動で

もあります。現代のストレス社会において森林浴や木材による刺激がもたらすリラ

ックス効果に、国民の関心や期待が高まっております。当市におきましても、ご指

摘のとおり鹿北、菊鹿地区にすばらしい森林地帯がございます。キャンプ場の整備

もできておりますので、市民の皆さんにご利用いただきたいと考えております。森

林セラピー基地が、林野庁と社団法人国土緑化推進機構が認定しておりますので、

認定につきましては十分調査研究させていただき、今後の課題とさせていただきた

いと思います。 

続きまして、２点目の中途失聴・難聴対策「耳マーク」設置についてお答えしま

す。耳マークは、聞こえないがために日常生活を送る上で人知れぬご苦労をされて

おられます難聴者、中途失聴者の方が発案したコミュニケーションの配慮などの理
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解を求めるためのシンボルマークということです。議員もおっしゃいましたように、

このマークの普及の意味は公共の窓口等を利用しやすいように不便を解消したり、

聴覚障害者の実態を社会一般が認知し、理解を深めていくこととされております。 

本庁の聴覚障害者の現状を申し上げますと、聴覚・平衡機能障害の方が平成18年

６月１日現在で374名いらっしゃいます。ただ、身体障害者手帳を保持されていな

い方もいらっしゃいますので、実際の聴覚障害者の方はまだ数多くいらっしゃると

考えております。また、本市での窓口の対応につきましては、少数ではございます

が当事者の方がいろいろな窓口にお見えになります。そのとき、その当事者の意志

表示によりまして筆談等で対応しているところです。 

ご質問にありました耳マークの窓口設置につきましては、そのものの趣旨を理解

し、尊重した上で、聴覚障害者の方々が安心して本庁舎をはじめ公共施設等の窓口

をご利用いただけるよう対応してまいりたいと思います。なお、この耳マークにつ

きましては、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会が著作権を持っており

ますので、利用申請をしまして承認を得た上で耳マークの表示板を購入することに

なります。しばらく時間をいただきまして設置の方向で進めたいと思います。また、

聴覚障害者の実態を社会一般に認知してもらい、理解を求めていくためには、当事

者の方々が自主的にシンボルマークを携帯するなど、地域への協力を求める普及活

動をお願いする次第です。以上、答弁終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

３点目の市の資産を広告媒体として活用し、財源確保はどうかというご意見がご

ざいました。行財政改革の中で、この自主財源を確保するというのは非常に重要な

ポイントだろうと考えております。また、いろんなことを考えて、それを実行して

いくことが大切だと考えます。ただ、広告事業につきましては、広告を制作する費

用、それから広告料の収入、さらには広告を出される企業あるいは商店の皆さん方

のスポンサーメリットがどの程度あるかという点も、一つのポイントになるのでは

ないかと考えます。 

先進事例をご紹介の上ご意見がなされたところですが、横浜市をちょっと検索し

てみましたところ、この広告掲載につきましては要綱、それから非常に細かな基準、

それから業種の基準を設けて実施されているようです。しかしながら、冒頭申し上

げましたように検討に値するお話だというふうに承っておきます。 

○議長（高野誠二君）   
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 北原議員、了解ですか。 

○１番（北原昭三君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 北原議員。 

［１番 北原昭三君 登壇］ 

○１番（北原昭三君）   

ご答弁いただき、ありがとうございました。それでは、２回目の質問をさせてい

ただきます。まず大きな１点目、温泉療法並びに観光促進についてお尋ねします。

2006年度版は、高齢社会白書の中で2005年の65歳以上の高齢人口は前年より12万人

増、過去最高を更新、総人口に占める割合は前年から0.54ポイント上昇の初めて

20％を超えたとあります。将来の推計では2015年に26％に達するとしており、４人

に１人が65歳以上の超高齢化社会を迎えると思われます。 

健康老人を維持するためにも、温泉療法等はますます重要視されると思われます。

豊富な本市の温泉を活用し、温泉療法並びに観光促進をお願いしたいと思います。

皆様御存じのとおり、過日の新聞に「山鹿の魅力、世界に」と掲載されておりまし

た。内容は、７月に福岡で開かれる2006世界政治学会福岡大会に参加する各国の家

族を山鹿市に招き、八千代座や山鹿灯籠、温泉などを紹介する計画が進んでいると

ありました。非常に山鹿をアピールできる好材料ではないかと思いました。温泉を

組み込んだ各種ツアー、また宿泊を伴った参加型・体験型メニューをつくるなど、

来訪者のニーズに合った観光資源の開発を行い、民間事業者や観光団体との取り組

みを強化すべきと思いますが、いかがお考えでしょうか。ご答弁をお願いします。 

２点目、中途失聴・難聴者対策「耳マーク」設置についてです。過日の西日本新

聞の福岡ニュースに「全課に耳マーク、指し示せば筆談で対応。志免町役場職員作

成、聴覚障害者に好評」というインターネットでのニュースが出ておりました。用

件があっても耳が不自由なことを気にして役場から遠のいていた人もいるといい、

耳マークのお陰で喜ばれているという記事が掲載されておりました。 

参考のためお伝えします。私が調査した内容では、県下14市の中でも10市が市役

所及び公共施設等に耳マークを設置済みです。町村におきましても、今後、随時設

置傾向にあるとの話を聞いております。中途失聴・難聴者の方の多くは手話がわか

りません。こうした人たちの耳となって活躍しているのが要約筆記者です。要約筆

記は、聞こえの不安を抱えた人に話の内容を書いてお伝えする筆記通訳です。話す

速さは１分間に約350から400字なのに対して、書く速さは漢字・仮名まじりで１分

間にせいぜい60から80字です。よって、聞こえたとおりをすべて書いて伝えるのは
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不可能です。話の要点をつかみ、要約しながら書くので要約筆記といいます。要約

筆記を利用している人が質疑応答や採決に遅れることなく参加できるために、要約

筆記には同時性が求められます。 

厚生労働省は、要約筆記者養成のカリキュラムを発表いたしました。これは、そ

れまで全国まちまちに養成されていた要約筆記者養成講座に、初めて全国的な統一

指針を与えたもので、厚生労働省が要約聞き取りに対して正式に認知をしたことを

意味しております。そして、多くの中途失聴・難聴者の方たちは、既に社会の中で

自由に生活をしてきた方たちばかりで、耳の聞こえが悪くなった今も自由に行動し

たいと考えておられますが、要約筆記者の手配に苦労されているのが実態というふ

うに聞いております。１、本市における要約筆記者派遣事業では、要約筆記者とし

て何名の方が登録されておりますか。２、要約筆記者養成講座を行っていく考えが

あるのかお伺いをします。３点目、広告事業を推進する財源の確保対策についてで

すが、先ほど紹介しました横浜市の広告事業の推進は市職員の提案によるものです。

今回ご紹介しました横浜市では、財政局の中に広告事業推進の部署を設け、広告掲

載の目的や広告の範囲、規格など、全市統一のガイドラインを定めるとともに、広

告募集の一元的な窓口となっており、成果も上げております。 

それでは、熊本県内の他市町村の状況ですが、八代市、水俣市、竜北町が広告推

進事業に取り組み中であり、実績も出ているということでございました。税収につ

いては大幅な増が見込めない中、広告媒体を開発することで財源確保の一助になる

と思います。市民の資産を有効利用することにもなり、公有財産を寝かせておくよ

り、積極的に活用する方がずっと望ましいと思います。さらに、媒体に廉価な広告

枠を設定することにより宣伝媒体として活用しやすくなり、中小企業等の活動の振

興につながると思われます。本市としましても、広告事業の推進に取り組んでいた

だきますようお願いします。そして、もし取り組んでいただく場合としましてどの

くらいの経費削減と言いますか、効果予定等ありましたらお知らせいただきたいと

思います。以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

北原議員の２回目のご質問にお答えします。耳マークにつきましては、先ほど答

弁申し上げましたように前向きにと言いますか、設置する方向で進めてまいりたい

と思います。 

それから要約筆記者の関係ですが、議員おっしゃいましたように要約筆記者とは
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ということで繰り返しになりますが、要約筆記者は相手の話の要旨を瞬時に書き留

めて、もう一方の相手に伝える技術ということで、生まれつき聴覚に障害のある人

は比較的手話を使うことができますが、病気やけがで人生の途中で耳が聞こえなく

なってしまった人にとっては手話のマスターが難しいと言われております。このよ

うな中途失聴者のためのコミュニケーションの方法が要約筆記とされているところ

です。本市におきましては、要約筆記者の登録はございません。また、山鹿市の社

会福祉協議会にボランティアセンターがございますが、登録はないということです。

養成講座等の研修会の開催予定につきましても現在のところございませんが、今後

近隣の市町村の状況等を見据えながら、各関係機関と十分検討してまいりたいと思

います。 

これで、２回目の答弁を終わります。大変貴重なご意見ありがとうございました。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

広告事業について、２回目のお尋ねにお答えします。媒体の確保、そして資産を

活用することで中小企業も活性化するだろうと、ぜひやってほしいというお話です。

先ほど答弁申し上げましたように、金額の高いに関わらず自主財源を確保するとい

うのは大変重要なことではないかと考えております。過去にこの地域では、広報に

有料広告を掲載した実績がございまして、今、広報担当の方で広報やまがに有料広

告が掲載できるかどうか。あるいは、できるとすればどういう形でやったがいいの

か。先ほど、横浜の事例で申し上げました要綱あるいはきめ細かな業種とか基準等

を設ける必要があるかもしれないということで検討中です。経費削減の予定はどれ

ぐらいかということでしたけれども、まだ試算はしておりません。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

観光促進の中で、観光資源のＰＲや観光キャンペーンはどのようなことを行って

いるかというお尋ねにお答えします。観光キャンペーンにつきましては、合併して

資源が豊富になった当市の魅力を発信するために、観光協会や商業者、生産者と一

緒になって毎年数回実施しております。その内容は、市内にあります五つの物産館

や和紙工芸、それに市内の観光資源を中心として山鹿市を紹介しているところです。

さらに、キャンペーン会場の近隣地の新聞社やテレビなどのマスメディア、旅行業
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者、雑誌社等を訪問して記事掲載や当市の観光商品造成のお願いをしているところ

です。 

会場は、主として福岡県を中心とした地域で、ここ数年出掛けております大野城

市の会場ではキャンペーンを楽しみにしている方も見受けられ、山鹿のファンがで

きていることを感じております。また、本年度に佐賀県鳥栖市で行いましたキャン

ペーンでは、実際に温泉を会場に運び手湯を体験してもらいましたが、非常に喜ん

でいただきましたし、人力車の乗車体験や和紙工芸の製作実演も好評でした。これ

らの会場では、訪れた方々とスタッフの会話も弾み、当市のアピールが十分できて

いるものと確信しております。また、このほかに灯籠まつりのＰＲや観光協会と合

同で行う観光マーケットなどがございます。今後も、観光・農業・商業関係の団体

の皆さんと、主に福岡方面をターゲットとしたキャンペーンを積極的に実施してま

いりたいと考えておりますし、これらが山鹿の特産品やファンづくりにつながるも

のと確信しております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

失礼しました。資産運用についてのお尋ねもあっておりまして、これからの公共

施設等に横浜あたりではネーミングライツと呼んでおりますが、命名権を企業側に

渡すことで、その施設の維持費の一部を賄うというようなことも大いにやっておら

れるようです。現在は、その愛称として「ひまわり」とか「ひだまり」とか非常に

親しみやすい名前をつけてございますけども、これからの箱物についてはそういう

ネーミングライツもご意見のようなことを考えてまいりたいと思っております。 

○議長（高野誠二君）   

 北原議員、了解ですか。 

○１番（北原昭三君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 北原議員。 

［１番 北原昭三君 登壇］ 

○１番（北原昭三君）   

３回目の質問をさせていただきます。まず、温泉療法及び観光促進についてお尋

ねします。近年、温泉に求める顧客のニーズが秘境ブームに見られますようにオン

リーワンに対するこだわり志向や、温泉の情緒や自然環境を楽しんだりするような
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くつろぎ、いやし傾向、健康志向などへ変化してきております。 

先ほどお話がございましたように、団塊の世代の方の定年が始まります。団塊の

世代の方々に、定年後のお金の使い道はということで調査があっておりましたけど

も、まずは海外・国内旅行と言われておりました。旅行イコール温泉ではないでし

ょうが、退職されたらしばらくはゆっくり過ごしたいなど、いやしを求められてい

るのではないだろうかと私自身は思いました。今後の九州新幹線の全線開通による

利便性により人の動きも頻繁になり、増傾向が予想されます。また、団塊の世代の

退職者の皆様方を対象にした、そういった企画案等がございましたらお聞きしたい

と思います。 

２番目、中途失聴・難聴者対策「耳マーク」について設置していただくとのご答

弁、大変ありがとうございます。住民サービスの一環として早めの対応をよろしく

お願いします。 

３番目、広告事業推進につきましては、財源確保対策にご期待申し上げます。 

以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

観光促進の３回目のお尋ねにお答えします。まず、平成22年の九州新幹線鹿児島

ルートの全線開業に向けての取り組みとしましては、熊本県が平成14年に新幹線く

まもと創り協議会を立ち上げ、学識経験者や民間事業者などとともに新幹線開業効

果活用の方向性について、また、県民に対する情報発信や観光キャンペーンなどを

開始しております。平成17年には、知事を本部長とする新幹線くまもと創りプロジ

ェクト推進本部を設立、交通体系の整備、農林水産・商工業の振興、観光など交流

促進等、専門分野ごとに全線開業を見据えた戦略的な施策をプロジェクトとして推

進しております。さらに、県内の地域振興局単位に地域推進本部を設立、地域の特

色を生かしたプロジェクトを策定しております。山鹿市が参加します鹿本地域推進

本部では、具体的に２次・３次交通アクセスの向上として国道３号植木バイパス改

築、国道325号交通円滑化、バス網の整備などです。観光交流の促進として地域資

源の磨き上げや観光ルートの開発、産業振興として特産品の開発など山鹿・植木ブ

ランドの確立を推進しており、今後さらに全庁あげて積極的に取り組むこととして

おります。 

次に、団塊の世代の大量退職者を迎えることにつきまして、北原議員ご指摘のと

おり来年から５年間で600万人から700万人いると言われており、観光産業のみなら
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ず、福祉や教育など各方面から注目されております。これは団塊の世代、昭和22年

から26年生まれの人々は戦後すぐに生まれ、高度成長とともに働き、猛烈仕事人と

して日本経済を支えてきた人々です。有識者によりますと、これらの人々は退職す

ると余暇活動やコミュニティー活動の中心的な担い手となり、この人々の意見、意

識や志向が全体をリードしていくことが予測されております。 

当市の観光振興対策としましては、レジャー白書2005によると観光行楽部門で女

性の参加率が男性の参加率を大きく上回り、産品等の購買の主役は女性と思われ、

この団塊の世代の主婦を主なターゲットとして認識しております。具体的には、当

市の資源を生かした山鹿温泉六湯郷めぐりや山鹿33観音霊場めぐり、さらには農業

や商業など他産業と連携した体験型観光の推進や観光ＰＲの展開を図っております。

しかしながら、まだまだ十分とは言えず、今後さらにターゲットの観光ニーズを的

確に把握するとともに新しい観光商品の開発に努めてまいりたいと思っております。 

以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で北原議員の一般質問は終了しました。 

ここで、昼食のため休憩します。午後は１時30分から再開します。 

午後０時17分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時30分 開議 

○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次の通告順により横手啓介議員の発言を許します。横手議員。 

［19番 横手啓介君 登壇］ 

○19番（横手啓介君）   

こんにちは。通告にしたがいまして質問をします。 

中心市街地の活性化と大型店進出ということで質問をします。中心市街地活性化

という点では、市当局もいろんな施策を講じられ、各商店街におきましても商店街

一丸となり再活性化に向け努力をしているところです。また、平成10年には市街地

活性化法を含むまちづくり三法が整備され、国・県・市と活性化の実現に向け、官

民一体の施策が取られているところですが、なかなか目に見えての効果が上がらな

いのが実情ではないでしょうか。つまり、中心市街地の状況は必ずしも改善してい

ない。それどころか、反対に悪化しているのではないかと思われます。国の方もい

ろんな論議を踏まえ、このまちづくり三法、つまり都市計画法、大規模小売店舗立

地法、中心市街地活性化法の改正を決定されました。そのような中に、このたび桜
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町地区に大型店進出に伴う農振除外の申請が行われました。この地区は一昨年にも

申請が行われ、山鹿市農業振興地域整備促進協議会において否決されている場所で

す。まだ、市民の皆さんも覚えておられると思います。２カ所の申請がなされ、

１カ所は可決され、もう１カ所は否決されたという場所です。まだ、その１カ所に

ついてもパチンコ店とコンビニはできておりますけど、真ん中の広く空いた土地の

方が見受けられます。 

まず、中嶋市長にお尋ねします。中嶋市長は、よくコンパクトシティという言葉

を口にされます。このコンパクトシティは、今回の三法改正の骨格です。そのよう

な考えをお持ちの市長です。今回の申請についてもお考えがあると思いますけど、

先般熊本市において大規模商業施設出店の申請が行われましたが、幸山市長が出店

に対して待ったをかけたということです。中嶋市長においても、まちづくりに対し

て強い決意を持って当たっていると思いますけど、市長の考えをお聞かせください。

また、まちづくり三法の改正が１年半後に施行されます。今回のような駆け込み的

な申請が、この１年６カ月の間に行われると考えられますが、その対応はどのよう

に考えておられるのかお聞きします。 

最後に、三法改正後は都市計画区域の用途地域以外の地域、いわゆる白地地域に

おいては大規模商業施設ができなくなります。しかし、現時点ではその規制はあり

ません。しかしながら、１年半後には確実にこのまちづくり三法の改正があります。

改正を見据え、それに準じた方策が必要かと思われますが、いかがでしょうか。お

答えください。１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの横手議員の１点目のご質問にお答えします。今回、桜町地区地権者か

ら農用地区域から除外の申し出がありました。その書類の内容審査を行った結果、

受理し、現在、山鹿市農業振興地域整備促進協議会に諮問し、農業振興地域計画の

変更について審議いただいております。継続審査となっておるところです。協議会

は諮問機関ですので、その審議の結果を踏まえて、最終的には市として計画の変更

をするかどうかの判断をすることになります。まちづくり三法が改正され、まちづ

くりは大きな転換期を迎えております。その内容をよく踏まえるとともに山鹿市の

現状を把握し、関係諸団体と連携を密にして、総体的なまちづくりの観点から判断

をしてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（高野誠二君）   
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 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

 一般質問の２点目、まちづくり三法の改正に伴う都市計画区域内の白地地域に対

する考え方についてお答えします。今回、まちづくり三法の一つであります都市計

画法の一部が改正されましたが、その目的は都市の秩序ある整備を図ることであり、

改正後の中心市街地活性化法及び大規模小売店舗立地法との協調を図ることで、一

体的かつ効果的に中心市街地の再生を支援しようとするものです。 

ご指摘の桜町地区は都市計画法上の白地地域でありまして、改正都市計画法では

大規模集客施設、これは店舗、映画館、展示場、娯楽施設等で、床面積が１万平方

メートルを超えるものですが、この施設の立地が規制される区域に該当をします。

そのため、改正法が施行されます１年半後までは現行法での立地を目指した駆け込

み的な計画も予想されます。 

しかしながら、その対策としましては、現行の都市計画法での規制は難しく、白

地地域のように原則的に大型店の立地に制限のない区域に対しましては、将来の合

理的な土地利用を描き、それぞれに利害の異なる意見の調整を行ったとしましても、

法律以上の規制力のある施策を展開することには限界がございます。したがいまし

て、現時点では当該桜町地区は農用地区域ですので、大型店の開発立地に対しまし

ては、本市の現行上の土地利用計画であります農業振興地域整備計画が唯一の歯止

めではないかというふうに思います。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 横手議員、了解ですか。 

○19番（横手啓介君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 横手議員。 

［19番 横手啓介君 登壇］ 

○19番（横手啓介君）   

ご答弁ありがとうございました。２回目の質問をします。市長の方から、総合的

なまちづくりの観点から判断をしていくというようなことが言われましたけども、

もう一つ一つ今までありました大型店の問題を上げると切りがございませんけど、

大型店ができるたびに中心市街地の店が一つ減り、二つ減り、また商店街が減りと

いうような状況がございます。どんなに各商店努力をしましても大規模なお店には

勝てなくなるといった状況です。ぜひとも、市長におかれましてはまちづくりとい
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うことを念頭に、これから先も判断を委ねるわけですので、よろしくお願いをした

いと思います。 

質問に移ります。１年半後に施行されますこのまちづくり三法の改正が、現在の

山鹿で行われております事業にどのような影響を及ぼすものかをお聞きします。

１点目、中心市街地活性化対策事業についてです。旧山鹿市において基本計画を策

定し、推し進めてきた事業です。今後どのようになるかをお教えください。次に、

歴みち事業です。この事業も豊前街道の整備やいろんな道路、公園等の整備が行わ

れております。この事業についても、今後どのようになるかお聞きをします。次に、

ＴＭＯです。現在、山鹿商工会議所を中心にソフト事業等を行っているところです。

このＴＭＯについても、まちづくり三法の影響がどのようになっていくのか。また、

山鹿のＴＭＯについてどうなっていくのかをお聞きします。次に、プラザファイブ

に関することですが、先般総会が行われたと聞いております。現在の進捗状況を含

めて、この三法改正がプラザの再開発にどのような影響を及ぼすか、お聞きをしま

す。最後に山鹿市農業振興地域整備促進協議会についても、同じように影響をお聞

きをします。以上、２回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

２回目の質問にお答えします。まず、三法改正後の中心市街地活性化対策事業は

どうなるのかということです。中心市街地活性化法が改正されますと、新たな中心

市街地活性化基本計画の策定が必要になります。これまでの中活法におきましては、

基本計画の大きな柱が、市街地の整備改善と商業等の活性化の２項目でございまし

たが、改正後は新たに都市福利施設の整備、まちなか居住の推進及び公共交通機関

の利便増進という３項目が加わり、五つの柱となりますとともに５年の計画実現性

が求められます。また、これまでは基本計画は国への提出ということでございまし

たが、改正後は内閣総理大臣の認定が必要となります。現在、それらへの対応につ

きまして商工会議所及び関係団体等と勉強会を行っているところであり、改正後に

おきましては実現性の高い基本計画の策定、効果的な中心市街地活性化事業の推進

に努めなければならないと考えます。 

次に、３点目の改正後のＴＭＯはどうなるのかということです。これにつきまし

ても、中心市街地活性化協議会と称される新たなＴＭＯの設立が必要になります。

これまでは商業者中心の組織でしたが、改正後は都市機能の増進を総合的に推進す

るもの、経済活力の向上を総合的に推進するもの、多様な民間業者及び市町村等で
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構成するというものです。これにつきましても、現在設立に向けた勉強会、検討会

をいたしているところです。 

４点目のプラザファイブ再生事業につきましてですが、進捗状況につきましては

昨年度末から取り組んでまいりました基本構想案の策定がおおむねまとまり、先の

管理組合総会におきまして承認をされたところです。構想の内容としましては、現

在の施設を縮小し、プラザファイブの果たすべき役割を地域住民の暮らしの広場で

あるとともに、生活者が自分らしく生きるためのお手伝いをするライフスタイルセ

ンターと定められております。また、現時点における施設構成としましては、１階

が食品、デイリーゾーンと飲食、２階が文化交流ゾーンと飲食、３階がファッショ

ン、文化ゾーン、４階がクリニックゾーンという計画です。今後は、基本計画の策

定、基本設計書の作成という計画です。 

三法改正がもたらします同事業への影響はということですけれども、今回の三法

改正につきましては中心市街地の促進、郊外地の規制という調整軸でアクセルとブ

レーキを踏み分け、コンパクトでにぎわいのあふれるまちづくりを目指すものとさ

れており、施策については選択と集中が基本スタンスとなっております。同事業の

関わりにつきましての直接的な事項としましては、中活法の特例措置により中心市

街地へ進出する大型店については手続が簡素化されますとともに、国等からの各種

支援策も用意されておるところです。 

最後に、農振法との関わりということですが、これにつきましては特に影響はな

いものというふうに思っております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

一般質問の２点目、まちづくり三法の改正と歴みち事業についてお答えします。

先ほど若干触れましたが、改正まちづくり三法における改正都市計画法の考え方に

つきまして、若干ご説明を申し上げます。従来の都市計画は、健康で文化的な都市

生活と機能的な都市活動を確保すべく、整備・開発の拡張に主眼が置かれておりま

した。そのことが都市機能の無秩序な拡散による市街地の空洞化を招き、中心市街

地の衰退の要因とも指摘されております。そのため、都市機能の適正な立地により

都市機能の集約と再構築を進めることで中心市街地の再生を支援しようとするのが、

今回の都市計画法の改正趣旨です。 

平成８年度から進めてまいりました歴みち事業につきましては、その目的が中心

市街地の交通環境の改善や歴史的道筋の景観保全、都市空間の創出などによる都市
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基盤の強化でありまして、これにより魅力ある観光市街地の形成をしております。

この点では、中心市街地の活性化と都市機能の充実に寄与してきたと考えておりま

す。したがいまして、歴みち事業は改正まちづくり三法の趣旨に合致するものです

し、中心市街地のまちづくり事業を支援するまちづくり交付金の予算枠も拡大する

と聞いておりますので、事業の目的や計画について直接的な影響はないものと考え

ております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 横手議員、了解ですか。 

○19番（横手啓介君）   

 了解です。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で横手議員の一般質問は終了しました。 

 次の通告順により、原  徹議員の発言を許します。原議員。 

［６番 原  徹君 登壇］ 

○６番（原  徹君）   

６番議員の日本共産党の原です。質問に入る前に執行部をはじめ職員の皆さんに

お礼を述べさせてもらいます。１市４町が合併して１年半が経過します。私の知り

合いに非常に市政について強い関心を持ち、いつも手厳しい批判をされる方がおり

ます。ところが、この方が「合併してもいっちょんよかことはなかったと思うとっ

たばってん、一つだけよかことがある。それは何かと言うと、市に要望するとすぐ

職員が来て対応してくれる。こういうようになったもんな」と言われるわけです。

私も、この１年半を振り返って、この方に同感しているわけです。この１年半、幾

つもの市民の声を議会で取り上げ、また直接担当課に申し入れもしてきました。下

水道工事での家屋被害補償、中学校部活動の騒音防止、洋式トイレの全校設置、鹿

本中学校校舎の改修工事、生活道路の整備、危険家屋の解体、地域改善向け住宅の

市営住宅への移行、民間簡易水道の市営化、そしていきがい推進課から健康増進課

の独立などですが、これらに対して職員の皆さんの迅速でかつ誠実な対応に、心か

ら感謝を述べたいと思います。今後も、自治体労働者であると同時に市民への奉仕

者として、市民の期待にこたえていただくことを切に期待しております。 

質疑に入ります。１点だけです。議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正

予算（第２号）に農業振興費370万7000円があります。農業担い手支援事業となっ

ていますが、どんなことを支援されるのか詳細にご説明ください。 

一般質問に入ります。４問です。１問目、新庁舎建設問題についてです。2005年

３月議会での私の質問に、市長は「合併協定項目での新庁舎の位置については、合
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併後３年以内を目途に、通称国体道路沿線に適地を求め、新たな事務所の建設に着

工する」となっております。「基本的には合併協議会での協議を十分尊重してまい

りたいと考えておりますが、それとともに、この件につきましては山鹿市総合計画、

さらには都市計画等、幅広い観点から総合的に判断する必要があると考えておりま

す」、このように含みのある答弁をされました。 

そして、１年が経過した本年３月議会での市長の所信表明、市長説明要旨には

「結論として新庁舎建設の時期につきましては、３年以内の着工は困難であると判

断し、場所の決定もさらに慎重に検討すべきものと考えます」と述べられ、同時に

「まちづくりの方向性もコンパクトシティの方向へ制度改正が進んでおり、多くの

行政課題との整合性を図る必要がある」このように述べましてコンパクトシティに

対して一定の評価と言いますか、関心を示されておられます。 

私自身は、市長のこの慎重な判断、それから所信表明、これを支持する立場です。

その理由は２点です。１点目は、市役所の位置をどこにするかは市民にとって、ま

た、まちづくりという観点から極めて重要な問題です。これを市民の声も聞かずに、

また議会にも諮らずに、１市４町の首長と議長で合併協議会の合意事項としたこと

自体に大きな問題があり、不合理があったと思います。国体道路沿線という位置は、

まちづくりや都市計画など本当に考慮して総合的に判断されたのでしょうか。この

ような決め方に市民は納得していなかったと思います。 

２点目は、もし市役所を国体道路沿線にもっていったらどうなるのでしょうか。

人の流れが大きく変わり、今の中心市街地はさらに停滞し、寂れていくことは火を

見るよりも明らかです。これでは、新庁舎建設に30億円を使って中心市街地を潰す

ことになり、また、全国的にも有名になった観光資源でもあります山鹿灯籠まつり

にも大きな影響を及ぼすことになります。したがって、私は市長の都市計画と幅広

い観点から総合的に判断するという結論に賛同するものです。 

ところが市長は、このような結論を出しながら、新庁舎建設についての太田黒議

員をはじめとする同僚議員の質問に不明確で矛盾した答弁を繰り返しておられます。

このような答弁では、私も納得できません。そこで、改めて質問しておきます。本

年の３月議会で島田議員の「場所については、さらに慎重に検討すべきということ

は白紙撤回もあるということですか」という質問に対して、市長は「決して、その

ようなことではございません」と白紙撤回を否定されました。どうして否定される

のでしょうか。新庁舎建設に関する合併協議会の３年以内の着工と国体道路沿線上

に建設するという合意から見ると、市長の結論は明らかに白紙に戻したことになる

のではないでしょうか。誤解を招かないためにも明確にしておくべきだと思います

ので、ご答弁をお願いします。 
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２問目、地元の農業を守るという立場から品目横断的経営安定対策について質問

します。今、国会では農政改革関連法案が審議されています。この法律は、品目横

断的経営安定対策という新たな農業政策を進めるためのものです。この件につきま

しては、本会議でも既に４名の同僚議員が質問されておられますが、市長はじめ執

行部は、無批判にこの政策を推進していくという姿勢に終始しておるわけです。ま

た、既に来年からの実施だとして、まだ国会では法案審議中にも関わらず地域での

受け皿づくりが熱心に進められるという異様な状態です。 

経営安定対策などと言っていますが、この新たな対策はこれまで米・麦・大豆な

ど、品目ごとの価格補償、経営安定対策をすべて廃止し、ごく一部の大規模経営者

と一定の要件を満たした集落組織に助成対象を限定する仕組みに変えるものです。

この対策が具体的に進めば進むほど問題点が浮き彫りになり、農家や関係者の間に

深刻な不安と苦悩、混乱が広がってくることは明らかです。 

２月18日でした。私のところにファックスが入っておりました。ちょっと、短い

ので読んでみます。「山鹿市石地区の○○と申します」、名字だけ書いてありまし

た。「早速ですが、いつも思うことは農業問題です。今、農家は大変苦しいです。

これでもかと、農家を苦しめる小泉総理や国会議員の方に大きな不満を感じていま

す。ところで、農業問題について山鹿市や山鹿市議会の方はどう考えておられるの

でしょうか。ぜひ伺いたいと思います」、こんなファックスですが、国会議員に不

満を持っておるといっても、今度の農政改革関連法案を提出しているのは与党の自

民党と公明党です。日本共産党はきっぱりと、この廃止を求めているわけです。 

したがって、私はこの品目横断的経営安定対策というのに対して農家の方はどう

思っているのか。10数名の方に聞いてみました。その中で、「うん、これはよかば

い」という方は誰一人おられませんでした。不安・苦悩・怒り、そういうものを聞

きました。幾つか紹介してみますと「全くやる気がなくなった」こういう人たちが

かなり多いです。「自分たちは歳を取ったのであきらめるが、若い農家の人たちは

かわいそうか」これからかわいそうというわけです。「自分は認定農家になれるが、

高齢になったら４町以上もの耕作はできなくなる。そのときに集落営農に加入させ

てとは言えない。今、迷っている」「自分たちの地区は耕作面積不足で集落営農の

組織はつくれない。隣の地区と一緒にならなければ集落営農はできないが、まだお

互いに信頼関係がない」「自分たちの地区には、他の地区の農家が入ってきている

ので集落営農としてなかなかまとまらない」「経理まで一つにしなければならない

ことは本当に楽しみもなくなるし、意欲も出てこない」「このような押しつけは旧

ソ連の農業政策と一緒。必ず失敗する」「山鹿は、北海道や東北地方の農業とは違

う。それを同じ基準に押しつけることは間違っている」「この対策は小規模農家の
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切り捨て政策だ。絶対に許せない」「トヨタ自動車など大企業の輸出をふやすため

に農産物の輸入をふやし、農家を犠牲にしている」こういったことでもう非常に否

定的なことばかりを聞きました、私は。どうなんでしょうか。そこでお尋ねします。

本市において、この農水省の品目横断的経営安定対策、これを推進することが本当

に地元の、この山鹿市の農業経営に役立つとお考えかどうかお尋ねしたいと思いま

す。明確にお答えください。 

３問目です。障害幼児の療育制度の拡充についてです。去る６月３日土曜日でし

たが、山鹿市手をつなぐ育成会総会が開催されました。この組織は知的障害者への

支援組織であり、私たち文教厚生常任委員も招かれました。小学校部会、中学校部

会のＰＴＡ役員、担当教師、校長先生、それに知的障害を抱えながら各施設で既に

働いている社会人、このように充実した人たちの参加で立派な支援組織となってお

ります。ただ私が疑問に思ったのは、なぜ保育園、幼稚園の就学前部会が組織され

ていないのだろうかということです。幼児の障害は、早期の療育が必要とされてお

ります。数カ月前になりますが、私のところに次のような手紙が届いております。

旧山鹿市の方です。差出人も書いてあります。「原議員様。障害児を持つ母親です。

突然のお手紙で失礼します。私は、福祉の充実を前河村市長時代から市長への手紙

等で何回となくお願いしてまいりました。しかし、一向に進展しないことに私たち

障害児を持つ親にとってはイライラが募るばかりでした。私の子どもは４歳ですが、

入園して間もなく松橋の子ども療育センターで自閉症と診断されました。月に一度、

松橋まで通って今後の見通しのアドバイスを受けていたのですが、その後、地域で

の療育を進められました。しかし、山鹿・鹿本地区には施設が１カ所しかなく、そ

れも定員いっぱいで受け入れも困難な状態でした。さらに、療育時に保護者同伴で

なければなりません。子どもの成長を願う気持ちは十分あるのですが、経済的に余

裕がなく、やむなく仕事に就いています。したがって、子どもの療育のためにとた

びたび休むわけにもいきません。子どもが障害を持っているからと理解してくれる

雇用者は、簡単には見つかるものではありません。松橋の療育センターの先生から

小学校に入るまでが勝負ですよと言われました。いつか新聞でも指摘されていまし

たが、山鹿・鹿本地区の療育環境は遅れているとのことです。養護学校への通学も

１時間以上かけなければなりません。障害児を持つ親として、いつまでも子どもた

ちのそばについていられるわけにはいきません。そのためにも、一日でも早く自立

させなければなりません。山鹿市でも、障害児を抱える親の気持ちをご理解いただ

き、施設の拡充を切にお願いいたします」、こういう手紙でございました。 

そこで質問します。現在、山鹿市には障害を持つ幼児、幼稚園・保育園の子ども

たちの療育施設としてこじか園が健康福祉センターにあります。利用者数、利用料
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金、利用時間、利用回数、利用の方法などについてこじか園の状況をお知らせくだ

さい。 

４問目です。市営住宅の家賃滞納問題と入居制度について質問します。景気低迷

の中で、市営住宅は市民にとって家賃が民間より安いということで入居希望者も多

いと思います。合併によって市営住宅の戸数も増加しているわけですが、しかし、

まだ市民の要求に十分にこたえられる住環境になっているとは思えません。真に人

間らしい住環境にするために、市営住宅のさらなる拡充をまず要請しておきます。 

今回は、別の件で２点ほど市営住宅について質問します。１点目は、家賃の滞納

についてです。最近、市営住宅の家賃を長年払っていない人がとても多いという声

をよく耳にします。もし、事実であれば道徳的にも、また市の財政状況から見ても

悪影響を及ぼすものです。住宅の戸数と家賃の滞納状況はどうなっているのか、旧

自治体ごとにお知らせください。 

２点目は、入居制度についてです。年度末になると、私のところにも市営住宅へ

の入居希望の相談がふえます。私はそのたびに「入居決定は受付順です。理由は問

いません。４月１日に朝早く行って申し込んでください」このように答えてきまし

た。だから、ある入居希望者の方は４月１日の朝４時から出かけて市役所前に並ん

だという事例も聞いております。ところが、本年度になって入居決定の方法が変わ

ったと、最近聞きました。本当に変わったのでしょうか。事実ならばどのように変

わったかをご説明ください。１回目を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

原議員の質疑、議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算中、農業振興

費、農業担い手支援事業370万7000円の内容についてご説明します。この事業は、

昨年３月に定められた新たな食料・農業・農村基本計画の品目横断的経営安定対策

へのスムーズな取り組みを助成する施策として県が新たに創設した事業で、担い手

となる集落営農の組織リーダーなどを育成するための事業です。補助率は県の

100％補助となっており、これを市が集落に委託し、進捗状況を管理する制度とな

っております。経費の使途は、組織リーダーの育成研修や集落座談会、研修会など

の経費で、モデル集落を設定し、その集落では集落農業ビジョンの策定、集落営農

組織規約や定款の整備を行っていただくこととなります。山鹿市におきましては、

現在農協と連携を図りながら26集落をモデル集落として位置づけ、取り組む予定で

おります。 
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続きまして一般質問の２点目、地元の農業を守るために品目横断的経営安定対策

についてお答えします。手厳しいご意見をちょうだいしたところですが、品目横断

的経営安定対策についてはＷＴＯ農業交渉や、国民への農業への理解と協力を求め

る制度として国の機関で制度化されたもので、当面、米・麦・大豆栽培の農家の経

営の安定を図るために、山鹿市におきましても認定農業者や集落営農などの担い手

の育成推進に取り組んでいるところです。山鹿市としましては、この制度の改正に

より各種補助制度が創設されつつありますので、これらを有効に活用し、集落など

が一体となった遊休農地の解消や農業環境の保全に努めていただく組織づくりなど

を促進していきたいと考えております。 

現在、196の農業集落のうち189集落で集落営農を考えていただくための世話人会

を立ち上げていただいたところです。これらの皆さんと協議しながら、集落実態調

査や集落での話し合いを行っているところです。このことが、農業集落の活性化に

大きく寄与するものと思っております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの原議員の１点目、３月議会での新庁舎建設に係る答弁内容についての

ご質問にお答えします。新庁舎建設につきましての私の考えは、去る３月議会にお

いて市長説明要旨、さらには数名の議員さんからのご質問に対する答弁で申し上げ

たとおりです。その内容は、さまざまな理由から合併協議の中で合意を見た新庁舎

建設の３年以内の着工は困難であるというものであり、庁舎建設そのものを白紙に

戻すということではございません。まずは、今後の本市の人口の動向、市民の利便

性、交通の事情、他の公共機関との連携、行政改革による職員数の推移や組織、業

務の再編、まちづくりのあり方、財政状況等さまざまな要因を視野に入れながら、

新庁舎の機能や規模について検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

３点目の障害を持つ幼児の療育制度の拡充についてにお答えします。この療育事

業、いわゆる児童デイサービスにつきましては、社会福祉法人山鹿市社会福祉協議

会の方この事業が運営されておりまして、行政としてわかる範囲で数字を申し上げ

たいと思います。児童デイサービスの利用者数は、本年４月で申し上げますと19名、
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回数で126回、一週間に１日ないし５日の利用があっているようです。なお、時間

としましては８時30分から17時15分までの受け入れになっているようです。 

次に、利用基準について申し上げます。平成18年４月に施行されました自立支援

法によりまして、１回当たりの事業費単価は5280円、利用者負担額は原則１割負担

です。保護者の収入及び課税状況等によりまして上限月額を設定しております。そ

の設定は４区分に分かれておりまして、生活保護世帯はゼロ円、それから低所得

１は１万5000円で、住民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万

円以下の方ということです。それから、低所得２としまして２万4600円で住民税非

課税世帯で低所得１に該当しない方ということになっております。それから、一般

の住民税課税世帯の方は３万7200円となっており、この４区分に分かれております。

以上、答弁終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

４点目の市営住宅の家賃滞納状況と現在の入居制度についてお答えします。まず、

市営住宅の戸数及び滞納状況ですが、市営住宅の総戸数は1483戸です。旧市町ごと

では、旧山鹿市が783戸、旧鹿本町416戸、旧鹿北町52戸、旧菊鹿町104戸、旧鹿央

町128戸となっております。また、家賃の滞納状況につきましては、平成18年５月

31日現在で過年度分を含めまして滞納額が約5705万円、滞納戸数が286戸となって

おります。旧市町ごとでは、旧山鹿市が3161万円の161戸、旧鹿本町が2133万円の

99戸、旧鹿北町が277万円の９戸、旧菊鹿町が124万円の９戸、旧鹿央町が10万円の

８戸となっております。 

次に、現在の入居制度についてお答えします。市営住宅の入居につきましては、

年間を通して随時受付をしておりますが、申し込み時に同居親族の有無や世帯の収

入状況、住宅の困窮度合いなどを調査しまして、入居資格を有する方であるかを確

認した上で申し込みの受付を行っております。受付後は、申込者が希望される団地

に空き室が出た場合、住宅の困窮度及び受付順位などを勘案して入居者の決定を行

っております。 

また、ご指摘のような受付初日に受付順位の確保のため早朝から並んでおられる

方々の負担軽減や、毎年申し込みをされる方と初回申し込みの方との不合理を解消

するため、平成18年度分から申し込まれた年度に入居できなかった方につきまして

は、翌年の４月中に更新の申し込みをしていただきますと、次の年度においても申

込順位を考慮した入居をいたすこととしております。以上、お答えします。 
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○議長（高野誠二君）   

 原議員、了解ですか。 

○６番（原  徹君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 原議員。 

［６番 原  徹君 登壇］ 

○６番（原  徹君）   

２回目です。１問目の新庁舎建設問題について、もうちょっと触れておきたいと

思います。市長だから言えないのかもしれませんが、やはりこれは白紙撤回、ある

いは白紙に戻すという言葉を使っていただきたいということです。実際、３月議会

での山口議員の質問に、市長は「今回の庁舎建設のように計画の修正が必要な場合

が生じてくる可能性があることをご理解ください」、こんなことも言っておられる

わけですから。しかし、ここはあまり言いません。これは、一応ここで切ります。 

２点目をちょっと提案という形で出しておきたいと思います。新庁舎検討委員会

というのができていると思います。助役を責任者にして部長級で組織されていると

聞いておりますが、会は現在も継続されていると思います。私は、この中に都市計

画づくりの専門家、大学教授とか助教授、こういう方を入れることを提案します。

山鹿市のまちづくりを都市工学という学問的見地から、科学的に総合的に調査研究

してもらい、それを参考にして、どのあたりに市役所を建設したらまちづくりのた

めに一番いいのか、こういうことをきちんと科学的に、それこそ市長がよくおっし

ゃいます総合的に決めることができる。こういった方法を採用するならば、旧自治

体ごとの思惑で混乱することもなく、地域セクト主義も克服され、多くの市民に納

得されるのではないでしょうか。私のこの提案についてどうお考えか、お答えくだ

さい。 

２問目の品目横断的経営安定対策についてです。部長の答弁では「今回のこの対

策が山鹿市の農業活性化に大きく寄与するものである」と、こういう答弁でした。

そんなに良い対策ならば、どうして農家の方から「やる気をなくす」とか「なぜ農

家を苦しめるのか」とか「若い農家がかわいそうだ」とか、そういう声が返ってく

るのでしょうか。問題があるから、こういった否定的な怒りも含めた、農家の方の

答えが返ってくるんじゃないかと思います。 

そこで私は、この農政改革法案、品目横断的経営安定対策が出された背景を見る

必要があると思います。今回の農政改革関連法案や対策は、小泉内閣の農政基本計

画を具体化したものです。そこでは農業の構造改革の加速化を農政の重点に据え、
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育成すべき担い手を明確化し、自由化の流れに対応し、競争力の強化を図る、この

ように強調しているわけです。つまり、自由化を一層進め、外国産と競争できない

農業はつぶれてもいいと言う政策にほかならないからです。小泉流の構造改革と言

うのは、常に国民負担、大企業優先でした。小泉農政改革の背景に、大企業の工業

製品の輸出や投資拡大のために農産物の輸入をさらにふやし、農業予算の大幅な削

減を求める財界、大企業の強い意向が反映されております。また、農産物市場の全

面開放を迫るアメリカの言いなりでもあります。そこには、国民が切実に願い、新

基本計画でも掲げております食料受給率の向上を真剣に求める姿など全くありませ

ん。 

農業担い手の経営安定交付金交付法案というものが出されておりますが、政府は

助成対象を二つに限定しております。これは今までも報告があっておりますが、個

別の農家経営は４ヘクタール、北海道は10ヘクタール以上、この規模を持つ者を認

定農業者として補助をする。もう一つは、４ヘクタール持たない人は集団で、個別

の農家経営の要素を排除する経理を一元化し、法人経営に切り替える計画などの要

件を満たす20ヘクタール以上の集落営農です。この二つにしか補助を出さない、助

成しないということです。 

ここで問題点を２点取り上げてみます。まず問題点の１点は、助成金を使った強

制的な集落営農づくりには無理があるということを述べたいと思います。政府は今、

規模の小さい農家は集落単位でまとめてしまえ、集落で面積が足りなかったら隣の

集落と一緒になればいい、こういった全く無責任な態度です。 

しかし今ある集落営農の多くは、小さな農家を守りつつ集落を維持することを第

一に関係者の多大な努力でつくられてきたものです。そのために、活動内容や組織

形態も、機械の共同利用や農地の利用調整など多様です。こうした実態や農家の思

いを無視して、全国一律の基準で経営体づくりを迫ることは大きな無理があり、矛

盾が生じてくるわけです。現在、山鹿市では196ある農業集落のうち189集落で世話

人会を立ち上げているという答弁がありました。これは、農家の方々が自分から自

主的に喜んで立ち上げたのでしょうか、違いますね。集落営農を形成しなければ助

成金が入らないので、やむを得ず立ち上げたわけです。助成金をぶら下げて強制的

に集落営農をつくらせる。これでは活性化どころか、やる気がなくなるのは当然で

はないでしょうか。 

問題点の２点目です。例え担い手と認定されても、経営の安定や生産拡大の補償

がないということです。麦や大豆などは、輸入価格に影響される販売価格が生産コ

ストをはるかに下回るために、生産の維持には助成金が不可欠です。この経営安定

策は、担い手だけに過去３年間の実績を基に面積単位の格差是正の助成金を出しま
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すが、増産や新たな生産拡大は対象外としますので助成金は出しません。したがっ

て、増産や生産拡大には結びつかないのです。 

もう一つの仕組みは、米を含め価格低落による農業所得減少を補填する制度で、

基金を拠出した担い手だけが対象となっています。さらに、補償の基準が市場価格

のために、市場の価格が下がれば補償額も下がり、担い手の経営を安定させる補償

はありません。このように、大多数の生産者を政策対象から閉め出し、担い手の経

営安定すら補償されないのですから、担い手のやる気を奪います。これでは国内生

産の縮小は避けられず、国民多数の願いでもある自給率の向上も全く見込めません。 

以上、品目横断的経営安定対策の問題点として２点をあげましたが、これでもこ

の新しい対策は全く問題がなく、山鹿市の農業集落の活性化に大きく寄与するとお

考えですか。もう一度答弁を求めます。本当に、この対策は山鹿市の農民を守ると

いうことになるのか、問題はないのか、厳しく追及したいと思います。 

３問目です。障害幼児の療育施設についてです。これは社会福祉協議会がやって

いるということですが、この母親の願いは二つございます。一つ目は、保護者の同

伴がなくても療育できる施設をつくってほしい。それから二つ目は、子育て支援の

立場から母親も社会に出て仕事に就けるように療育時間を長くしてほしいと、この

２点です。実際、この母親は保護者同伴でなくても療育してくれる菊水町に子ども

を一時預けたそうです。しかし、菊水町も希望が多くて地域外ということで受け入

れを断られたそうです。山鹿市にも、保護者同伴でなくても療育できる施設をつく

ってやるべきではないでしょうか。もし答弁ができたら、ご答弁ください。 

４問目、市営住宅問題についてです。まず、１点目の家賃滞納問題について。市

営住宅の総戸数が1483戸、その中で286戸が滞納しておると。そして、その総額が

5705万円、驚きました。相当な金額です、先ほどの国民健康保険税も一緒ですね。

また、旧自治体によって大きな格差があります。ちょっと滞納率というのを出して

みましたけれども、最高は旧鹿本町の24％、およそです。次は山鹿市の20％。一番

滞納率の低いのが鹿央町の６％です。当然戸数がふえると滞納率も高くなるわけで

すが、それにしても鹿本町の滞納率は高すぎます。何が要因なのか疑問を持つわけ

です。確かに、この中には払いたくても払えない人がおられるかもしれません。そ

のような方には減免制度を設けるとか、あるいは法的な措置をして生活保護を受け

てもらって家賃を払う。このようにきちんと管理すべきだと思います。問題は、払

えるのに払わない人です。私も、５年以上市営住宅の家賃を全く払っていないとい

う人を知っておりますけれども、その人は日ごろは高級車を乗り回しております。

このような悪質とも言うべき家賃滞納者に対して、今度どのような取り組みをしよ

うと考えておられるのですか。お尋ねします。 
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２点目の入居制度について。私も、入居制度が変更になったことは全く知りませ

んでした。制度が変更になったのなら、入居希望者だけでなく全市民に知らせる必

要があると思います。広報やまがや回覧板を使って周知徹底を要請しておきます。 

２回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 ここでしばらく休憩します。 

午後２時30分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後２時42分 開議 

○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの２回目の質問にお答えします。庁舎建設に専門家の意見を取り入れて

はというご提案だと思います。貴重な意見ありがとうございます。新庁舎建設にあ

たりましては、まちづくり三法といった法制度的な観点、６万都市にふさわしい都

市環境整備のあり方など、専門的な見識が求められてくるものと思われます。 

専門家に参加いただく場合としましては、庁舎が市民生活に密着した施設である

ため広く市民の意見等を聞く組織などの委員として、あるいは現在の内部組織であ

る新庁舎検討委員会の委員として構成するなど、幾つかの手法が考えられますが、

専門家の構成委員としての必要性や組織上の位置づけなどを効果的なまちづくりの

観点から、今後十分検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

品目横断的経営安定対策の２回目の質問にお答えします。問題点は何かというこ

とですが、先ほど原議員ご指摘のとおり新たな食料・農業・農村基本計画におきま

しては、麦・大豆などの食料自給率の向上を目的としながらも、今回の政策におき

ましては価格補償面で現状の栽培面積を維持する施策となっておりますので、これ

らの問題点につきまして、今後機会をとらえて担い手の育成ができやすい施策にな

るように、国に対し要望していきたいと思っております。また、本当にこの施策が

役に立つのかというお尋ねですが、先ほどお答えしましたとおり農業集落の活性化
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に大きく寄与するものであるというふうに思っております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

ただいま療育事業に対しましてご質問、要望のありました件につきましては、

１回目の答弁でも申し上げましたとおり社会福祉協議会が実施しております事業で

すので、行政としましては答弁することは差し控えたいと思います。ご要望につき

ましては、社会福祉協議会の方へおつなぎ申し上げたいと思います。 

以上、答弁とします。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

 ２回目の質問にお答えします。入居制度の変更分につきましては、今後適切な時

期に広報等を通じまして周知をしたいと思います。 

 次に、家賃の滞納につきましては、文書による督促、催告、夜間の戸別訪問、さ

らには連帯保証人への納入指導依頼や、高額滞納者には呼び出しての納入指導など

を実施しておりますが、収納率の向上には至っていないのが現状です。こうしたこ

とを踏まえまして、平成18年度におきまして滞納入居者の納入意識や収入状況を把

握した上で、特に長期の高額滞納者につきましては法的措置、住宅の明け渡し及び

使用料の支払訴訟を含めた滞納対策を実施しまして、市営住宅の適正管理及び公平

な住宅行政の推進に努めたいと考えております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

原議員、了解ですか。 

○６番（原  徹君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 原議員。 

［６番 原  徹君 登壇］ 

○６番（原  徹君）   

３回目です。新庁舎建設問題について、専門家を入れてもよいというご答弁でし

た。今後大いに期待したいと思います。現在の市役所は1966年に建設され40年が経

過しております。老朽化も進んでおるわけです。ここ９年以内には、合併特例債を
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利用しての改築がなされると思います。３年後の着工はできなくても、着工までに

は少なくとも準備段階で４年ないし５年かかると、私はこのように聞いております。

であるならば検討委員会を充実させて、適宜に議会や市民に経過を知らせ、市民の

合意を図っていくことが非常に重要であると言うことを指摘しておきたいと思いま

す。 

次に、質問が前後しますが、障害を持つ幼児の療育施設ですが、社会福祉協議会

がやっていることだということです。ただ、角野市民福祉部次長が社会福祉協議会

の事務局長も兼任されておられますので、ぜひご尽力をお願いしたいと思います。 

市営住宅の家賃滞納についてです。厳しく処置をするということです。問題は、

家賃を払わなくても済むという、そういうムードが団地なら団地に漂っていると。

ここは、やっぱり吹っ切らなければならないと思うんですね。そういった、必ず家

賃というのは払わにゃいかんという、そういう環境を、ムードをつくっていただき

たい。合理的で公平な住宅行政を期待しております。 

最後に、品目横断的経営安定対策についてです。答弁を市長にお願いをして質問

を終わりますが、やはりこれには幾つかの問題点が残っておるということをお認め

になりました。今、農家の後継者が減り、高齢化が急速に進む中で地域農業の担い

手問題は待ったなしです。集落の農業をどう維持するのか、当面の担い手をどう確

保するのか、地域の実態を踏まえた真剣な討論と対策が求められているということ

は言うまでもありません。 

私は、ここで地域農業の現実が求めている施策を３点だけ述べてみたいと思いま

す。１点目は、今存在する多様な農家経営を大事にしてできるだけ多く維持してい

くということです。日本の農業は、大規模専業農家とともに小規模兼業農家、そし

て複合経営など、多様な生産農家組織によって担われてきました。担い手が減少し

高齢化が進んでいるとはいえ、今後の担い手の確保も、その現実から打開策を見出

さなければなりません。一部の大企業経営に農政の対象を限定するなら、担い手は

大幅に減少し、集落や農地の維持はさらに困難になります。農家を経営規模の大小

で区別するのではなく、続けたい人、やりたい人を大事にして、農家経営の多くを

可能な限り維持することに全力を尽くすべきではないでしょうか。 

２点目は、農家経営を支える今、現在の集落営農を充実するということです。高

齢化などで営農が困難になる農家がふえているもとで、その農地や機械作業を引き

受けるさまざまな組織が各地で生まれています。そうした集落営農や各種の生産組

織を大事にし、機械導入や更新、圃場整備への助成など、それぞれの条件に応じて

支援すべきです。その際、今回の品目横断的経営安定対策のように、経理の一体化

などの画一的な基準を押しつけるのではなく、集落営農の構成員となる農家が希望
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すれば自分の経営も続けられる条件を補償することが大切だと思います。農協など

による農業受託も、地域農業を維持する役割として重視していかなければなりませ

ん。 

３点目は、非農家からの新規参入者を手厚く支援するということです。非農家か

らの新規参入者、最近ふえている離職就農者、職を辞めて農業に就く人、それから

定年帰農者、定年で里に帰って農業に就く人、あるいはＵターン者など、本格的な

定着にも社会全体が取り組むべき課題です。一定期間の生活支援や資金や技術、農

地など、思い切った支援を国、地方自治体が行うべきだと思います。 

以上３点ほど、地域農業の現状について私の意見を述べておきます。 

最後に市長に要請します。品目横断的経営安定対策は、制度が複雑な上、助成金

の水準もまだ未定です。こんな中で、今年の秋までに担い手の登録を急がせるのに

は無理があります。また、多くの農家の納得が得られず、現場に混乱をもたらして

いるのが現状です。山鹿でも、まだ世話人会を立ち上げただけです。これからです。

本来ならこれが山鹿市だけの問題だったらここでいろいろできるわけですけども、

国の問題です。そこで市長にお願いですが、政府に市長名で、今年秋までの登録は

無理があり最低限実施を延期し、一旦凍結する。この１点に絞って政府に、総理に、

あるいは三浦副大臣でもいいです。要求書を提出してほしいと思いますが、いかが

でしょうか。お答えください。現在の集落営農を大事な担い手として位置づけ、生

産者価格の安定を確立させることを基本に、安全な食料の供給と地域社会、国土、

環境の維持を優先する農政の確立を目指す山鹿市政を期待して、質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの原議員の３回目のご質問にお答えします。ご質問の品目横断的経営安

定対策は、平成19年度から適用されるため平成18年度秋まきの麦から、この制度が

適用されることは議員御存じのとおりです。このため、麦作農家には早急にこの制

度をご理解いただき対策を取っていただきたく、市・農協一体となって取り組んで

おるところです。また、各地域にモデル的な集落を育成し、集落を中心とした営農

組織あるいは担い手農家づくりの模範例の創設を進めたいと考えております。この

ような取り組みにより、より健全な農業経営体の育成に取り組んでまいりますので、

議員のご理解をお願い申し上げます。 

なお、議員ご案内のように、農業振興のみならず各種課題につきましては必要に

応じて国や県に要望してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 



- 70 -   

○議長（高野誠二君）   

 以上で、原議員の質疑・一般質問は終了しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 散 会   

○議長（高野誠二君）   

 これをもちまして、本日の質疑、一般質問は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後２時55分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成18年（第３回）山鹿市議会６月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第３号）   

 

平成18年６月14日（水曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

発言通告 

１．吉本政幸 

 一般質問 

 （１）農業振興について 

   ①総合計画実現に向けては、農協との連携は不可避であると考える。現在の状況、

今後の対応は。 

   ②総合計画の中の担い手育成・確保・高品質野菜（スイカ）の提供について、農

協と考え方の差があるように思う。十分な話し合いを望む。 

   ③牛乳の消費の減少による生産者への影響を懸念するが、対応等考えておられれ

ば。 

   ④市より酪農家に対する補助金（導入補助）を消費拡大へ向けた助成に変えては

という意見があるがどう思われるか。 

２．早田順一 

 質  疑 

 （１）議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 

   ①P12（目）教育委員会費 

３．島田節男 

 一般質問 

 （１）新庁舎建設について 

 （２）学校施設の改築・改修について 

 （３）市税の滞納に対する徴収対策について 

４．川野 功 

 一般質問 

 （１）ひだまりの有効利用について 

 （２）御宇田山鹿線について 
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５．永田紘二 

 一般質問 

 （１）品目横断的経営安定対策について 

 （２）福岡ターゲット構想と市内直販所の活用について 

 （３）青少年健全育成と公民館活動の活性化について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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午前10時00分 開議 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 質疑・一般質問   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、昨日に引き続き質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。吉本政幸議員。 

［８番 吉本政幸君 登壇］ 

○８番（吉本政幸君）   

 おはようございます。８番の吉本です。 

通告に従いまして質問をします。今回あげております農業振興についてですが、

この件に関しては内容は違えども毎定例会の質問の中に必ず入っております。今定

例会においても３名の方が質問されております。やはり、この山鹿にとっても非常

に重要な部分であることが伺えます。３月定例会においても、先輩議員の質問に対

し、市長も熱い気持ちで答えておられたのが心に残っております。ただ、答弁の中

にありましたように厳しい実情であることは周知のところです。地方の元気は、第

一次産業の活性化抜きには解決できないと考えており、どうにかしてこの局面を打

開していかなければいけないと感じるのは自分だけではないと思う次第です。総合

計画の中でも、農業者が自信を持って営農に専念できる環境の整備、安定経営ので

きる支援対策を行い、足腰の強い産業となることを目指すと書かれております。 

そこで、総合計画の実現へ向けてということでお尋ねします。この農業振興につ

いては、今までも将来的にも農業者の組織であるＪＡ抜きには語れないのはおわか

りのことと存じます。特に、今後は米政策大綱、品目横断的経営安定対策等、大き

なうねりの中で今まで以上のＪＡの動きが重要になってくると感じます。総合計画

の中でも、「ＪＡと連携を強化し」という言葉が出てまいります。一つは、土地利

用型再編の中でＪＡ鹿本の農地保有合理化法人などとの連携強化、一つは基幹作物

についてＪＡとの連携を強化し、また地産地消や食育の推進の中でも連携の強化と

なっております。要は、現場的にＪＡが重要な部分を占めるのは事実であり、ＪＡ

の活動が農業の動きに大きく影響してくることは、言わずと知れたことであると感

じます。ただ昨今、農協離れが加速しているという話を耳にし心配もしますが、現

在のところは農協と十分な話し合いを通し、進まなければいけないというふうに思
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います。今までも、ＪＡの要望等に関してはできるだけの対応をされてきたのは事

実であり、お互いが農業の振興という大きな目標に向かうという共通の動きとして

進んできた経緯もあると考えます。そこで現在、部分的には随時話し合いはされて

いると思いますが、例えばこのような総合計画等の内容など総体的な協議はどのよ

うにされているのか。現状、今後をお尋ねします。 

次に、牛乳の消費減少に伴う酪農業に対する支援対策はということでお尋ねしま

す。本年３月、テレビ等で見聞きされたと思いますが、生乳の廃棄の映像が流れて

おりました。昨今の清涼飲料、お茶等の伸び、また少子化の影響で予想以上に消費

が減少したためとのことです。平成17年度産については、供給基地であるところの

北海道と九州の二つの地域で廃棄とのことです。自由経済の中での需用と供給のバ

ランスということで起こり得る事例ではありますが、九州管内では私の知る限りで

は初めてのことではないかと思います。私の近くにも大規模経営に燃える若い酪農

家がおりますが、３月一カ月だけで約80トンの廃棄を余儀なく行ったとのことです。

単純に乳価がキロ90円とした場合、生乳のみで720万円の廃棄となるわけです。管

内の鹿本酪農組合にお尋ねしましたところ、全国、県内の全体量は県酪でも把握で

きていないが、組合内では42戸の農家のうち約20戸の方々が推定で250トンの廃棄

をなされたのではないかとお聞きしました。県内酪農の本場を管轄するＪＡ菊池に

もお尋ねしましたところ、約240戸の酪農家のうち100戸程度で約1000トンが処分さ

れたのではないかとのお話でした。生乳だけで9000万円の廃棄となります。前にも

述べたように需用と供給のバランスということで、以前より年間生産乳量の割り当

て、また個人の出荷乳量のつけ出しが行われていましたが、最終的には個人間、全

国間での調整で廃棄という事態には至らなかったとのことです。ここ２、３年、乳

価の低下は見られていましたが、生乳出荷に関しては今までの経緯もあり、最近は

大規模化が進み、若い後継者も頑張っていると感じていました。ただ、大規模化の

道は大きな投資につながり、億円単位の状況であるとのことです。このような現状

を踏まえ、行政側としてどう実態を把握され、どのように考えておられるかお尋ね

します。 

○議長（高野誠二君）   

 これより執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

 おはようございます。吉本議員の一般質問にお答えします。まず１点目ですが、

議員ご案内のように農業を振興する上におきましては、農協との連携は重要なもの

です。各種農政施策を展開する上で連絡体制を密にするとともに組織的な活動も行
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っております。例えば、県・農協などと「元気人気くまもと農業運動鹿本地域本

部」を中心に、生産から流通までのいろいろな課題への取り組みを行っております

し、特に昨年度からは品目横断的経営安定対策への取り組みが必要になり、山鹿市

に県・農協との連携組織である担い手総合支援協議会を設立し、担い手育成に努め

ております。今後も、これらの組織の活動を中心に農協との連携を密にしていきた

いと考えております。 

 次に、牛乳の消費問題についてです。昨年秋ごろから牛乳の消費が伸び悩み、生

産調整が行われております。本年３月中旬には、一部の農家では出荷できない状況

が発生をしております。また、本年も当初から出荷量の調整が行われているとお聞

きしております。これらの原因といたしましては、ペットボトルなどの飲料水の増

加などさまざまな要因が考えられ、短期的な消費のだぶつきではなく恒常的なこと

が考えられるところです。このため、関係機関等で外国への生乳の輸出の検討もな

されておるとお聞きしておりますが、現在のところ市におきましては、これらの動

向を見極めている状況です。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 吉本議員、了解ですか。 

○８番（吉本政幸君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 吉本議員。 

［８番 吉本政幸君 登壇］ 

○８番（吉本政幸君）   

 ＪＡとの連携につきましては事あるごとに連携できているし、これからも続けて

いくというお話をいただきました。いろいろな意味で、より以上の話し合いを望む

ものです。担い手総合支援協議会を設立し、共同し、担い手の育成に努めるという

ことであり、確実な動きを期待します。 

 ただ、最近のＪＡの動きの中で気になる部分があります。今もお話にありました

担い手育成・確保を目指すという点です。これは、今回の総合計画、また農協の第

３次中期農業振興計画書、これは平成15年から17年までの分ですが、これらの中に

も出てまいります。農業者の高齢化、後継者不足は、農業を取り巻く環境の中で以

前より抱えてきた問題であり、現在までも検討がなされてきましたが、なかなか好

転できずじまいであると考えます。このような中で、先ほども申しましたがＪＡは

計画書の中に育成・確保を謳いながら、片方では負債整理の名のもと、年齢的にも

中核的農家に離農を進める向きもあるように思います。負債は、まず個人の責任に
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負うところが根源であると考えますが、特に担い手・後継者の確保が難しいとき、

農家をどう救うかも将来的なことを考えれば最重要です。集落営農組織に、まず一

つの集落を単位として検討という話を聞きますが、その集落の中で１戸しかないと

いう中核農家にも厳しい整理の話がきているとのことです。以前、ＪＡの職員の方

と話す機会がありましたので、この担い手問題を投げかけましたが「負債の額、生

産額を考え、離農を進めることがある」と言われました。個人的にではありますが、

ＪＡが農家を守らなくてどうするのかと強く感じます。以前、同じくＪＡ熊本市の

金融担当でいらした方にも話を聞いたことがありますけども、組合員さん方のお金

を預かっているという責任があると言われました。これらのことが行わせる動きな

のかなとも感じます。 

ただ、このような状態では、後継者の確保など到底望めないと考えます。特に、

基幹作物である園芸農家について厳しいと聞き及んでおります。ＪＡとしても十分

検討はなされていると考えますが、行政側としても十分な話し合いが必要と考えま

すが、いかがでしょうか。それからもう１点、総合計画の中に先ほども申しました

が、本市の基幹作物については県・ＪＡと連携し、確固たる産地として生産振興に

努め、安全・安心で高品質な売れる農産物づくりを基本とするとありますが、この

基幹作物として生産額でもトップにあるスイカに関して、現在ＪＡの組合員の方よ

り、５月の連休前出荷に向け一着果棒３日程度と聞いておりますけれども、前倒し

で出荷がなされたと聞きました。その方は、このようなことをやるからいけないと

いうふうにもおっしゃっておりました。ＪＡでは、玉割り等されて「よし」との判

断であったと思いますが、食味の点でクレームが届いたと聞きました。すべてが悪

いとは思いませんが、良い品物にも影響を及ぼしたのではないかと思います。鹿本

地方以外で同じ品種のスイカを栽培されている方も、ＪＡ鹿本の動きに不満を口に

されたと聞きます。農協の振興計画書内のスイカの部分に、出荷計画の精度向上と

して播種時期の調整があげられており、広く解釈すれば対応が取れ、消費者に納得

していただけるものを提供できると確信します。担い手確保、品質の問題、非常に

重要な部分であると考えますが、ＪＡの内部的なことであり難しい面もありますが、

総合計画実現へ向け、しっかりとした話し合いをしていくべきと考えます。どう思

われるかお尋ねします。 

 酪農の問題に関してですが、だぶつきが恒常的なことであると考えられるとおっ

しゃいましたが、廃棄が行われたことが問題であると思う次第です。できるなら一

番大事な現実を直視願いたい、そのような気持ちを込めて答弁いただければと思っ

たりもしました。前々より酪農家各位は、消費拡大へ向けいろいろな取り組みがな

されてきたことと思います。ただ、生産量が平成13年度に比べ、17年度は15％伸び
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たにも関わらず、県内販売量は62％から46％へ落ち込み、マイナス２万トンの状態

となり、県外に依存する割合が高くなり、他の地域の影響に左右されることも一つ

の要因であると考えます。 

このような状況を踏まえ、県の酪農青壮年部では新たに消費拡大へ向けた予算配

分を行い、県下の保育園へ4500本の無料配布を計画、最終的には7500本のとりまと

めとなり、3000本については県酪より補助をいただき、似顔絵セットを付けてキャ

ンペーンに努めるとのことです。鹿本酪農、ＪＡ菊池においては、現在の拡売キャ

ンペーンの今まで以上の実施で対応するそうです。自治体の対応としては2000万円

の予算を確保し、今問題となっている朝食抜き児童・生徒のために牛乳、ヨーグル

ト等の乳製品の配布を計画しているということが酪農関係新聞に出ていたと聞きま

す。ただ、この自治体におかれましては、やはり酪農の占めるウェイトが大きな自

治体ではないかというふうに考えられます。我が市においては、現在酪農家に対し、

優良牛の導入補助として昨年度実績で600万円程度出ていると思います。ただ、酪

農家の中には、導入も必要ではあるが、この助成を消費拡大の方へ変えた方がよい

のではという意見も耳にします。平等という意味でも一理あると考えます。例えば、

先ほど申し上げた無料配布等の助成、また旧鹿央町においては各協議会、委員会に

おけるお茶がわりの乳製品の利用が行われてきました。現在は、既製のお茶のペッ

トボトルが多く見かけられますが、ＰＲも兼ね乳製品の利用を考えてもらえればと

も思います。 

それと、これも旧鹿央町の事例ですが、妊産婦に対し栄養補給として６カ月程度

の牛乳支給が行われておりましたが、合併時に具体的な結果がわからないからと取

りやめになったと聞いております。ただ、牛乳の健康に対する価値は御存じのとお

りであり、カルシウムの即効的な補給として産後の妊婦さんに支給してはというこ

とも聞きます。20歳までにどれだけ牛乳を飲用したかにより、高齢になったときの

骨粗しょう症の発生に大きく影響するとのことです。いろいろな対応策述べてまい

りましたが、行政側が動いてくることにより各農家自体に好影響を及ぼすと感じま

す。どのように感じ、考えておられるかお尋ねします。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

 ２回目の質問にお答えします。まず１点目ですが、先ほど申し上げましたように、

市では農協と連携しながら、全体的には担い手総合支援という立場で認定農業者の

育成に努めております。意欲ある担い手農家の負債整理問題につきましては、金利
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の安い資金への借りかえの推進などを行っておりますが、農協としましても以前の

農協内部の再生支援から、本年度には農協中央会等と連携し、ＪＡ農家経営安定指

導支援を行うと聞いております。これは、専門の経営アドバイザーによる意欲ある

担い手農家の再生、再建を行うものと聞いておりますので、この活動を見守ってい

きたいと思っております。 

 次に、スイカの問題ですが、スイカの出荷にあたりましては農協の営農指導員や

園芸部が抜き取りで農地に出向き、熟度の確認等を行って出荷時期の指導を行って

おりますが、圃場の条件によっては多少熟度に差があることもあり、その点につき

ましては生産者各自で確認作業を行うよう指導を行っているとのことです。なお、

市としましては農協と連携をし、消費者ニーズに合ったスイカの品種更新等の推進

を行っているところです。 

 次に、酪農の問題ですが、酪農の優良牛導入補助につきましては、本年度も酪農

組合やＪＡと協議し、良質な生乳生産のための優良牛導入支援を行っております。

現在の消費状況を見ますと厳しい状況にございますので、今後酪農組合やＪＡと協

議しながら、より的確な支援施策を検討してまいりたいと思います。 

 以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 吉本議員、了解ですか。 

○８番（吉本政幸君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 吉本議員。 

［８番 吉本政幸君 登壇］ 

○８番（吉本政幸君）   

 答弁いただきましたが、やはりＪＡ内部的な部分であり仕方ないのかなと感じま

した。でも、本当にこれでいいのかと強く思う次第です。ＪＡとしても今、１万人

の組合員さんのためにということで今だけのことを考え動く、将来はどうなっても

いいのだろうかと言いたい。これは極論ですので強く言える部分ではないかもしれ

ませんけれども、昨日の太田黒議員の質問の中に農業者約5000名、高齢化率51.3％

というお話がありました。ということは、65歳以下の農業者は組合員のうち単純計

算で４分の１しかいないということになります。これら農家すべてではありません

が、今切り捨てに動くということは、総合計画の内容が本当に言葉だけになってし

まうのではと心配するところです。先ほどおっしゃいましたが、ＪＡの新しい動き

に期待するものです。スイカの品質については、農協の指導員、園芸部が抜き取り
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で調査、出荷時期の指導を行うとのことですが、このスイカは山鹿・鹿本地方の顔

です。今までせっかくブランドの確立へ努力、実を結んだ事実を軽はずみな行動で

崩してはいけないと思います。この程度のことで影響を受けるとは考えられないと

も思われるかもしれませんが、市長も昨日の答弁で消費者のニーズを掴むことが大

切であると言われました。もっと責任を持った動きが要求されます。産地であるが

ゆえ大事にしていかなければいけないというふうに感じます。生産者の指導を行っ

ているとのことですが、言葉として無責任に聞こえたりもします。品種にしても、

「農協と連携し、消費者ニーズに合った品種更新等の推進」とありますが、本年、

長雨により３割程度の劣化が見られたと聞きます。他の品種では全然見られなかっ

たとも聞きます。ある園芸情報誌によりますと、関東の方で130名による品種別の

品評会的なものが行われ、食味、果肉食、中心部と皮部の糖度、肉質などで採点さ

れた結果、現在のＪＡの主力品種は他のものに劣ったと連載されていました。他の

品種に負けないものを導入願うものです。酪農のことに関しては、自分の質問のや

り方がよくなかったと反省しています。少しでも酪農の意欲が出るような支援を願

うものです。補助金については答弁でございましたように、酪農関係団体と話し合

っていただければと思います。例としてあげました協議会、委員会等における乳製

品の使用を考えていただければＰＲになるのではというふうに考えます。その辺の

部分でも、まずどうにかならないかと思う次第です。少し方向違いな質問でありま

したけれども、中嶋市長、杉燒助役ともに農業分野については、ある意味特別な意

味があられると思いますので、経済部担当の方々と、できるならこれに関して協議

をしていただき、とにかく農業の現況を引き出すべくしっかりとした動きを願いた

いものです。 

 答弁につきましては、現段階ではこれ以上のものは出てまいらないと思いますの

で要りません。これで終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、吉本議員の一般質問は終了しました。 

次の通告順により早田順一議員の発言を許します。早田議員。 

［13番 早田順一君 登壇］ 

○13番（早田順一君）   

 皆さん、おはようございます。13番の早田です。私は、今回の第３回定例会の議

案第101号一般会計補正予算の12ページ、教育費の補正額50万円、これは県の100％

補助事業ですけども、研究校指定事業、自立支援実践モデル事業についてお聞きし

たいと思います。 

まず、県内に何校指定されたのか。次に、本市ではどこの学校がモデル校になる



- 84 -   

のかお尋ねをします。 

○議長（高野誠二君）   

執行部の答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

おはようございます。議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第

２号）、研究校指定事業、自立支援実践モデル事業の早田議員の質疑にお答え申し

上げます。 

この質疑につきましては、この事業の内容をご紹介する中でお答えをしてまいり

たいというふうに考えております。よろしくお願い申し上げます。この自立支援実

践モデル事業は、本年度より新規に始まりました熊本県100％の補助事業です。こ

の事業の趣旨ですが、山鹿市の重要課題である不登校問題の予防及び解消を図るた

めに、二つの内容について実践的な研究を行うこととなっております。１点目は、

互いに支え合う人間関係づくりに関する計画的、系統的な農業や福祉の体験活動の

実践とカリキュラムの開発です。２点目に、継続的な体験活動の実施と学校復帰に

向けたプログラム開発を目指すこととなっております。指定期間は平成18年度から

平成20年度までの３カ年です。議員質疑１点目の県内に何校指定されたかというこ

とですけれども、県内では玉名市、八代市、上天草市、相良村、それに山鹿市の

５地域が指定を受け、それぞれの小・中学校を合計しますと九つの小学校と五つの

中学校で、計、県下で14校となっております。 

次に、山鹿市ではどこの学校がモデルになるかということですが、山鹿中学校と

その中学校区内にあります五つの小学校、山鹿小、大道小、八幡小、三玉小、川辺

小の合計６つの学校が指定を受けることとなります。以上、お答え申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 早田議員、了解ですか。 

○13番（早田順一君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 早田議員。 

［13番 早田順一君 登壇］ 

○13番（早田順一君）   

 ２回目の質疑をさせていただきます。先週６月６日の熊日新聞に、不登校の子ど

もらへの温かいケアということで支援教師制度が成果を上げたということで記載を

されておりました。これは、きのうの森川議員の一般質問に対する教育長の答弁に、
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この成果の答弁がございました。不登校の生徒が導入１年で32％減少したというこ

とです。昨年の３月の定例会の一般質問でこの不登校問題を質問をさせていただき

ました。そのときの教育長の答弁には、全国の中学校の不登校率は３％弱、そして

本山鹿市は４％強と平均より高い水準ということで、教育委員会をあげて取り組ん

でいくとの答弁でございました。現在では、きのうの答弁で県内では水準が中間ぐ

らいだということのご報告がございまして、非常に効果が表れ、素晴らしいことだ

というふうに思っております。今、不登校問題でご尽力いただいておりますオアシ

スクラブ等や関係各位に敬意を表したいところです。 

 そこで、この新聞の中にサポートティーチャー制度というのが出てきております

けども、まず１点目がこのサポートティーチャー制度は不登校生のサポートだけで

はないというふうに思います。ほかにどんなサポートがあるのかと、２点目にこの

サポートティーチャー制度、これまで非常に成果が表れていると思いますけども、

まだ成果を表すためにも、ぜひとも19年度予算にさらに増員できるものなのか。そ

の点のお考え等も、ぜひお聞かせ願えればというふうに思っております。 

○議長（高野誠二君）   

答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

２回目の質疑にお答え申し上げます。ただいまご紹介いただきましたサポートテ

ィーチャー制度ですけれども、山鹿市単独の子ども輝きプラン事業として二つの内

容により事業を行っております。１点目といたしまして、18年度は不登校などの問

題を持つ児童生徒に対しまして、オアシスクラブに３名、中学校に４名のサポート

ティーチャー、いわゆる指導講師ですが、合計７名を配置し、自宅の訪問、教育相

談、それから学習指導、適応指導等を実施し、不登校の解消を目指しているところ

です。 

２点目は、そのほかに普通学級に在籍する障害を持つ児童生徒への支援として、

同じく指導講師18名をそれぞれの学校に配置し、障害児を受け入れ、学級の授業支

援を行っているところです。ちなみに、平成17年度からしますと、18年度は先ほど

ご紹介いただきましたけれども不登校対策に２名、障害を持つ児童生徒への支援と

して１名の増員をしております。おかげを持ちまして不登校の数も対前年度比32％

の減少という成果も表れ、教育委員会としても心強い手応えを感じているところで

す。このような事業に携わるサポートティーチャーの増員の予定はという第２の質

疑ですけれども、教育委員会としましてはもちろん人件費の問題もございますけれ

ども、18年度の結果や効果を見ながら障害児受入学級の支援につきましては、就学
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指導委員会の中で検討がなされますので、その結果を踏まえまして対応してまいり

たいというふうに考えております。今後ともご理解とご支援をお願い申し上げ、ご

答弁とします。 

○議長（高野誠二君）   

 早田議員、了解ですか。 

○13番（早田順一君）   

 はい。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、早田議員の質疑は終了しました。 

次の通告順により島田節男議員の発言を許します。島田議員。 

［16番 島田節男君 登壇］ 

○16番（島田節男君）   

 おはようございます。16番、島田です。本日は、通告にしたがいまして次の３点

につきまして、市長そして教育長及び担当部局にお伺いをしたいと思います。 

 まず、第１に新庁舎建設についてお伺いをしたいと思います。このことにつきま

しては、合併当初の議会以来、何回となく議論をされてまいったわけです。ようや

く３月議会の冒頭に市長の考え方がはっきりしたわけでございまして、皆様御存じ

のごとく３年以内の着工は困難であると。場所においても、さらに慎重に検討すべ

きとのことを明確にされたわけです。私は、物事をうやむやにして先延ばしするよ

りも、このようにはっきりとした考え方を述べられ、それからまた、このことにつ

いて論議していくことが大事なことと考えるところです。 

 そこで、このことが次のステップへ上ることを期待して、次の質問をします。 

 まず今回、市の総合計画の中でその中に財政計画が載っておりましたけれども、

平成21年、22年と地方債の借入予定が、それぞれ40億円と計画されております。ま

た、歳出面におきましての建設事業費ですけれども、同じく平成21年、22年には、

それぞれ57億円と前年比150％の伸びが計画をされているわけです。このことは、

この時期に庁舎建設に着工されると考えてよいのか。庁舎建設と関連があると思わ

れますので、まず、このことからお伺いを申し上げたいと思います。 

 次に２点目の質問ですけども、学校施設の改築・改修についてお伺いをいたした

いと思います。学校施設の現状につきましては、私どもの所属する委員会において

各学校施設を見て回りました。その結果として小規模改修で済むところや大規模の

改修をすべきところ、それぞれに計画的な整備を必要とすることを実感したわけで

す。教育長は、12月議会の一般質問において学校の施設整備の問題に対し、次のよ

うに答えられております。財源を短期内で有効に投入することにより、効果的施設
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整備を行うために児童生徒数の推移など、本市の将来を見通した望ましい教育環境、

学校のあり方を検討しながら整備をやっていく、このように答弁をされておるわけ

です。私は、この答弁が学校整備に、特に大型改修、また改築を行う一つの条件に

なったと考えるところです。そこで、検討課題であります将来を見通した望ましい

教育環境、学校のあり方について教育長としてどのような姿を考えておられるのか。

まずお伺いをいたしたいと思います。 

 次に、税の滞納に対しての徴収対策についてお伺いします。新山鹿市となり、平

成17年度も５月の出納閉鎖をもって年度間の総決算が出揃うこととなると思います。

その中の市税収入の件でお伺いを申し上げます。市税は、一般財源の主軸を成すも

のであり、市の財政運営上基本となるものです。また、市民としては市のサービス

を受ける代わりに負担すべき義務のあるお金であると考えております。しかし昨今、

経済状態の悪化や財政の改革、その他諸々の要因で滞納が増加していると聞き及ん

でおります。 

そこで、平成17年度決算における市税の滞納繰越額及び収納率、また平成16年度

との比較はどうなっているのか。また、合併後の現在の徴収対策はどのようになっ

ているのか、まずはお伺いをしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

１点目の庁舎建設についてお答えします。総合計画の財政計画の中で平成21、22

年度において地方債も建設事業費も多くなっておるが、そこらあたりで考えている

のかというお尋ねでありました。平成21年度に新庁舎建設に係る経費が入っておる

というわけではございませんで、本計画上の普通建設事業につきましては、合併特

例債を主たる財源として実施します事業の全体規模と特例債の発行規模を試算して、

その活用期限であります平成26年度までですけれども、その内において年度間調整

を行い、計上しておるというところです。したがいまして、個々の事業を何年度と

いうことではなく、平成26年度までの期間の中で実施するということでご理解願い

たいと思います。言うならば、前期５年計画の中の事業の枠、それから起債発行の

枠を計上しておるというふうにご理解願えればと思います。平成21年度以降、特に

事業費がふえているという点につきましては、基本構想を策定しまして、これを平

成18年、19年あたりで基本設計なり基本計画なりを樹立した上で、いよいよ前期の

後半に事業を着手するということになりますので、事業費も大きくなっておるとい

うことです。 
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○議長（高野誠二君）   

 田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

島田議員の一般質問の２点目、学校施設の改築・改修についてお答えします。 

本市におきましては、昭和39年以降、児童生徒数の減少が続いており、合併によ

り拡大した新市では、市街地周辺を除く広い地域で全学年単学級の小規模校が増加

し、平成18年度におきましては複式学級が川辺小学校、山内小学校と２校できてい

る状態です。この複式学級は、隣接する学年が16人以内までは複式ということにな

りますので、17人になれば単級になるということで、ただし１年生の場合は８人ま

でが単級で９人になれば２つに分かれますので、１年生が２年になったということ

で両校とも２年、３年の複式というような状況です。 

平成22年までの子どもの出生数を見ますと、児童生徒数はさらに減少し、将来的

にもこの傾向は続くものと予想されます。そこで、義務教育諸学校施設費国庫負担

法施行令第３条に示されております学校の適正な規模の条件というのを見てみます

と、学級数はおおむね12学級から18学級までであること。また、通学距離が小学校

では４キロメートル以内、中学校では６キロメートル以内であることとなっており

ます。子どもたちは、学校生活の中で同級生と触れ合うことで刺激を受け合い、競

争心を養い、社会性や集団性を培いながら成長していくことが大事であると考えま

すので、学校の小規模化は子どもたちに目が届く反面、人間関係が固定化し、学習

面において広がりや深まりにも欠けるなど、たくましく生きる力をはぐくむ上で必

ずしも適しているとは言えないと思います。また、本市には小学校20校と分校２校、

中学校６校がありますが、児童生徒数が多かった昭和30年代後半から昭和50年代前

半に建設された施設、校舎、体育館、給食室などございますが、そういう施設が多

く、耐震対策を含め集中的に建てかえ時期が訪れております。しかし、現状のまま

での改築は、市の財政にとって大きな負担を伴うことにもなります。学校規模等の

適正化に向けた具体的な方針につきましては、今後地域代表者や有識者を交えた検

討会の中で論議を重ねていく必要があるというふうに考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

税のお尋ねにお答えしたいと思います。島田議員もおっしゃいましたように、税
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は非常に重要なものでございまして、古くは住民の皆さんが集まって、今年は幾ら

払うとよかろうかというとを相談されたのが議会の始まりということも聞いており

ます。まさに、税は国家なりと言われるゆえんではないかと思いますが、その重要

な税の平成17年度決算におきます滞納分は４億4483万円となっております。また、

平成17年度の収納率は現年度分で97.04％です。なお、平成16年度は97.29％で

0.25％の低下となっております。この主な要因としましては、景気低迷による経営

不振、設備投資に伴う借入金の返済、所得の伸び悩み、若年層の納税意識の低下、

農作物の価格低迷、重油高騰に伴う経費増等によるものが考えられます。 

合併により、徴収の範囲も広範囲になりましたけれども、通常の収納事務はもと

より特別徴収月間において臨戸訪問、毎月末３日間の夜間窓口の開設、電話催告、

また昨年11月から設置しております収納事務指導員のアドバイスを受けて適切な滞

納処分を実施しておるところです。ちなみに、今年度におきましては不動産９件、

国税還付金110件の差押えを実施しております。課税の適正課税、そしてなお一層

の徴収率の向上に努めてまいりたいと思います。終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 ここでしばらく休憩します。 

午前10時53分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時06分 開議 

○議長（高野誠二君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 島田議員、了解ですか。 

○16番（島田節男君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 島田議員。 

［16番 島田節男君 登壇］ 

○16番（島田節男君）   

 休憩を挟みましたので、答弁をしっかり思い出しながら２回目の質問をしたいと

思います。庁舎建設について、今、総務部長の方からご答弁をいただきました。そ

の財政計画でのお答えの中から推察しますと、平成19年、20年を一応計画策定期間

と位置づけまして、平成21年から本格的に合併特例債等を利用いたしまして新庁舎

建設も含めまして各種事業に動き出すのではないかと、そういう理解をしたわけで

す。私は新庁舎建設の時期について言及をするわけではございません。次のことが、
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私は一番大事だと思っております。市長は、先ほど申しましたように３月議会で市

長としての考え方をはっきりされました。市長も、そしてまた行政内部におきまし

ても、この大きな変革の時代、将来の山鹿市を考えての発言だったと思います。で

は、この発言を受けまして３年後はどうするのか。また、その場所の決定を受けて

建設時期を受けて場所はどうするのかというのが、これからの議論になると思うわ

けです。そこで、市長に伺いたいと思います。 

 その前にちょっと一言言わせていただきたいと思います。私は、この庁舎問題が

いかに合併時において真剣に協議され、特にこの事務所の位置での委員会では、住

民代表の方々が何回も何回も会合を重ねられまして、互譲の精神を持ちまして論議

されたことです。その中におきまして、なかなか結論が出ませんでした。最後には

各首長、そして各議長に付託をされたことを思い出しております。その後は、各市

町の議会での論議を踏まえ、首長や議長の話し合いでようやく国体道路の沿線沿い

と３年以内の着工ということがまとまったわけです。決して、一部の人や住民の意

見を反映しないで簡単に決定したものではないということを私は申し上げたいと思

います。そしてまた、この決定がなかったら合併に関しての廃置分合の決議もでき

たかどうかわかりません。新山鹿市の誕生もなかったのではないかとも思っており

ます。それほど、この庁舎の位置については当時の首長も議員も重い責任のあるこ

とであると私は思っております。幸いにして、市長も当時の首長であるし、また議

員各位もほとんどの人がその責任を引き継いで、ここに来ている人だと思います。

そこで、市長と私ども議員が同じ任期です。同じ改選時期です。この任期中に、ぜ

ひともこの問題に対しまして一応のはっきりした方向性、道づけをしていただきた

い。そして、新山鹿市の発展に寄与することが私どもの責務ではないかと考えます

が、市長の考え方をお伺いしたいと思います。 

 次に、先ほど教育長の方からご答弁をいただきましたけれども、確かに合併後い

ろんな教育環境の問題は大きく変わっております。教育長の今考えておられる山鹿

市の望ましい教育環境、学校のあり方については大体のところわかりました。この

考え方と学校整備を結びつけていくことには、一つも二つもハードルを乗り越えな

ければならないと強く感じました。教育長も御存じのごとく、合併前に老朽化に伴

う学校の改築の計画があったところや、耐震調査において改善や改修を要するとこ

ろなど、また保護者や地域の人々にとって早期の学校改築を望むところなど、この

問題解決を先延ばしにするわけにはいきません。その中において将来を見据えた学

校のあり方を考え、施設整備をすることは重要なことです。これは理解します。今

後、早急に地域住民や保護者を巻き込んだ論議をする重大な事柄です。合併後の大

きな教育環境として、教育課題として、また改築や改修を待つ学校や地域として今
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後の動向を注目するところです。今後の取り組み方、そしてスケジュール等につい

て２回目の質問をしたいと思います。 

 次に、市税の件につきまして２回目の質問をしたいと思います。合併後におきま

しては、行財政改革のために職員数も大幅に削減されてきております。担当課にお

きましても、配置人員の減が見込まれていると思います。少数の人員でいかに徴収

率を上げていくかが、今後の課題であるかと存じます。その徴収方法として、本庁

と支所との連携も非常に大事なところになってきているのではないかと思います。

その辺どうなっているのかお伺いします。また、未納者の気持ちとしてはいろんな

事情があり、期日内に払えない、それが１回、２回たまっていくうちに大きな金額

になり支払うことができなくなってしまうことがあると思います。例えて言います

と、火事の場合ですね。ちょっとしたぼやのときに消せばさっと消せますけども、

だんだん大きくなれば手の付けられないところになってしまう。ちょっと例えが悪

いかと思いますが、そのようなことではないかと思うわけです。やはり、最初の未

納時に適切な状況把握とその対応をする努力が必要かと思います。こういうことも

含めて、新たな徴収対策として外部委託や条例による悪質滞納者のサービスの制限

等を考えられているのかお伺いをしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

おはようございます。ただいまの新庁舎建設についての島田議員のご質問にお答

えします。既にご答弁申し上げておりますように３年以内の着工は困難ですが、私

も島田議員同様、任期内において一定の道筋はつけなければならないと考えており

ます。昨日の原議員のご質問にお答えしましたように、今後の本市の人口の動向、

市民の利便性、交通の事情、他の公共機関との連携、行政改革による職員数の推移

や組織・業務の再編、まちづくりのあり方、財政状況等、さまざまな要因を視野に

入れながら新庁舎の機能や規模について検討を進めてまいりたいと考えております。

このような作業を終えた段階で、着工時期などのスケジュールについても考えてま

いる所存です。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

島田議員の２回目のご質問にお答えします。学校再編の件は、教育委員会としま
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しても、市民生活に大きな影響を与える大変重要な事業であると認識しております。

これから、学校再編を進めていく上では地域住民の理解と協力が得られるような取

り組みを心がけてまいる所存です。 

そこで、今後の具体的な取り組み方法ですが、本年５月に設置いたしました山鹿

市立小・中学校再編検討委員会、これは既に６月２日に第１回を開催しておるとこ

ろですが、その検討委員会におきまして学校再編にかかるさまざまな課題、適正規

模や適正配置、安全通学対策、財源的な問題、学校給食の方式、そういうことにつ

きまして保護者や地域、学校等に対する意向調査を行いながら、問題点や必要な改

善事項などの掘り起こしを行ってまいります。これらの諸問題への対応や学校再編

の方針について、地域代表者や有識者を交えた検討会において十分な検討を行って

いきます。教育委員会としましては、その検討結果を踏まえ地域住民への周知、理

解を求めながら、できるだけ早く学校施設整備に取りかかれるように整備計画を作

成してまいりたいと考えております。なお、老朽化等により危険を伴う施設や場所

につきましては、この計画の進行とは別に随時対応を行っていきます。本件につき

ましては、島田議員はじめ議員各位に特段のご理解、ご協力をお願い申し上げまし

て答弁とします。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

税に関しまして２回目のお尋ねにお答えします。徴収体制についてお尋ねがござ

いました。現在、本庁と支所の収納業務ですが、本年４月機構改革を行いまして本

庁の税務課に管理係を新設いたしました。と言いますのは、現在まで収納係で行っ

ておりました業務を一部管理係に受け持たせることによりまして、収納係が収納業

務に専念できるような体制整備を行ったということです。支所の税務職員は減少し

ておりますけれども、課税等については本庁で一括処理するということで行ってお

ります。滞納者との接触等にあたって本庁職員に同行願っての業務をしていただい

たり、あるいは支所単位での滞納者への電話催告などをやっております。それから、

新たな徴収対策といえると思いますが、昨年から設置しました２名の納税相談員に

おいて、山鹿、鹿本中心に納税相談をしてもらっておりましたけども、本年度から

は全地区へ納税相談を実施してまいります。 

次に、外部委託や長期高額滞納者等の条例等によるサービスの制限というお尋ね

がございましたが、非常にサービスを制限するというのは難しいものもありますが、

一部にはそういうものを導入している。資格要件としてのそれは一部ありますけれ
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ども、それらについて徴収対策委員会を組織しておりますけれども、助役を委員長

といたしまして前回の会議におきましても外部委託ができないか、それから口座振

替の推進、それからコンビニ収納等収納機関の利便性の向上、それから高額滞納者

へのこれは住宅に関するものですが訴訟等も考えねばならないということで意見交

換を行っております。これらについては定期的に開催をし、検討を深めてまいりた

いと思っております。 

先ほどサービスの制限につきましては全国的な傾向のようですが、債権管理の基

本的な事項の条例化等が検討されているようです。具体的な内容についてはまだ把

握しておりませんが、これらも今後は課題となっていくのではないかと思います。

一生懸命、徴収向上に臨みたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

 島田議員、了解ですか。 

○16番（島田節男君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 島田議員。 

［16番 島田節男君 登壇］ 

○16番（島田節男君）   

ありがとうございました。３回目にお願いなり、それぞれに質問なりしていきた

いと思います。まず、庁舎問題ですけども、ただいまのご答弁によりまして、任期

中にははっきりと道筋をつけたいという答弁をいただきました。市長の前からの経

緯の中で考えると、私は当然のことだと考えております。今後、市の財政状況や国

や県の動き、そしてまた住民の意見を早く集約して、うやむやでなく早く方針を決

めていただくことを望むわけです。その辺の考えを再度、市長にご答弁をいただき

たいと思います。 

そしてまた、学校の改築・改修の件ですけども、私ども所管委員会でこのことに

つきましてはまた十分な論議をするところですけども、やはり地域に非常に関わる

問題であるかと思います。地域にこういうことをおろせば、非常にまたいろんな論

議が出てくるかと思いますけれども、やはり理想的な学校のあり方というのは、私

どもも追求していかなければいけない立場であるわけです。ぜひとも、新しい山鹿

市として素晴らしい教育環境ができ上がっていくことを強く要望して、この２点目

の質問は終わりたいと思います。これは、答弁は要りません。 

３点目の市税の件ですけれども、今回の同僚議員の質問でいろんなこと、税のこ

とにつきまして私も勉強させていただきました。国保は５億何千万円、そしてまた
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使用料等につきましては１億円近い8000万円ぐらいだったですかね。それと、市税

が約４億円。合わせれば10億円という非常に多くの金額の滞納があっているわけで

す。諸々の滞納対策をご答弁いただきましたけれども、やはり善良な納税の市民が

不公平を感じないような、そのような対策をぜひとも打っていくべきではないかと

考える次第です。やはり税務課の徴収、本当に大変であることは私もわかっており

ます。しかし、これは数字的にも毎年上がってきます。やはり、今年の収納率が

0.25％下がっていると。やっぱり何かの原因があるわけでございまして、その原因

追及をしっかりとしていただきまして、次の滞納対策に取り組んでいただきたい、

そういうふうに考えている次第です。私が一緒に取って回ってしてやるというわけ

にはいきませんので、非常に気の毒なことですけれども、やはり市税は財政の根幹

ですので一生懸命努力していただくことを願って、これは答弁は要りません。よろ

しくお願い申し上げまして３回目の質問を終わりたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

島田議員の３回目の質問にお答えします。既に申し上げましたとおり、新庁舎建

設に伴う諸般の要因を視野に入れながら、この庁舎問題につきましては私の任期中

において一定の道筋をお示ししたいと考えております。その時期がまいりましたら

議員の皆様にいち早くご報告し、ご意見等も賜りたいと考えております。どうかよ

ろしくお願いします。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、島田議員の一般質問は終了しました。 

次の通告順により川野 功議員の発言を許します。川野議員。 

［14番 川野 功君 登壇］ 

○14番（川野 功君）   

こんにちは。14番、川野です。先日通告しておりました２件、ひだまりの有効活

用について、御宇田山鹿線についてお尋ねします。よろしくご回答のほどお願いし

ます。 

まず１問目、ひだまりの有効活用についてお尋ねします。合併後、旧山鹿市の庁

舎に本庁と山鹿総合支所があるため職員がふえ、市内の庁舎施設は非常に混雑して

おります。それに比べて、旧４町の施設は職員がかなり減ってゆったりとしており

ます。合併して合理化していくためには当然の結果かもしれませんが、普段の仕事

で不便なことが出ていないか気になります。その中でも、教育委員会のある中央公
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民館は特に窮屈なような感じがします。大事な駐車場に関しても、駐車台数が少な

くいつも満車状態です。これでは、ちょっと用事があって来た人も車を止める場所

がなく不便です。市民サービスのことも考えていただきたいと思います。 

先日、中央公民館で会議があったときも駐車場を探すのに一苦労しました。夜の

７時30分の会議でしたが、その時間帯にも関わらず満車でしたので会議に遅れそう

になりました。何とかならないものでしょうか。３月の議会で、市長は３年間は新

庁舎のことは考えない。先ほど島田議員のときに話が上がりましたけども、という

ことを言われました。ということは、このままの状態が最低でも３年以上、５年ぐ

らいは続くということになります。後からは職員が減少するといっても５年間で

18％です。窮屈さに変わりはないと思います。 

新庁舎ができるまでか、本庁方式に正式に移動するまででも構わないので、余裕

のある立派な施設が市内にはいっぱいあります。そういう施設を有効利用する考え

はないのでしょうか。例えば、鹿本総合支所の横にあるひだまりは山鹿市唯一の図

書館を併設し、交通の便もよく駐車場も広く確保できますので、教育委員会の環境

としては非常にいい条件が揃っていると思います。合併前は、教育委員会と福祉課

が入っていましたが、今はかなり施設に余裕があるように感じます。新庁舎ができ

るまでの間でも、その施設を利用することができないかと思いますが、よろしくご

審議いただきたいと思います。 

次に２問目、御宇田山鹿線についてお尋ねします。御宇田山鹿線というのは、来

民小学校の北側に位置し、山鹿市中心部に通じる道路で中川医院からケーズデンキ

の方へ走っている市道のことです。中川医院の交差点から鹿本町の境界線までを御

宇田山鹿線といい、その境界線からニコニコドー交差点までを十三部御宇田線とい

います。一本の道ですが、二つの呼び名に分かれております。また、山鹿と鹿本菊

鹿をつなぐ線としましては、今回質問はしておりませんが老健施設の太陽から山鹿

の三和鉄軌までの東西に走る吹上稲田線という市道もあり、そちらも拡充計画があ

ります。国道325号線は一日に２万2000台もの車が通り、県内でも有数の通行量を

誇っている国道となっております。昼間でさえ渋滞することもありますし、土日は

阿蘇帰りの車で長い渋滞が経常化しており、近隣住民にとって不便で住みにくい状

況です。そのバイパスとなって渋滞緩和に貢献しているのが御宇田山鹿線です。山

鹿市の重要な幹線道路の一つに上げられると思います。しかし、この御宇田山鹿線

は道幅が狭く、離合するのがやっとという状態です。そういう状態でしたので、本

年度工事が始まり道幅が広くなるのでよかったなと思っておりました。先日、長い

工事期間が終わり開通したのを見てがっかりしました。ほんの一部だけの工事であ

り、離合に苦労するところがまだ多く残っております。今後の御宇田山鹿線の工事
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予定をお尋ねします。 

次に、325号線が４車線化されます。現在は、水辺プラザの端から坂東交差点ま

での区間で工事が計画されております。その後の坂東交差点からの続きはどうなる

のか。津留鹿本線、御宇田山鹿線に合流するのかしないのか。しないときには、ど

こら辺を通り、津留鹿本線、御宇田山鹿線との兼ね合いはどうなるのか、わかって

いる範囲でお願いします。以上２問、よろしくご回答のほどお願いします。 

○議長（高野誠二君）   

執行部の答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

川野議員のご質問にお答え申し上げます。中央公民館等の駐車場が狭いので、教

育委員会事務局としてひだまり等を利用したらどうか、市民サービスの向上を図っ

てほしいということでございました。確かに、合併後本庁の部局が増加したことに

もよりまして来庁者もふえてきております。元々あまり広くない駐車場ですので、

行事等が重なりますと確かに混雑を来たし、市民の皆様にもご迷惑をおかけするこ

ともあるようです。大変心苦しく思っております。また、教育委員会の事務局も中

央公民館のほかに勤労青少年ホーム内に教育総務課と学校教育課が間借りをしてい

る状態ですので、各種の相談業務にも若干支障を来しているところです。 

ただ、もともとひだまりにつきましては教育と福祉の複合施設でございまして、

特に図書館は新市唯一の図書館として市民の皆様からも大変好評を得ております。

また、公民館活動や市民の学習の拠点として、さらには各種乳幼児等の検診施設と

して活発に利用がなされているところです。現在は、先ほどおっしゃいましたよう

に福祉の事務部門が総合支所に移動したあとに若干のスペースがございます。子ど

もたちや市民の学習室として今、利用もなされているところでもございますので、

今後、市長部局とも協議をしながら施設の有効利用あるいは教育委員会の事務局体

制につきましては、市民の利便性、本庁と関係官庁との連携も重要な要素ですので、

それらを含めまして総合的に検討をする必要があるというふうに考えております。 

以上、ご答弁を申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

質問の２点目、御宇田山鹿線について今後の工事予定と国道325号の４車線化と

の兼ね合いについてお答えをします。この事業は鹿本地区の県道津留鹿本線との交
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差点、中川医院のところから山鹿地区のニコニコドー東店横までの区間を新市の重

要幹線道路として位置づけをしまして、取り組んでおります全体延長が約２キロ

メートルの道路改良工事です。この工事の予定につきましては、旧鹿本地区側が平

成16年度から平成20年度まで国の地方道路整備臨時交付金事業の採択を受けまして、

延長800メートルについて事業を進めております。一方、旧山鹿地区側につきまし

ては、平成17年度より合併特例債による事業で、延長約1.2キロメートルについて

平成21年度の完成を目指し、進めております。今後、この事業の完了によりまして

国道325号の渋滞緩和にも大きな効果があるものと期待をされますので、早期完成

に向けて最大限の努力をしてまいりたいと考えております。 

次に、国道325号の４車線化との兼ね合いにつきましては、現在熊本県において、

水辺プラザ台橋から県道日田鹿本線坂東交差点までの、延長約2.5キロメートルに

ついて４車線化事業が進められております。なお、坂東交差点から西側、旧山鹿市

寄りですが、このルートにつきましては現時点では県において路線の決定はなされ

ていないということです。いずれにしましても、この御宇田山鹿線と県による４車

線化事業は相互に連携を図ることで、国道325号の渋滞緩和に大きく寄与しますの

で、一刻も早い４車線化の完成へ向け、市といたしましても協力してまいりたいと

考えております。以上お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 川野議員、了解ですか。 

○14番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 川野議員。 

［14番 川野 功君 登壇］ 

○14番（川野 功君）   

ご回答ありがとうございました。１問目のひだまりの有効利用についてですが、

総合的に検討する必要があるというご回答でしたが、確かにいろんなことが条件に

あげられます。ぜひ、それでも前向きにご判断いただきたいと思っております。答

弁は要りません。 

ただ、ひだまりに限らず、もしも庁舎を旧４町の施設へ移すとした場合に問題と

なるのが連絡手段だと思います。職員間だけでなく庁舎間の連絡が密に取れなくな

るのが一番心配されている点だと思います。しかし今はＶＯＩＰ、これはヴォイッ

プと読みますが、この技術が進んでおります。これは、ネットワーク経由で音声情

報を送受信するための技術のことで、今、企業間では急速に普及しております。Ｉ
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Ｐ電話も、その中に入ります。既存の電話と同等の使い勝手を安いコストで実現で

き、うまく使えば電話以上の伝達手段が取れ、直接会うより便利になります。庁舎

間の物理的な距離など関係なく仕事ができるようになると思います。行政の仕事は、

いつでもどこでも誰でも仕事ができるということを目標にしているわけですから、

ぜひチャレンジしていただきたいと思います。 

次に、２問目の御宇田山鹿線ですが、全体の予定はわかりました。住民の関心度

も高く、計画を詳しく知りたいという要望もありますので、年度ごとにどれくらい

進む予定なのか。用地の買収の進み具合とか、もう少し詳しくご回答いただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

２回目の質問にお答えをします。御宇田山鹿線の整備につきましては、平成17年

度におきまして用地買収、全体の約80％を取得しております。それと、工事延長約

100メートルの整備を実施しております。今年度は、国の予算配当との関係もござ

いますが、一部用地買収と平成17年度で施工いたしました箇所に引き続き、西側の

部分、延長にしまして約100メートルの工事を予定しております。平成19年度には、

一部用地買収と工事約400メートルの整備を行い、平成20年度に残りの延長約200

メートルの整備を行いまして、総延長約800メートルの整備を完了する予定です。

いずれにいたしましても、国道325号あるいはこの御宇田山鹿線は新市の重要な幹

線道路でありまして、県北地域の振興発展のため、果たす役割は大変大きいものが

あると思っております。そういうことで今後、本市としましても国・県にしっかり

と働きかけをして取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（高野誠二君）   

 川野議員、了解ですか。 

○14番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 川野議員。 

［14番 川野 功君 登壇］ 

○14番（川野 功君）   

ご回答ありがとうございました。御宇田山鹿線ですが、国の予算配当の関係もあ

ると思いますが、ぜひ努力していただいて325号線の渋滞緩和ができるだけ早く進



- 99 -   

むようにお願いをして、今回の質問を終わります。答弁は要りません。 

ありがとうございました。 

○議長（高野誠二君）   

以上で、川野議員の一般質問は終了しました。 

ここで、昼食のため休憩します。午後は１時30分から再開します。 

午前11時48分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時30分 開議 

○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次の通告順により永田紘二議員の発言を許します。永田議員。 

［11番 永田紘二君 登壇］ 

○11番（永田紘二君）   

 11番議員の永田です。昼からお疲れのところ、少々時間をいただきたいと思いま

す。 

 発言通告に基づきまして３点質問をしたいと思います。１点目は、品目横断的経

営安定対策について。それから、２点目には福岡ターゲット構想と市内直売所、こ

れは物産館ですけれども、活用についてということ。３点目には、青少年健全育成

と公民館活動の活性化についてということでお伺いをしていきたいと思います。 

 まず、品目横断的経営安定対策についてお伺いをしますけれども、昨日、原議員

からたくさん質問が出されました。いろんな問題点の提起もされましたけれども、

私はやっぱりこの政策は大きな農業政策として避けて通れない、どうしてもやらな

ければならない事業だということを自覚しながら質問をしていきたいと思います。

これに関しましては、３月議会でも質問をいたしました。平成19年度から、特に麦

作におきましては本年からその制度にのせていくということです。非常に大事な進

め方が必要だと思いますけれども、３点だけですね。今、皆さん行政で進捗状況、

どういう形で今流れているのか。二つ目には、今後どういう具合にやっていくのか。

それから、三つ目には秋まきの麦の対応ですけれども、本当に間に合うのか。どれ

ぐらいまで具体的に進んでいるのかということをお尋ねをしたいと思います。 

 それから２点目ですけども、これは農産物の福岡ターゲット構想と市内直売所の

活用についてということでお伺いをしたいわけですけども、総合基本計画の中に高

収入農業の振興と農業生産基盤の整備の一つとして、新たな流通システムの確立と

販路拡大を図るとしてあります。福岡ターゲット構想にはアンテナショップを開設

したい、それからインターネットなどを活用した宅配システムの確立の支援をした
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い、それから市内の物産館を利用した農産物の販売強化・拡充と販路拡大を努めた

いとあります。具体的にどういうことを進めていきたいと思っておられるのかお尋

ねをしたいと思います。 

 それから３点目ですけども、青少年健全育成と公民館活動の活性化についてお尋

ねしますけれども、地域で地域の子どもたちを育てにゃいかん。青少年育成には、

今後公民館を十二分に活用すべきだということだと思いますけども、総合基本計画

の中でも「人が輝く社会教育の振興」を掲げてあります。地域の将来を担う青少年

の育成を公民館活動との連携により推進するとあります。どういう推進を考えてお

られるのかお尋ねをしたいと思います。これで１回目を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

永田議員の一般質問にお答えします。まず、品目横断的経営安定対策についてで

すが、進捗状況につきましては昨年11月に国・県からの説明を受け、昨年12月から

本年２月にかけまして山鹿市内全農業集落への説明会を行い、その際に各集落世話

人会の設置をお願いしたところです。その結果、現在196集落のうち189集落で世話

人会を設置していただいております。また、本年３月３日には、担い手育成のため

に認定農業者や集落代表者への講演会や関係職員の勉強会を行い、世話人会の支援

計画の検討を進めてまいりました。４月26日の菊鹿地区での世話人会への説明を皮

切りに、各地区での説明会を開催しております。説明会では、世話人の皆さんに農

家実態調査を全農家にお願いしておりますが、このことはそれぞれの集落の状況を

改めて知っていただくことと、これを素材としまして集落の皆さんで話し合いを重

ねることで、その集落に適した営農形態を探っていただきたいというふうに思って

おります。なお、今後につきましては、県や農業委員会、農協と連携のもと、各集

落ごとに担い手育成の相談業務を行っていくこととしておりますが、このためモデ

ル集落を設け、その推進体制を参考にそれぞれの集落で検討していただきたいと思

っております。また、必要に応じまして専門の経営アドバイザーによる研修会を計

画していきたいと考えております。議員ご案内のように、平成19年産の米・麦・大

豆が今回の対象作物となっておりますので、ご指摘のように本年の秋まきの麦から

の対応が必要です。このため、担い手づくり対策を重点に推進をしているところで

す。 

次に、福岡をターゲットとしたアンテナショップの開設や宅配業務についてです

が、このことにつきましては地域特産品のＰＲや流通の手段として取り組みたいと
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考えております。昨年から調査を進めておりますが、アンテナショップについては

全国各地から福岡に多数設置している状況ですが、経営的に厳しいものがあり撤退

する事例も出ておりますので、より慎重に調査を進め、方向性を探ってまいりたい

と思っております。宅配業務につきましては、山鹿のファンづくりの一環として進

めることが、より相乗的な効果につながるものと思いますので、このことを念頭に

置き地域の特産品の紹介ができる体制づくり、例えば既存の物産館・直売所の業務

提携や情報を集約しての宅配業務の支援や推進などですが、これらの体制づくりを

構築していきたいと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

一般質問の３点目、総合計画基本計画で「人が輝く社会教育の振興」を掲げ、地

域を担う青少年の育成を公民館活動との連携により推進するとしているが、どのよ

うな推進を考えているかとのご質問です。次代を担う青少年を健やかに育成するこ

とは、すべての市民の願いであり使命であろうかというふうに考えております。山

鹿市が目指します「人はぐくむ」を実現するために、教育委員会といたしましては

昨年４月「限りない夢を抱き、心豊かにたくましく生きる人材の育成」を教育目標

に掲げ、ご質問の基本計画「人が輝く社会教育の振興」では、特に公民館の活性化、

相互連携を柱にいたしているところです。古来から、子どもたちの育成につきまし

ては、その地域が大きな役割を果たしてまいりました。しかしながら、戦後60年余

りの社会経済情勢の変化によりまして、旧来からの地縁的な社会の弱体化、いわゆ

るコミュニティーの崩壊が進み、地域社会の連帯意識に支えられてまいりました育

成機能が低下しているというのはご承知のとおりです。 

このような中で青少年問題審議会、これは内閣総理大臣の諮問機関ですが、その

審議会は答申の中で「青少年の育成は、地域からはぐくむ」という視点に立って、

家庭と学校、職域等を包含する地域社会の育成機能の向上を図る新たな地域コミュ

ニティーの形成が重要との報告がなされたところです。このようなことから、地域

における公民館はそのコミュニティー形成を促進するため、青少年の社会参加や奉

仕活動への参加促進、本来個々の家庭でなされるべき家庭教育に対する子育て支援、

あるいは学校との連携のあり方など、新たな時代に即応した公民館活動の活性化に

努める必要があると言われているところです。このような背景を受けまして、教育

委員会としましては青少年の健全育成は、家庭、学校、地域との連携した取り組み
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が最も大切な課題だと考えているところです。 

○議長（高野誠二君）   

 永田議員、了解ですか。 

○11番（永田紘二君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 永田議員。 

［11番 永田紘二君 登壇］ 

○11番（永田紘二君）   

 ２回目の質問をさせていただきます。品目横断的経営安定対策についてですけれ

ども、これは当然本市の農業、農村、農家を守るためには大事な改正であり、ぜひ

ともなし遂げるべきことであると思いますが、先日、太田黒議員、農業特区の質問

をされました。問題点があるならば非常に大事なことかなと、私は理解をしました。

そういう総合的な問題点をも把握をしながら進めていただきたいと思います。また、

吉本議員、先ほどＪＡとの農業問題についての連携について質問をされましたけど

も、私はこれは答弁は要りませんけれども、やっぱり団体の責任、それから個人の

責任、それから行政としての役割、行政としての責任を、この対策の中にどういう

形でやっていくのか。非常に大変だと思いますけれども、しっかり頑張っていただ

きたいと要望をします。 

福岡ターゲット構想と市内直売所の活用についてですが、先ほどの答弁の中に宅

配業務の支援、指導につきましては、既存の物産館、直売所の業務提携なり、情報

を一箇所に集めて支援をしていきたいというお話がありました。すなわち、農産物

の直販所なり直売所、物産館というものの充実・強化が必要かなととらまえるわけ

ですけれども、これは去年の６月議会だったと思いますけれども、旧山鹿市山鹿地

区に物産館が全くない、設置をする気持ちはありませんかというお尋ねをしました。

そのときには、南の入口に物産館、直売所の設置構想を考えております。トライア

ングル構想とかいうお話で答弁がありました。これについて、いくらかでも考えて

おられるのかなということをお尋ねしたいと思いますが、既存の今５カ所物産館が

あります。小栗郷、農産物だけで約２億円、あんずの丘、長者館もひっくるめます

と１億3000万円、水辺プラザ３億円、鹿央物産館で2000万円、合わせますと６億

5000万円。ただもう一つ、ＪＡ鹿本がやっているグリーントップの横に物産館があ

ります。これでも農産物だけでも１億6000万円販売がされております。合計します

と８億1000万円という農産物が直売所なり物産館で販売されているわけですけれど

も、極端な例を申しますと山鹿市で生産されている米をＪＡで扱っている金額は
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７億9000万円です。いかに物産館が扱っている、そういう農産物の販売が農家のた

めの支援になっているかということを感じるわけです。先ほどお尋ねしましたトラ

イアングル構想の中での物産館設置強化についてお尋ねをしたいと思います。 

次に、青少年健全育成と公民館活動の活性化についてということでお尋ねをしま

すが、現在１市４町合併をしまして山鹿市の公民館条例に載っている公民館という

のは12個しかありません。旧山鹿地区ですけれども、中央公民館をひっくるめて地

区公民館、それぞれの地区で８カ所であるわけです。それから、４町の公民館が鹿

北には岳間分室がありまして二つあります。それから、菊鹿と鹿央にございます。

ただし、公民館条例の中に、鹿本に公民館とあるものは設置をされておりません。

ひだまりの中に公民館業務をやっていますけれども表に出ていないというのが現実

でありまして、ここら辺をどう今から整備されるのかなというのも疑問ではありま

すけれども。 

今、青少年育成と公民館活動の絡みの公民館というのは、地区の行政区にある公

民館を指しておるものだと私は理解をします。例えば、山鹿地区には124の行政区

があります。それから、旧４町には143の行政区があります。この行政区の中にそ

れぞれみんな公民館と言っているわけですけれども、山鹿地区の124の行政区は嘱

託員さんが管理をされております。しかし、旧４町の143の公民館は嘱託員が141名、

別に公民館長が133名おられます。ということは、８校区ぐらいは兼務をされてい

るが、別個に事業を展開をされているということです。現在の公民館活動に対しま

す教育委員会の支援、指導、活動は、どのようにやっておられるかをお尋ねをして

２回目を終わりたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

２回目の質問にお答えします。直売所につきましては、現在市有の直売所が５カ

所ございますが、まずはこれらの流通に対する連携を図っていくために、本年度は

話し合いの場を重ねていきたいというふうに考えております。 

また、ご指摘のように新市の建設計画におきまして、南の玄関口に情報発信基地

を兼ねた直売所を設置する構想がございます。このことにつきましては、現在五つ

あります直売所の置かれております状況、あるいは本市を取り巻くもろもろの状況

等を検証しながら、整備の是非につきまして検討をしていきたいというふうに思っ

ております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   
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八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

永田議員２回目の公民館活動に対する支援、あるいは組織はどのようになってい

るかということに対するお答えを申し上げたいと思います。地区公民館長、分館長、

それから自治公民館長等への連絡・指導あるいは支援体制についてですけれども、

旧山鹿市は主に各小学校区に設置の地区公民館に対して行っております。主に地区

公民館長、それから指導員報酬及び一部活動費などを支援しておるところです。ま

た、鹿北、菊鹿、鹿本、鹿央の旧４町は、主に各行政区の公民館、自治公民館や分

館等それぞれ名称は異なっておりますが、支援を行っております。ほかにまた、校

区代表館長、あるいは分館長などの報酬及び一部活動費にも支援を行っているとこ

ろです。 

また、教育委員会からの連絡、指導等につきましては、旧山鹿市は先ほどの校区

単位の地区公民館長会議を開催し、それを受けてそれぞれの地区公民館で運営委員

会が行われます。運営委員会には、各区長さんが全員委員ですので、ここで教育委

員会からの事業推進や協力依頼等が行われることになっております。一方、旧４町

では教育分室から直接各行政区単位のいわゆる分館長、公民館長に連絡等が行われ

るところになっております。 

なお、昨年９月、新市全体の公民館相互の連絡・連携を図り、公民館活動の振興

に寄与することを目的に、旧市の地区公民館長及び旧町の校区代表公民館長で、山

鹿市公民館連絡協議会が設立されました。これによりまして、山鹿市公民館全体の

必要な活動方針等が協議検討され、それぞれ各校区及び地区に伝えられるという体

制になったところです。この協議の中で、今後公民館活動につきましてはお互いの

相互研修を行い、あるいは、それぞれの地域で培われてきました地域の伝統・歴史

を大切にし、公民館活動の活性化を図ることなどが協議されたところです。教育委

員会としましても、ともに公民館活動の活性化を推進し、支援してまいりたいとい

うふうに考えているところです。以上、ご答弁を申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 永田議員、了解ですか。 

○11番（永田紘二君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 永田議員。 

［11番 永田紘二君 登壇］ 
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○11番（永田紘二君）   

 ３回目の質問をさせていただきます。福岡ターゲット構想と市直販所の活用につ

いてです。先ほど直販所の販売高、それぞれご報告をしました。グリーントップを

含めると約８億1400万円、全体、農産物以外をひっくるめますと13億円ぐらいの販

売高があります。８億1000万円、これをちょっとどれくらいかという数字を先ほど

ちょっと触れましたけれども、参考までにご報告をしたいと思いますが、山鹿市で

生産された米をＪＡが取り扱う、３割から４割ぐらいと思いますけれども、その売

上が７億9000万円。イチゴは、あれだけハウスを投入して経費を足して、販売され

た実績が７億2800万円。ミカンが１億3000万円ぐらいだと聞いております。いかに、

やっぱり８億円という数字が農家を潤うために大事な数字であるかなということと、

もう少し直販を強化していただくならば幸いだということを考えますし、特に福岡

ターゲット構想との絡みを要望ですけれども、先ほどアンテナショップについては

非常に難しいという話がありました。最初から福岡ターゲットはアンテナショップ、

福岡で物を売るという表現をされてきておりますけれども、逆にですね、山鹿のそ

れだけの特産品を山鹿で売る。そして、山鹿に誘客をする。すなわち、内容分析ま

でお願いしてありませんけれども、来館されました皆さん方が県内、県外おられる

と思いますが、恐らく県外では福岡がトップだろうという理解をします。そうしま

すと、逆に山鹿で物を売ってお客さんを山鹿に呼んで福岡をターゲットにする逆発

想を考えていただければどうなのかなと。直販強化が結局誘客を含めた福岡ターゲ

ット構想になるのではないかという考えを持っておりますけれども、そこら辺をお

答えいただきたいと思います。今後の課題にしていただきたいと思います。 

 それから、青少年育成と公民館活動の活性化についてというお尋ねをしました。

先ほど申しましたとおりに、４町には公民館長さんが別におられます。山鹿地区に

は８の地区公民館からそれぞれ情報を流してワンクッション置いた支援活動をして

いるようですけれども、恐らくこのままでいこうとは思っていないと思いますけれ

ども、今後どのような体制づくりで本当に地域のコミュニティセンター、集落セン

ター、公民館、自治公民館を子どもたちに開放して、青少年育成に活用できるのか

なということの方向づけがわかれば教えていただきたいと思います。極端な話です

が、ここでこういう話をするとあまり好まれないと思いますが、例えば、教育委員

会が山鹿地区に出している支援費980万円です。４町に出している支援費1800万円

です。倍出ています。これで同じ活動ができると私は思えませんので、そこら辺も

踏まえてご答弁をいただきたいと思います。終わります。 

○議長（高野誠二君）   

答弁を求めます。藏原経済部長。 
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［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

３回目の質問にお答えします。山鹿市には、平坦地から中山間地域まで、地域の

特性を生かしたいろいろな農産物の生産がされております。先に述べました直売所

等との連携の中で、旅館などへの展示販売を行うことで流通システムの推進を検討

してまいりたいと考えております。このことが議員ご指摘のように、新鮮で安心・

安全な農産物を通じた誘客宣伝ができるものと思っておりますし、福岡ターゲット

の一つの戦略になるものと考えております。このためには関係機関の協力がなけれ

ば進まないと考えておりますので、今後ともよろしくご指導をお願いいたしまして

答弁とします。 

○議長（高野誠二君）   

 田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

永田議員の３回目のご質問にお答えします。青少年の健全育成のためには、それ

ぞれの地域で自分たちの地域の青少年をどのように育てたいか、みんなで考え、同

じ思いを持ちながら熱意を持って取り組むことが大切です。そして、それを推進す

るのは地域のよりどころというか、集いの場、つながりの場である公民館を中心と

する地域コミュニティー組織です。そのためには、中央公民館及び各分室、各地区、

各行政区公民館が有機的な連携のもと、それぞれの役割を果たしていけるような組

織の整備、充実を図っていく必要があるということは十分認識しております。しか

し、具体的に推進していくことになりますと、これまでに各地区で住民の方々が長

年にわたり積み重ねてこられた公民館活動のすばらしい歴史と伝統がありますので、

時間をかけた慎重な検討が必要となります。そのため、平成17年９月21日、社会教

育委員会に公民館活動の活性化と連携についてという趣旨で諮問を行い、平成18年

３月22日にその答申をいただきました。その中で、公民館活動をより充実させるた

めの組織の見直しや公民館活動への青少年の参加についてなど、貴重な提言をいた

だいております。 

また、山鹿市公民館連絡会議においても、効果的な組織のあり方や公民館の活性

化について協議を深めてきております。今後は、住民が公民館について持っている

認識を知る必要があります。住民の目線で公民館を見つめ、青少年の健全育成や地

域公民館活動の活性化をどう図っていくかということについて、市民の期待や要望

を的確に把握することが必要だと感じております。そこで、本年度は市民参加によ

る教育基本計画を策定することにより、先に設定しております山鹿市教育ビジョン
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推進の方向性を明らかにし、それに基づき青少年の健全育成と公民館活動の活性化

あるいは公民館の組織のあり方等々、山鹿市教育の振興を図ってまいりたいと考え

ております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で永田議員の一般質問は終了しました。 

 これをもちまして、通告による質疑・一般質問は全部終了しました。 

 これにて、質疑・一般質問を終結します。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第102号 固定資産評価委員

の選任につきましては、会議規則第37条第２項の規定により委員会付託を省略した

いと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。よって、議案第102号は委員会付託を省略することに決

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 日程第２ 委員会付託   

○議長（高野誠二君）   

 日程第２、委員会付託を行います。ただいま議題となっております議案第102号

を除く全案件をお手元に配付いたしております付託表のとおり、それぞれの常任委

員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 散 会   

○議長（高野誠二君）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後２時02分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２３日(金曜日) 
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平成18年（第３回）山鹿市議会６月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

平成18年６月23日（金曜日）午前10時開議 

第１ 議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 

   議案第102号 固定資産評価員の選任について 

   請願第５号 「ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な対策を求 

める」請願書 

   請願第６号 出資法に定める上限金利の引き下げ等に関する請願書 

   陳情第５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情書 

   陳情第６号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書 

   陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書 

   陳情第９号 「小規模工事登録制度」の採用についての陳情書 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 政治倫理条例策定に関する特別委員会の中間報告 

第３ 議員派遣の件 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

第１ 議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 

   議案第102号 固定資産評価員の選任について 

   請願第５号 「ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な対策を求め

る」請願書 

   請願第６号 出資法に定める上限金利の引き下げ等に関する請願書 

   陳情第５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情書 

   陳情第６号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書 

   陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書 

   陳情第９号 「小規模工事登録制度」の採用についての陳情書 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 政治倫理条例策定に関する特別委員会の中間報告 
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第３ 議員派遣の件 

日程追加 

第４ 意見書案第１号 「ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な対策を

求める」意見書 

 意見書案第２号 出資法に定める上限金利の引き下げ等を求める意見書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

出席議員（30名） 

１番  北 原 昭 三 君   

２番  芹 川 正 美 君   

３番  藤 原   豊 君   

４番  立 山 秀 木 君   

５番  立 山   隆 君   

６番  原     徹 君   

７番  平 井 邦 廣 君   

８番  吉 本 政 幸 君   

９番  池 田 誠 一 君   

10番  堀   茂 幸 君   

11番  永 田 紘 二 君   

12番  森 川 昭 彦 君   

13番  早 田 順 一 君   

14番  川 野   功 君   

15番  古 荘 克 郎 君   

16番  島 田 節 男 君   

17番  森   芳 顕 君   

18番  家 入 憲 隆 君   

19番  横 手 啓 介 君   

20番  高 野 誠 二 君   

21番  藤 原   弘 君   

22番  森   久 雄 君   

23番  西牟田   長 君   

24番  太田黒 鐵 郎 君   

25番  丸 山 寛 治 君   

26番  寺 崎 勇 児 君   

27番  高 口 功二郎 君   
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28番  山 口 晋 正 君   

29番  古 田 信 助 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

助      役     杉 燒 義 文 君   

収   入   役     永 田 忠 晴 君   

教   育   長     田 中   宏 君   

総 務 部 長     西 田 秀 行 君   

企 画 振 興 部 長     福 田 憲 之 君   

市 民 福 祉 部 長     森   和 芳 君   

経 済 部 長     藏 原 栄 一 君   

建 設 部 長     池 田 永 実 君   

環 境 部 長     熊 野 次 男 君   

水 道 局 長     池 田 幸 一 君   

病 院 事 務 部 長     星 子 四 郎 君   

菊鹿総合支所長     蔵 原 賢 一 君   

市民福祉部次長     角 野 恵 子 君   

経 済 部 次 長     北 井 孝 範 君   

経 済 部 次 長     有 尾 隆 俊 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

総 務 課 長     幸 村 英 星 君   

財 政 課 長     戸 次 由 夫 君   

情 報 企 画 課 長     前 田 泰 秀 君   

清 楽 園 長     高 木   勇 君   

都 市 計 画 課 長     宮 本 栄次郎 君   

農 業 委 員 会     松 山   寛 君   
事 務 局 長                 

病 院 管 理 課 長     田 上 信 博 君   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     宮 本 誠 之 君   

局長補佐兼議事係長     今 坂 英 俊 君   
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議 会 総 務 係 長     堤   真 澄 君   

書      記     中 村 武 志 君   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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午前10時00分 開議 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 議案第101号～議案第102号   

     請願第５号～請願第６号   

     陳情第５号～陳情第７号、陳情第９号   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、各常任委員会に付託してありました議案、請願、陳情及び議案第102

号の全案件を議題といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 

  議案第102号 固定資産評価員の選任について 

  請願第５号 「ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な対策を求め 

る」請願書 

  請願第６号 出資法に定める上限金利の引き下げ等に関する請願書 

  陳情第５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情書 

  陳情第６号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書 

  陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書 

  陳情第９号 「小規模工事登録制度」の採用についての陳情書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 各常任委員長の報告を求めます。 

堀経済観光常任委員長。 

［経済観光常任委員長 堀 茂幸君 登壇］ 

○経済観光常任委員長（堀 茂幸君）   

 おはようございます。 

 本定例会におきまして、経済観光常任委員会に付託された案件は、議案１件、請

願１件であります。 

 去る６月15日、午前10時より議員控室において委員全員出席、執行部より関係職

員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

 その結果についてご報告いたします。 



- 116 -   

４月１日付の人事異動による職員の自己紹介のあと、議案審査に先立ちまして、

現地調査を行いました。 

 最初に、鹿北の内野黒猪地区の一般農道、トンネル工事の現場を視察いたしまし

た。ここは昨年12月15日の竣工で、完成が平成19年６月７日ということになってお

りますけれども、トンネル工事の約３分の２、230メートルが今掘られて、まだ後

残りが100メートルぐらいでトンネルが抜けるということでございました。 

２番目に、（椎持）地域の災害現場ということで、（須屋）地区の農地災害復旧

及びその治山事業というようなこと、このことは、昨年の７月８日、鹿北の集中豪

雨によりまして壊れました山、それに含めます下の農地というようなことですが、

農地については完全復旧ができておりましたけども、まだ治山工事につきまして

１期が完成、あと３期の治山事業が行われるということで、あと２年とか３年とか

かかるということでございますけれども、順調な回復をしているようでございまし

た。 

次に、菊鹿の中山間地域総合整備事業、今村地区の圃場整備を見ましたけども、

ここは、菊鹿の中で最後の圃場整備事業というようなことで、平成20年から23年に

かけての事業だそうでございまして、本当に見た目は棚田として非常に素晴らしい

ところでございますけれども、やっぱり地域の農家としては、圃場整備事業に取り

組むということでございまして、急傾斜の所で、大変な工事になろうかというよう

なことを思って帰ったところでございます。 

次に、矢谷のキャンプ場を見学いたしました、そこはケビン建設予定地というこ

とで、それを今年度に完成するというようなことで、９月以降の工事になり完成す

るということでございます。そういうことで菊鹿の威で昼食をいたしまして、市役

所に帰り、午後２時から議案の審査を行いました。 

議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）中所管、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

請願第５号 「ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な対策を求め

る」請願書、原案のとおり採択すべきものと決しました。 

 以上で、経済観光常任委員会の報告を終わります。 

○議長（高野誠二君） 

 森川建設環境常任委員長。 

［建設環境常任委員長 森川昭彦君 登壇］ 

○建設環境常任委員長（森川昭彦君） 

 おはようございます。 

 本定例会におきまして建設環境常任委員会に付託をされました案件は、議案１件
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でございます。 

 去る６月19日、午前10時から議員控室におきまして委員全員出席、執行部より関

係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

その結果についてご報告を申し上げます。 

 まず、議案審査に先立ちまして、現地調査を行いました。議案第101号で提案さ

れております環境保全対策事業、小規模水道施設、寺島水道組合の現地。次に、鹿

北地区の須屋、星原辺地総合整備計画の現地、下小坂桑津留水道組合の現地をそれ

ぞれに視察をいたしました。鹿央町の鹿央物産館で昼食をいたしました。その後、

岩倉辺地総合整備計画の現地を調査いたしました。 

 午後２時30分から委員会を再開をいたしました。 

 ４月１日付人事異動による職員のそれぞれに自己紹介を受けました。その後慎重

に議案の審査を行いました。 

議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）中所管、原案のと

おり可決すべきものと決しました。昨年の７月の集中豪雨で山鹿市、特に菊鹿、鹿

北の両地域を中心に補助事業対象の災害が125件、単独での復旧工事対象の災害が

86件と非常に甚大な被害を被りました。災害発生より生活道路を中心に迅速な復旧

が望まれておりましたが、各支所そしてまた本庁の建設部、非常に連携を密にされ

ました。この３月で単独事業の対象災害につきましては86件、全件が復旧作業が終

了をいたしました。また、補助事業対象の災害につきましても125件中99件が3月末

で復旧作業を終わりました。残りの26件、鹿北地区ですが、年度が繰り越されてい

ましたが、この５月をもって全箇所が復旧が完了をいたしました。この間におけま

す建設部、そして各支所の関係職員のご労苦そしてご努力に衷心よりの感謝を申し

上げます。当委員会におきましても、閉会中１日だけ時間をいただきまして、所管

事務の調査として昨年度の災害箇所の現地調査を行いたいということで決定をいた

しました。ちなみに、小規模水道の寺島水道組合は対象が49世帯146名の方が利用

されております。また、下小坂桑津留水道組合、ここは10世帯で30名の方が利用さ

れております。 

 以上、ご報告を申し上げまして建設環境常任委員会の報告を終わります。 

○議長（高野誠二君） 

 永田文教厚生常任委員長。 

［文教厚生常任委員長 永田紘二君 登壇］ 

○文教厚生常任委員長（永田紘二君） 

 おはようございます。 

 文教厚生常任委員会の審査の報告を行います。 
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 まず、閉会中の４月17日議員控室におきまして委員全員出席のもと、関係職員の

出席を求め、継続審査中の陳情２件を審査するため委員会を開催いたしました。 

 陳情第６号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書でありますが、本市におきま

しては十分に配置ができているとのことであり、不採択すべきものと決しました。 

陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書。なお、

慎重に審査する必要があると認め継続審査すべきものと決しました。 

次に５月12日議員控室におきまして、委員全員出席、関係職員の出席を求め継続

審査中の陳情１件を審査するために委員会を開催いたしました。陳情第７号 山鹿

市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書でありますが、なお慎重に

審査をする必要があると認め継続審査すべきものと決しました。なお、審査終了後、

引き続き所管事務調査を行いました。 

次に、本定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は議案１件、継続

審査中の陳情１件であります。その審査の結果につきましてご報告をいたします。 

 当委員会は、６月20日と21日の両日に本庁舎３階会議室におきまして、午前10時

より委員会を開催し、委員全員出席のもと、執行部より関係職員の出席を求め、付

託案件につきまして慎重に審査を行いました。 

 まず、20日の議案審査に入ります前に今回４月１日付で人事異動がなされており

ます。新しい職員さん方の自己紹介をお願いいたしました。 

議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）中所管、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書であり

ますが、なお慎重に審査する必要があると認め、継続審査すべきものと決しました。

これにつきましては、執行部との意見は十二分になされましたけども、当の保育園

の保護者会との十分な意見収集がまだなされてない、十分に意見収集をしたいとい

うことで継続審査をするということに決しました。 

なお、20日には午後から阿蘇市一の宮町へ出向きまして室内温泉プール、温泉浴

場等を併設してありますスポーツレクリエーション施設アゼリア21の視察を行いま

した。 

21日は、なお審査終了後に引き続き所管事務の調査を行いました。 

 以上で、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（高野誠二君） 

 丸山総務企画常任委員長。 

［総務企画常任委員長 丸山康昭君 登壇］ 

○総務企画常任委員長（丸山康昭君） 
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 おはようございます。 

総務企画常任委員会の審査の報告をいたします。 

まず、閉会中の継続審査となっておりました陳情１件について、４月26日議員控

室において委員会を開催いたしました。委員全員出席、関係職員の出席を求め審査

を行いました。 

 陳情第５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情書については、

委員からの発言があり、自治体としての宣言であるならば陳情を受けて宣言という

ことではなく、山鹿市として自主的にぜひすべきだという意思表示をもって宣言し

た方がいいのでは、という意見等があり、挙手による採決の結果、賛成少数により

陳情第５号は不採択すべきものと決しました。 

次に、本定例会におきまして、総務企画常任委員会に付託されました案件は、議

案１件、請願１件、陳情１件の審査を６月21日、午前10時から議員控室におきまし

て委員全員出席、執行部より関係職員の出席を求め委員会を開催いたしました。 

審査に入る前に、４月１日付人事異動による職員の自己紹介を求めました。 

議案審査に先立ち現地調査を行いました。まず、鹿本生涯学習・健康センターひ

だまり施設の概要を視察し、会議室で地域防災計画の概要、すでに、全家庭に配布

されている防災マップについての説明を受けました。次に、山鹿バスセンターの概

要説明を受け、サイクリングターミナルで昼食をし、午後１時30分に再開し、議案

の審査をいたしました。 

議案第101号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

請願第６号 出資法に定める上限金利の引き下げ等に関する請願書、原案のとお

り採択すべきものと決しました。 

陳情第９号 「小規模工事登録制度」の採用についての陳情書、なお慎重に審査

する必要があるとし、継続審査とすべきものと決しました。 

以上、総務企画常任委員会の報告を終わります。 

○議長（高野誠二君） 

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論の通告があっておりますので、発言を許します。

原  徹議員。 
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［自席より］ 

○６番（原  徹君）   

 今の総務委員長の陳情第５号についての討論でしたけども、不採択の理由を聞き

まして、納得しましたので発言を撤回したいと思います。 

○議長（高野誠二君） 

 はい、わかりました。 

通告による討論は終わりましたが、ほかに討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君） 

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

○議長（高野誠二君） 

これより採決いたします。 

 議案第101号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第102号 固定資産評価員の選任について同意を求める件は、これに

同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第102号は原案のとおり同意することに決しました。 

○議長（高野誠二君） 

   次に、請願第５号に対する委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願第５号は原案のとおり採択されました。 

○議長（高野誠二君） 

次に、請願第６号に対する委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり決
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することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願第６号は原案のとおり採択されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、陳情第５号に対する委員長報告は不採択でありますので、原案について採

決いたします。陳情第５号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（高野誠二君）   

 起立なしであります。 

 よって、陳情第５号は不採択することに決しました。 

○議長（高野誠二君）   

次に、陳情第６号に対する委員長報告は不採択でありますので、原案について採

決いたします。 

陳情第６号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（高野誠二君）   

 起立なしであります。 

 よって、陳情第６号は不採択することに決しました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、陳情第７号及び陳情第９号の２案件を一括採決いたします。 

 陳情第７号及び陳情第９号に対する委員長報告は継続審査であります。委員長報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、２案件は閉会中の継続審査とすることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 政治倫理条例策定に関する特別委員会の中間報告   

○議長（高野誠二君）   

 日程第２、政治倫理条例策定に関する特別委員会の中間報告を議題といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 



- 122 -   

○議長（高野誠二君）   

 同委員会に付託中の政治倫理条例策定に関する調査について会議規則第45条第

２項の規定により、同委員会より中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、

これを許します。 

 寺崎特別委員会委員長。 

［特別委員長 寺崎勇児君 登壇］ 

○特別委員長（寺崎勇児君）   

 おはようございます。 

政治倫理条例策定に関する特別委員会の中間報告をいたします。 

本特別委員会は、平成17年９月22日の本会議で設置されました。 

第１回目の委員会を昨年の10月25日、午前10時から委員全員出席のもと委員会を

開催いたしました。この政治倫理に関しましては、我々議員としての倫理観はもち

ろん市長、助役以下執行部、市民すべてに関わる問題でございますので、条例を制

定するのかしないのか基本的な議論も含め協議を開始いたしました。まず、なぜ政

治倫理条例が誕生したのか、そして倫理条例の発展についての資料、それから、合

併前の鹿北町、菊鹿町、鹿央町の議会議員政治倫理条例と県北の荒尾市、玉名市の

ほか県内３市の条例等について事務局から説明を受け、審議に入りました。検討条

例の中で市の請負工事に関する事項、いわゆる議員の兼業禁止に関しての質問があ

り、事務局から地方自治法第92条の２により最近の決算書により判断して、地方公

共団体に対する請負額が50％以上を占めるような場合は、この条項に該当するとの

説明を受けました。また、各市の条例を見ますと、議員だけでなく市長または三役

まで含めた条例になっており、制定するのであれば議員、市三役まで含めた条例を

した方がよいということになりました。次回は県内制定市の状況を事務局に求め、

また次の委員会から執行部の出席をお願いすることとし、配付いただいた資料を各

自研究することとして、委員会を閉会いたしました。 

次に、第２回の委員会を平成18年１月26日に開催いたしました。委員全員出席、

今回から執行部にも出席要求をし、助役、総務部長、総務課長出席のもと審議をい

たしました。まず、県下各市の制定状況及びその条項の比較について事務局から説

明を受けました。審査研究するために荒尾市、旧玉名市の条例を参考にし、各条文

ごと比較検討しながら進めることといたしました。議員のほか対象者を市の三役を

入れるのかどうかについて、助役に発言を求めました。この件につきましては、助

役も今回が初めての出席であり、執行部で検討いただき次回にご報告いただくこと

といたしました。 

そのほか議員及び市長等の責務、政治倫理基準、審査会の設置、市民の調査請求
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権、市の工事請負等に関する遵守事項等々を検討し、さらに次回の委員会まで各自

研究することにいたしました。 

なお、今年度から導入される指定管理者の指定について、議員の経営する会社が

公の施設の指定管理者になることについては、法第92条の２の兼業禁止規定の請負

には該当しない旨の説明を受けました。 

また、第３セクターの代表である助役が指定管理者になることについては、執行

部に調査・検討をお願いいたしました。 

また、委員から政治倫理条例に違反した事例があれば調査をし、次回の委員会で

報告してほしい旨の意見がありました。 

次に、第３回の委員会を平成18年４月25日に開催、委員１名欠席、執行部から助

役、総務部長、総務課長に出席をいただき審議をいたしました。 

まず、前回の委員会で調査依頼があった政治倫理条例で違反した他市の事例につ

いて、事務局から資料により説明を受けました。また条例の中に市の三役を含むこ

とについては助役からも異論はありませんでした。 

次に、請負の関係で、助役が第３セクターの指定管理者になることについては、

しばらく検討の時間がほしいということでありました。なお、今回は他市を参考に

して作成しました山鹿市の条例（案）をたたき台として各条文を審議いたしました。

この中で、特に政治倫理基準及び請負契約等に関する事項については、委員からい

ろいろな意見が出ましたが、次回まで各自研究をすることといたしました。 

また、今後のスケジュールについても日程を協議し、６月定例会で中間報告をす

ることの確認をいたしました。 

次に、第４回の委員会を平成18年５月19日に開催いたしました。委員全員出席、

執行部から助役、総務部長、総務課長に出席をいただき審議をいたしました。前回

検討いたしました条例（案）を踏まえ意見を求めました。助役から発言があり、請

負の関係で助役が第３セクターの指定管理者になることについては、本条例（案）

の条文には該当しないし、地方自治法の兼業禁止にも抵触しないとの答弁がありま

した。 

次に、委員会から条文案の中での請負等の契約に関する条項に関して、親族を入

れず倫理基準の条文だけでよくないか、新たに議員になろうとする人が出にくくな

るというふうな意見が出ました。また制定するなら１親等まで、または２親等まで

入れるべきだとの意見、審査機関を充実すれば親族にこだわる必要はないとの意見、

地方自治法に制定してあるが倫理観がないから条例をつくるものであり、市民にこ

たえるための歯どめを示すためには親族を入れるべきとの意見など、たくさんの意

見が出ました。次回までさらに研究することといたしました。 
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次に、政治倫理審査会の委員の構成について、議員は委員にならない方がよい、

人選にあたっては地域のバランスを考えてほしい等の意見があり、委員の数は７人

が適当と決定いたしました。 

次に、条例（案）に基づく施行規則（案）を各条文ごと研究いたしました。なお

慎重な審議が必要であると認めまして、４回目の委員会を終了いたしました。 

以上で、これまでの審査経過をご報告申し上げ、中間報告といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３  議員派遣の件 

○議長（高野誠二君） 

 日程第３、議員派遣の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第159条の規定によりお手元

に配付いたしました議員派遣のとおり決定をいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、派遣することに決定をいたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程追加   

日程第４    

 意見書案第１号 「ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な対策を求

める」意見書  

 意見書案第２号 出資法に定める上限金利の引き下げ等を求める意見書   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 ただいま意見書案２件が提出されました。職員に配付いたさせます。 

［職員配付］ 

○議長（高野誠二君）   

 お諮りいたします。 

 この際、意見書案２件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案２件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 
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 日程第４、直ちに一括議題といたします。 

 意見書案２件について、職員に朗読いたさせます。 

［職員朗読］ 

意 見 書 案 第 １ 号  

平成18年６月23日提出  

 

「ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な対策を求める」意見書 

 

 地方自治法第99条の規定による意見書を会議規則第14条の規定により提出する。 

 

提出者              

山鹿市議会議員 堀   茂 幸  

賛成者              

山鹿市議会議員 丸 山 康 昭  

山鹿市議会議員 永 田 紘 二  

山鹿市議会議員 森 川 昭 彦  

 

 山鹿市議会議長 高 野 誠 二 様 

 

 日本政府は昨年12月12日にアメリカ・カナダ産牛肉の輸入再開を決定し、輸入が

始まりました。しかし、１月20日にアメリカから輸入された牛肉にＳＲＭ（特定危

険部位）の脊柱が混入していたことが発見されました。極めてずさんな輸入に対し

て強く抗議するとともに、その責任を明確にすることが必要です。 

米国産牛肉等は、検査体制や特定危険部位の除去、肉骨粉の飼料への使用などの

飼料規制、生産・流通履歴が不明確であるなど、日本に比べてＢＳＥ対策は極めて

不十分なままとなっています。 

このような中で、輸入再開を拙速に決定した政府の責任は大変重いものがありま

す。 

よって、政府に対し、下記の事項を重点課題として、米国産牛肉の拙速な輸入

再々開を行わないことや、国民の食の安全を守るためＢＳＥへの万全な対策を求め

ます。 

 

記 
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１．米国産の牛肉等に対するＢＳＥ対策について、下記のような問題点があること

から、これらに対する改善措置が明確にならない段階での拙速な輸入再々開を行わ

ないよう求めます。 

 ①米国では、と蓄される牛でＢＳＥ検査を行っているのは極めて少ないこと。 

 ②生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の判

定が正確に出来ず、目視による骨化や肉質の状況での月齢判定では誤差を生じさせ

ること。 

 ③特定危険部位の除去では、日本は全ての月齢の牛の脳などの危険部位を除去

し、焼却処分を行っているのに対し、米国は30ケ月齢以上の牛に限られているこ

と。 

 ④米国では、除去された特定危険部位は処分されず、肉骨粉の原料とされ、豚や

鶏の飼料として流通している。このため、飼料の製造段階での混入・交差汚染や、

給餌時に誤って牛に与える危険性があること。 

２．国内のＢＳＥ対策について、次の点を求めます。 

 ①アメリカ・カナダ産の牛肉等の再評価を行うこと。その際には日本で実施され

ているＢＳＥ対策である全頭検査、トレーサビリティ、全頭からのＳＲＭの除去、

肉骨粉の禁止を基準に評価すること。 

②輸入時の検査体制を強化し、最大限の検査を行うこと。 

③消費者の選択権を確保し、食の安全を実現するため、牛肉を使用した外食、中

食、加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。 

   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成18年６月23日 

熊本県山鹿市議会  

  内 閣 総 理 大 臣  小 泉 純一郎 様 

  厚 生 労 働 大 臣  川 崎 二 郎 様 

  農 林 水 産 大 臣  中 川 昭 一 様 

  食品安全担当大臣  松 田 岩 夫 様 

意 見 書 案 第 ２ 号  

平成18年６月23日提出  

 

出資法に定める上限金利の引き下げ等を求める意見書 
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 地方自治法第99条の規定による意見書を会議規則第14条の規定により提出する。 

 

提出者              

山鹿市議会議員 丸 山 康 昭  

賛成者              

山鹿市議会議員 永 田 紘 二  

山鹿市議会議員 堀   茂 幸  

山鹿市議会議員 森 川 昭 彦  

 

 山鹿市議会議長 高 野 誠 二 様  

 

 ①破産申立件数は、平成14年に20万件を突破して以来、15年には24万件、16年に

は21万件と依然として高水準にあります。これは、消費者金融・クレジット・商工

ローン等で多額の債務を負い、返済困難に陥った多重債務者や中小零細事業者が主

で、中でもリストラ・倒産による失業や収入減・生活苦・低所得などを理由とする

「不況型」「生活苦型」自己破産が大半を占めています。 

②警察庁の統計によれば、平成15年度の経済的理由による自殺者は8,897人にも上

りますが、多重債務がホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪等の被害

を引き起こす要因になっているケースも多く、深刻な社会問題となっています。 

③多重債務者を生み出す大きな要因の一つに高金利があげられます。現在、わが

国の公定歩合は年0.10％、銀行の貸出約定平均金利は年２％以下という超低金利で

あるにもかかわらず出資法上の上限金利は29.2％のままであり、ほとんどの貸金業

者等がこの出資法の上限金利で営業しています。この出資法の上限金利は、平成15

年７月にヤミ金融対策法が制定された際に、施行から３年後の平成19年１月を目途

に見直すこととされています。 

④パート労働・契約社員等で収入の安定が確保できない人も多く、金融庁広報中

央委員会が実施した世論調査によれば、貯蓄のない家庭が２割を占める等、いまだ

一般市民には生活の豊かさが感じ取れません。突発的に資金が必要となったり、病

気・怪我等により働き手に何かあれば借金せざるを得ず、出資法上の異常なまでの

高金利で借入をすれば家計が圧迫され返済困難に陥るのは目に見えています。 

以上のような社会情勢の中で、誰もが安心して生活できる消費者信用市場の構築

と多重債務問題の抜本的解決のためには、少なくとも出資法の上限金利を利息制限

法の制限金利まで早急に引き下げることが必要です。 
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また、出資法の附則に定める日賦貸金業者、いわゆる日掛け金融については、返

済手段が多様化している現在、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われ

ていることや厳格に要件を守らず違反行為が横行し、悪質取立ての温床にもなって

いること等から、その存在意義を認める必要はなく、日賦貸金業者に認められてい

る年54.75％という特例金利は直ちに廃止する必要があります。また、電話加入権が

財産的価値を失くしつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社会的・経済

的需要は極めて低く、この年54.75％という特例金利も直ちに廃止すべきです。 

一方、貸金業規制法第43条は、債務者が利息制限法の制限を越える利息を「任意

に」支払った場合に、貸金業者が法定の契約書面及び受取書面を適切に交付してい

た場合に限りこれを有効な利息の支払いと「みなす」と規定していますが、厳格な

条件のもとでとはいえ、利息制限法の例外を認めるものであり、いわゆる「みなし

弁済規定」の存在が貸金業者等の利息制限法違反金利（民事上無効）での貸付を助

長し、多くの多重債務者を生み出しています。貸金業規制法第43条は、経済的に弱

い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することを立法趣旨とする利息制限法や

資金需要者の利益の保護を図るという貸金業規制法自体の目的にも反しており、出

資法の上限金利の引き下げに伴い撤廃すべきです。 

よって、国におかれましては、下記の事項について早急に改正されるよう強く要

望します。 

 

記 

 

１．出資法に定める上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。 

２．出資法に定める日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止するこ

と。 

３．貸金業規制法第43条のみなし弁済規定を撤廃すること。 

   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成18年６月23日 

熊本県山鹿市議会  

  衆 議 院 議 長  河 野 洋 平 様 

  参 議 院 議 長  扇   千 景 様 

  内 閣 総 理 大 臣  小 泉 純一郎 様 

  総 務 大 臣  竹 中 平 蔵 様 

  法 務 大 臣  杉 浦 正 健 様 
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  財 務 大 臣  谷 垣 禎 一 様 

  内 閣 官 房 長 官  安 倍 晋 三 様 

  金 融 担 当 大 臣  与謝野   馨 様 

○議長（高野誠二君）   

 意見書案第１号について、提案理由の説明があれば発言を求めます。提出者、堀 

茂幸議員、ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 意見書案第２号について、提案理由の説明があれば発言を求めます。提出者、丸

山康昭議員、ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 これよりただいま議題となっております案件について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

○議長（高野誠二君）   

 お諮りいたします。 

ただいま議題となっております案件については、会議規則第37条第２項の規定に

より、委員会付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会付託は省略することに決しました。 

 これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

○議長（高野誠二君）   

 これより採決を行います。 
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 意見書案第１号について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、意見書案第２号について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 閉 会   

○議長（高野誠二君）   

 これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 よって、平成18年（第３回）山鹿市議会６月定例会を閉会いたします。 

午前10時47分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

       山鹿市議会議長  高 野 誠 二 

 

 

 

       山鹿市議会議員  藤 原   弘 

 

 

 

       山鹿市議会議員  横 手 啓 介 


